
花

押

集



例

一
本
巻
所
収
文
書
に
用
い
ら
れ
て
い
る
花
押
全
部
を
収
載
し
た
が
、
同
一
人
の
同
一
花
押
と
判
断
で
き
る
も
の
は
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
を

採
っ
た
。

一
原
則
と
し
て
底
本
か
ら
模
写
し
た
が
、
島
津
氏
花
押
渉
覧
・
花
押
薮
(
と
も
に
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
本
)
を
参
照
し
た
。

一
収
載
し
た
花
押
と
、
本
巻
所
収
文
書
と
の
関
連
を
示
す
た
め
に
、
花
押
集
に
附
し
た
通
し
番
号
を
所
収
文
章
一
自
の
花
押
の
位
置
に
附
し
た
。

一
二
種
以
上
の
花
押
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
番
号
を
別
に
し
て
、
こ
れ
を
収
載
し
た
。

一
通
し
番
号
は
、
文
書
の
配
列
(
お
お
む
ね
編
年
順
)
に
従
い
、
初
出
の
花
押
に
乙
れ
を
附
し
た
。

一
花
押
は
、
そ
の
大
き
さ
は
適
宜
縮
小
・
拡
大
し
て
収
載
し
た
。
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島
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衛
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久
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近

衛

家

久

同
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近
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V!.IJ ，.、、

~1 

7 

源

非主
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小

笠

原
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近

徐1

INi 

，_cヲ
_r;~ 

3金、

8 

近

待I

fJIJ 

久

12 

島

津

吉

質

問

Z1 
-1001-



-1002-

日

坊

誠

佼

清



文

書
• 

記

事

目

録



例

仁ヨ

一
ζ

の
目
録
は
、
本
巻
に
収
め
ら
れ
た
文
書
・
記
事
の
全
部
を
、
底
本
の
配
列
に
従
い
、
通
し
番
号
を
附
し
て
収
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
文
書
は
番
号
の
ほ
か
、
年
月
日
、
文
書
題
を
記
載
し
、
記
事
は
年
月
日
の
欄
に
(
記
事
)
と
記
し
、
か
つ
記
事
題
を
附
し
た
。

一
文
書
の
年
月
日
の
う
ち
、
追
筆
(
お
も
に
朱
カ
キ
の
註
あ
り
)
の
年
紀
は
(

)
、
原
文
書
記
載
の
年
紀
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
追
筆
年

紀
で
疑
義
あ
る
も
の
は
「

」
で
囲
ん
で
区
別
し
た
。

一
年
紀
を
欠
く
も
の
の
う
ち
、
明
ら
か
に
推
定
し
う
る
も
の
は
〔

〕
で
囲
ん
だ
。

一
孟
春
(
正
月
)
、
林
鐘
(
六
月
)
、
暮
秋
(
九
月
)
、
孟
冬
〈
十
月
)
、
霜
月
(
十
一
月
)
、
大
呂
(
十
二
月
)
等
の
月
の
異
称
な
ら
び

に
念
(
二
十
日
)
は
す
べ
て
数
字
に
、
ま
た
、
鳥
、
実
は
日
に
改
め
た
が
、
朔
日
、
晦
日
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
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番

号

年

一
(
元
禄
十
年
)

二
(
元
禄
十
年
〉

一一一四
元
禄
十
年

五六七
(
元
禄
十
年
)

八
(
元
禄
十
年
)

九
(
元
禄
十
年
)

一
O
(元
禄
十
年
)

一一一一一一一一一

月一
月
一
一
日

一
月
十
一
日

(
記
事
)

二
月
六
日

(
記
事
)

(
記
事
)

二
月
三
日

二
月
十
五
日

二
月
廿
二
日

二
月
廿
三
日

(
記
事
)

(
記
事
)

一
四
(
元
禄
十
年
)
閏
二
月
十
六
日

一
五
(
元
禄
十
年
)
閏
二
月
十
六
日

一ムハ
の
一
元
禄
十
年
間
二
月
廿
二
日

の
二
元
禄
十
年
間
二
月
廿
二
日

の
三
元
禄
十
年
間
二
月
廿
三
日

一
七
(
元
禄
十
年
)
間
二
月
廿
三
日

一
八
(
元
禄
十
年
)
閏
二
月
甘
三
日

一
九
(
元
禄
十
年
)
閏
二
月
廿
七
日 日

文

書

・

記

題

事

島
津
吉
賞
害
状

大
久
保
忠
朝
埜
一
名
詩
連
用
者
状

島
津
惟
久
女
子
誕
生

島
津
吉
賞
名
字
状

北
郷
久
嘉
、
綱
貴
ノ
参
勤
ニ
先
行
ス

島
津
久
洪
家
老
職
ニ
補
任

島
津
綱
貴
書
状

陽
和
院
靴
一
輪
宮
市
息

土
屋
政
直
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
述
著
書
状

東
山
帝
婚
儀
ニ
綱
貴
諸
口
問
ヲ
献
ス

献
上
物
書
上

綱
貴
国
絵
図
作
製
ニ
ア
タ
リ
三
州
領

有
ノ
由
来
ヲ
述
フ

戸
田
忠
昌
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

志
燈
院
知
行
目
録

島
津
綱
貴
袖
判
寄
進
状

島
津
氏
老
臣
連
署
寄
進
状

島
津
氏
老
臣
連
署
寄
進
状

戸
田
忠
目
日
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
述
署
辛
口
状

戸
田
忠
回
目
害
状

番

号

年

月

二
O
(元
禄
十
年
)
閏
二
月
廿
七
日

一

二

(

記

事

)

二
二
(
元
禄
十
年
)
閏
二
月
廿
九
日

二
三
(
元
禄
十
年
)
閏
二
月
廿
九
日

二
四
(
元
禄
十
年
)
間
二
月
廿
九
日

二
五
(
元
禄
十
年
)
三
月
二
日

二
六
(
元
禄
十
年
)
一
ニ
月
二
日

二
七
(
元
禄
十
年
)
三
月

二
八
(
元
禄
十
年
)

二
九
(
元
禄
十
年
)

三
O
(元
禄
十
年
)

三
一
(
元
禄
十
年
)

三
二
(
一
元
禄
十
年
)

三
三
(
元
禄
十
年
)

三
四
(
元
禄
十
年
)

三
五
(
元
禄
十
年
)

一
一
一
六
(
元
禄
十
年
〉

三
七
(
元
禄
十
年
)

三
八
(
元
禄
十
年
)

三
九
(
元
禄
十
年
)

四
O
(元
禄
十
年
)

四
一
(
元
禄
十
年
)

四
二
(
元
禄
十
年
)

月
三
月
七
日

三
月
七
日

三
月
九
日

三
月
十
四
日

三
月
十
四
日

三
月
十
四
日

三
月
廿
二
日

三
月
廿
二
日

三
月
廿
四
日

四
月
二
日

四
月
二
日

四
月
二
日

日

文

書

記

事

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

綱
貴
参
勤
ス

戸
田
忠
回
日
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

大
久
保
忠
朝
外
三
名
詩
連
思
表

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
速
著
書
状

幕
府
触
書
写

国
絵
図
仕
様
書

郷
帳
案
紙

国
絵
図
仕
様
触
書
写

徳
川
綱
誠
書
状

川
崎
祐
身
外
二
名
連
署
書
状

種
子
島
久
時
害
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

大
久
保
忠
朝
外
三
名
鰭
…
連
署
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
』
民
連
署
害
状

大
久
保
忠
朝
外
三
名
詩
…
連
署
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
評
状

島
津
久
洪
外
三
名
概
速
著
書
状
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四
三
〔
元
禄
十
年
〕

四
四
(
元
禄
十
年
)

四
五
(
元
禄
十
年
)

四
六
(
元
禄
十
年
)

四
七
(
元
禄
十
年
)

四
八
(
一
元
禄
十
年
)

四
九
(
元
禄
十
年
)

五
O

五
一
(
元
禄
十
年
)

五
二
(
一
五
禄
十
年
)

五
三
(
元
禄
十
年
)

五
四
(
元
禄
十
年
)

五
五
(
元
禄
十
年
)

五
六

五
七

五
八
(
元
禄
十
年
)

五
九
(
元
禄
十
年
)

六
O
(元
禄
十
年
)

六
一
(
一
苅
禄
十
年
)

ムハ一一
六
三
一
元
禄
十
年

六
四

六
五
(
元
禄
十
年
)

六
六
(
元
禄
十
年
)

六
七
(
元
禄
十
年
)

四
月
三
日

四
月
三
日

四
月
四
日

四
月
四
日

四
月
四
日

四
月
四
日

四
月
五
日

四
月
五
日

四
月
七
日

四
月
七
日

四
月
七
日

四
月
九
日

四
月
九
日

(
記
事
)

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

(
記
事
)

四
月
十
八
日

(
記
事
)

四
月

四
月
廿
五
日

四
月
廿
七
日

土
屋
政
直
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
室
田
状

島
津
久
洪
外
三
名
一
一
連
署
覚
書

土
屋
政
直
書
状

土
屋
政
直
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
述
署
書
状

土
屋
政
直
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

川
崎
祐
身
外
二
名
連
署
害
状

土
屋
政
直
世
一
日
状

柳
沢
保
明
-

M
松
平
蹄
貞
述
著
書
状

綱
貴
江
戸
-
一
着
ス

綱
貴
家
毘
御
目
見
願
書

大
久
保
忠
朝
外
三
名
鵠
村
山
旭
署
状

設
城
令
書

島
津
綱
貴
請
書

大
久
保
忠
朝
外
三
名
器
削
…
連
署
状

吉
貴
神
当
流
馬
術
ヲ
学
フ

神
当
流
馬
術
免
許
状

綱
貴
益
城
、
綱
吉
-
一
一
両
ス

悶
絵
図
仕
様
書

国
絵
図
受
持
大
名
古
H

出

赤
松
則
茂
申
状

六
八

六
九
(
一
万
禄
十
年
)

七
O
(元
禄
十
年
)

七一七
二
(
元
禄
十
年
)

七
三
(
一
苅
禄
十
年
)

七
四
(
一
五
禄
十
年
)

七
五
(
元
禄
十
年
)

七
六
(
元
禄
十
年
)

七
七

七
八

七
九
(
元
禄
十
年
)

八
O
(元
従
十
年
)

八
一
(
一
応
禄
十
年
)

八
二
(
一
五
禄
十
年
)

八
三
(
元
禄
十
年
)

八
四
(

J

ん
禄
十
年
)

八
五
(
元
禄
十
年
)

八
六
(
元
禄
十
年
)

八
七
(
一
川
禄
十
年
)

八
八
(
一
見
禄
十
年
)

八
九
(
元
禄
十
年
)

九
O
(一
九
夜
十
年
)

九
一
一
ん
扱
十
年

九
二
一
五
禄
十
年

四四
月刀

五
月

五
月

五
月

五
月
三
日

五
月
廿
三
日

(
記
事
)

(
記
事
)

六
月
三
日

六
月
十
四
日

六
月
十
四
日

六
月
四
日

六
月

六
月
四
日

六
月
五
日

六
月
五
日

六
月
八
日

六
月
十
三
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
九
日

六
月

六
月

日
向
国
絵
図
組
合
一
紙

国
絵
図
仕
様
書

知
行
所
々
付
書
出
案
紙

国
絵
図
仕
様
請
書
案
紙

国
境
絵
図
仕
様
書

幕
府
達
書
写

図
絵
図
仕
様
書

徳
川
綱
吉
御
内
書

烏
津
綱
貴
害
状

吉
貫
帰
国
ス

綱
貴
、
馬
ヲ
献
ス

阿
部
正
武
書
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

阿
部
正
式
書
状

国
絵
図
仕
様
書

烏
津
久
武
知
行
所
書
出

秋
月
程
封
知
行
所
書
出

秋
月
穣
政
知
行
所
書
出

戸
田
忠
呂
書
状

伊
東
祐
呑
知
行
所
書
出

向
津
惟
久
知
行
所
書
出

三
浦
明
敬
知
行
所
書
出

日
向
悶
代
官
所
領
書
出

日
向
同
代
官
所
領
書
出
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九
三
(
元
禄
十
年
)

九
四

九
五

九
六
元
禄
十
年

九
七
(
元
禄
十
年
〉

九
八
(
元
禄
十
年
〉

九
九
(
元
禄
十
年
)

-
o
O
(元
禄
十
年
)

一O
一

一
O
二
(
元
禄
十
年
〉

一
O
三
元
禄
十
年

一
O
四
元
禄
十
年

一
O
五
(
元
禄
十
年
)

一
O
六
(
元
禄
十
年
〉

一O
七

一
O
八
(
元
禄
十
年
)

一
O
九
(
元
禄
十
年
)

二

O
(一
担
保
十
年
)

一
一
一
(
一
見
担
保
十
年
ゾ

一一一一

二
三
(
元
禄
十
年
〉

-
一
四
(
元
禄
十
年
)

由
一
五
〈
元
禄
十
年
)

六
月
晦
日

(
記
事
〉

記
事

七
月

七
月
六
日

七
月
十
五
日

七
月
十
八
日

(
記
事
)

八
月
三
日

八
月
三
日

八
月
三
日

八
月
六
日

八
月
六
日

(
記
事
)

八
月
八
日

八
月
十
一
日

八
月
十
二
日

八
月
十
三
日

「
記
事
)

a

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日

阿
部
正
武
住
石
鰭
速
署
状

綱
貴
寛
永
寺
本
堂
造
営
ノ
助
役
ヲ
命

セ
-
フ
ル

島
津
久
明
等
寛
永
寺
造
営
ニ
従
フ

普
請
場
条
書

普
請
場
条
書

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

綱
貴
家
臣
等
寛
、
氷
寺
本
堂
地
問
註
璽
寸
伝

ヲ
終
ル

阿
部
正
武
外
三
名
鰭
…
一
連
署
状

普
請
場
条
書

普
請
場
条
書

島
津
吉
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
久
雄
、
吉
貴
帰
国
礼
伎
ト
ナ
ル

阿
部
正
武
外
三
名
隷
一
連
署
状

小
笠
原
長
重
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

北
郷
久
嘉
寛
永
寺
唆
功
ヲ
賞
セ
ラ
ル

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

一
一
六
(
一
五
禄
十
年
〉

一
一
七

二
八
(
元
禄
十
年
〉

二
九
(
元
禄
十
年
〉

一二

O
(元
禄
十
年
)

=
二
(
一
見
禄
十
年
〉

一
二
二
(
元
禄
十
年
)

一
二
三
(
元
禄
十
年
)

一
二
四
(
元
禄
十
年
〉

一
二
五
(
元
禄
十
年
)

一
二
六
(
元
禄
十
年
)

一
二
七
(
元
禄
十
年
〉

一
二
八
(
元
禄
十
年
)

一
二
九
(
元
禄
十
年
)

一三

O
(元
禄
十
年
)

=
三
(
元
禄
十
年
)

一
三
二
(
元
禄
十
年
)

一
一
二
三
(
元
禄
十
年
)

-
三
四
(
元
禄
十
年
)

一
三
五
(
元
禄
十
年
)

一
三
六
(
元
禄
十
年
)

一
三
七
(
元
禄
十
年
〉

一
三
八
(
元
禄
十
年
)

一
一
ニ
九
(
一
元
禄
十
年
)

一
四
O
(元
禄
十
年
)

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日

八
月
十
九
日

八
月
廿
七
日

八
月
廿
七
日

八
月
晦
日

八
月
晦
日

九
月
五
日

九
月
七
日

九
月
十
日

九
月

九
月
十
四
日

九
月
十
六
日

九
月
十
八
日

九
月
十
九
日

九
月
廿
五
目

先
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
七
日

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

鳥
居
忠
救
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

鍋
島
綱
茂
害
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

島
津
綱
貴
書
状

上
野
普
譜
手
伝
方
役
人
書
付

戸
間
忠
田
墨
田
状

島
津
久
利
害
状

阿
部
正
武
外
三
名
器
開
連
署
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

島
津
吉
童
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
士
ロ
貴
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状
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一
四
一
(
元
禄
十
年
)
十
月
四
日
島
津
吉
責
害
状

一
四
二
(
元
禄
十
年
)
十
月
六
日
阿
部
正
武
外
二
名
諦
一
害
者
状

一
四
三
(
元
禄
十
年
)
十
月
六
日
島
津
綱
貴
書
状

一
四
四
(
元
禄
十
年
)
十
月
六
日
島
津
惟
久
書
状

一

四

五

十

月

九

日

土

屋

政

士

阻

害

状

一
四
六
(
元
禄
十
年
)
十
月
十
四
日
阿
部
正
武
書
状

一
四
七
(
元
禄
十
年
)
十
月
廿
二
日
阿
部
正
武
書
状

一
四
八
(
一
元
禄
十
年
)
十
月
廿
二
日
柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

一
四
九
(
元
禄
十
年
)
十
月
廿
二
日
米
倉
昌
予
害
状

一五

O
(一
兆
一
政
十
年
)
十
月
廿
八
日
島
沖
綱
貴
害
状

一
五
一
(
元
禄
十
年
)
十
一
月
二
口
木
所
小
屋
場
門
出
入
条
存

一
五
二
(
元
禄
十
年
)
十
一
月
三
日
土
屋
政
白
書
状

一
五
三
(
元
禄
十
年
)
十
一
月
三
日
柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
述
著
書
状

一
五
四
(
元
禄
十
年
)
十
一
月
四
日
島
津
士
口
貴
害
状

一
五
五
(
一
万
禄
十
年
)
十
一
月
五
日
阿
部
正
武
外
三
名
耕
一
円
速
署
歪
古

一
五
六
(
元
禄
十
年
)
十
一
月
六
日
島
津
綱
貴
書
状

一
五
七
(
元
禄
十
年
)
十
一
月
十
五
日
阿
部
正
武
外
三
名
器
…
連
署
歪
古

一
五
八
(
元
禄
十
年
)
十
一
月
十
七
日
島
津
綱
貴
書
状

一
五
九
(
元
禄
十
年
)
十
一
月
十
八
日
島
津
士
口
投
書
状

一
六

O
(元
禄
十
年
)
十
一
月
廿
三
日
島
津
綱
貴
蓄
状

二

ハ

一

(

記

事

)

島

津

久

白

誕

生

二
ハ
二
(
元
禄
十
年
)
十
二
月
十
四
日
小
笠
原
長
童
書
状

一
六
三
(
元
禄
十
年
)
十
二
月
十
五
日
柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

二
ハ
四
(
元
禄
十
年
)
十
二
月
十
五
日
小
笠
原
長
童
書
状

二
八
五
(
一
九
禄
十
年
)
十
二
月
十
九
日
酒
井
忠
岡
害
状

二
ハ
六
(
元
禄
十
年
)
十
二
月
廿
三
日

一
六
七
(
元
禄
十
年
)
十
二
月
甘
三
日

二
ハ
八
(
一
万
禄
十
年
)
十
二
月
汁
五
日

二
ハ
九
(
元
禄
十
年
)
十
二
月
廿
五
日

一七

O
(元
禄
十
年
)
十
二
月
廿
六
日

一
七
一
(
元
禄
十
年
)
十
二
月
廿
六
日

一
七
二
(
元
禄
十
年
)
十
二
月
十
六
日

一
七
三
(
元
禄
十
年
)
十
二
月
百
八
日

一
七
回
(
元
禄
十
年
)
十
二
月
廿
九
日

一
七
五
(
元
禄
土
年
)
一
月
十
一
日

一
七
六
(
一
克
禄
土
年
)
一
月
十
六
日

一
七
七
(
元
禄
十
一
年
)

一
七
八

一
七
九
(
元
禄
十
一
年
)

一
八
O
(元
禄
十
一
年
)

一
八
一
(
元
禄
十
一
年
)

一
八
二
小
川
禄
十
一
年
)

一
八
三
(
一
元
禄
十
一
年
)

一
八
四
(
元
夜
十
一
年
)

一
八
五
(
元
禄
十
一
年
)

一
八
六
〔
元
禄
十
一
年
〕

一
八
七

一L
L

一
八
九

一
九

O

(
記
事
)

一
月
汁
一
日

一
月
廿
一
口

一
月
廿
一
日

一
月
廿
三
日

一
月
廿
七
日

一
月
晦
口

一
月
廿
八
日

二
月

(
記
事
)

(
記
事
)

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

小
笠
原
長
童
書
状

小
笠
原
長
童
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

小
笠
原
長
童
書
状

島
沖
綱
貴
達
辛
口

島
津
綱
貴
達
骨
一
日

徳
川
綱
吉
御
内
書

阿
部
正
式
外
三
名
諜
…
速
署
状

万
江
長
邦
外
四
名
連
署
書
状

樵
葉
山
差
出

於
屯
繍
貴
誕
生

近
衛
基
照
害
状

戸
田
忠
昌
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
向
貞
連
署
害
状

近
藤
用
高
・
領
訪
頼
蔭
連
署
害
状

島
津
久
洪
外
六
名
調
連
著
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

大
久
保
忠
朝
書
状

幕
府
達
書

綱
貴
、
山
王
権
現
移
築
ヲ
監
ス

綱
貴
花
尼
権
現
-
一
頼
朝
遠
忌
ヲ
修
ス

花
見
山
祭
礼
神
文

花
尾
山
祭
礼
施
餓
鬼
祭
文
並
疏
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一
九
一

一
九
二

一
九
三
(
元
禄
十
一
年
)

一
九
四
(
元
禄
十
一
年
)

一
九
五
(
元
禄
十
一
年
)

一
九
六
(
元
禄
十
一
年
)

一
九
七
(
元
禄
十
一
年
)

一
九
八
(
元
禄
十
一
年
)

-
九
九
(
元
禄
土
年
)

二
O
O
(元
禄
十
一
年
)

二
O
一
(
元
禄
寸
一
年
)

二
O
二
(
元
禄
十
一
年
)

二
O
三
(
元
禄
十
一
年
)

二
O
四
(
元
禄
↓
一
年
)

二
O
五
(
元
禄
十
一
年
)

二
O
六
(
元
禄
十
一
年
)

二
O
七
(
元
禄
十
一
年
)

二
O
八
(
元
禄
十
一
年
)

二
O
九
(
元
禄
十
一
年
)

二一

O
(元
禄
十
一
年
)

一
一
一
一
(
元
禄
十
一
年
)

二
一
二
(
元
禄
十
一
年
)

二
一
三
(
元
禄
十
一
年
)

二
一
四
(
元
禄
工
年
)

二
一
五
(
元
禄
十
一
年
)

万
一
禄
十
一
年

二
月
十
九
日

(
記
事
)

二
月
廿
七
日

二
月
廿
八
日

二
月
晦
日

三
月
二
日

三
月
十
四
日

三
月
廿
五
日

三
月
十
四
日

三
月
十
四
日

三
月
十
八
日

三
月
十
八
日

三
月
廿
五
日

三
凡
け
五
日

三
月
廿
六
日

三
月
廿
六
日

三
月
廿
七
日

三
月
廿
九
日

三
月
廿
九
日

四
月
十
日

四
月
十
二
日

四
月
十
四
日

四
月
十
九
日

四
月
十
九
日

四
月
廿
二
日

党
慧
願
文

向
井
友
貞
琉
球
在
番
ト
ナ
ル

阿
部
正
式
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
氏
逮
著
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
鵠
削
…
連
署
状

島
津
綱
貴
害
状

阿
部
正
武
外
三
名
鵡
州
連
署
状

阿
部
正
武
書
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
迷
若
者
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
別
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

島
津
綱
賞
詰
寄

土
屋
政
肩
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

島
津
綱
貴
書
状

小
笠
原
長
室
害
状

阿
部
正
武
外
三
名
器
一
連
署
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
述
著
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
鵠
州
連
署
奉
書

二
一
六
(
一
五
禄
十
一
年
)

二
一
七
(
元
禄
十
一
年
)

二
一
八
(
元
禄
十
一
年
)

二
一
九
(
元
禄
十
一
年
)

二
二

O
(元
禄
十
一
年
)

二
二
一
(
元
禄
十
一
年
)

二
二
二
(
元
日
時
十
一
年
)

一
一
二
三

二
二
四
(
元
禄
十
一
年
)

二
二
五
(
一
川
技
工
年
)

二
二
六
(
元
な
ヤ
一
年
)

二
二
七
(
一
見
宏
十
一
年
)

二
二
八
(
元
総
一
一
年
)

二
二
九
(
元
禄
十
一
年
)

二
三

O
(元
禄
十
一
年
)

二
三
(
元
禄
寸
一
年
)

二
三
二
(
元
禄
十
一
年
)

(
マ
マ
〉

二
三
三
(
元
禄
士
一
年
)

二
三
四
(
元
禄
十
一
年
)

二
三
五
(
元
禄
十
一
年
〉

二
三
六
(
元
禄
十
一
年
)

二
三
七
(
元
禄
十
一
年
)

二
三
八
(
元
禄
↓
一
年
)

二
三
九
(
元
禄
十
一
年
)

四
月
廿
五
日

四
月
廿
七
日

四
月
廿
九
日

四
月
廿
九
日

五
月
三
日

五
月
四
日

五
月
四
日

(
記
事
)

六
月
十
一
日

六
月
十
一
日

六
月
十
三
日

六
月
十
四
日

斗
ハ
月
十
六
日

六
月
十
六
日

六
月
十
九
日

六
月
十
九
日

六
月
廿
一
日

六
月
官
一
日

六
月
竹
二
日

六
月
竹
二
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
三
日

六
月
竹
三
日

六
月
廿
七
日

土
屋
政
直
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
鵠
制
連
署
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
必
平
輝
貞
連
著
書
状

徳
川
綱
士
口
御
内
書

戸
田
忠
昌
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
点
連
署
害
状

島
津
惟
久
、
厳
有
院
廟
外
郭
修
造
助

役
ヲ
勤
ム

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
述
著
者
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

阿
部
正
武
害
状

阿
部
正
武
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

阿
部
正
武
者
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

阿
部
正
武
書
状

柳
以
保
明
・
松
平
輝
貞
速
著
書
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

阿
部
正
武
害
状

阿
部
正
武
外
二
名
縄
開
透
明
者
状

本
庄
宗
資
書
状

阿
部
正
武
書
状
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二
四
O
(元
禄
十
一
年
)

二
四
一

二
四
二
(
元
禄
十
一
年
)

二
四
三
(
元
禄
十
一
年
)

二
四
四
(
元
禄
十
一
年
)

二
四
五
(
元
禄
土
年
)

二
四
六
(
元
禄
十
一
年
)

二
四
七

ニ
四
八
(
元
禄
十
一
年
)

ニ
四
九
(
元
禄
十
一
年
)

二
五

O
(元
禄
十
一
年
)

二
五
一

二
五
二

二
五
三
(
元
禄
十
一
年
〉

二
五
回
(
一
元
禄
十
一
年
)

ニ
五
五
元
禄
十
一
年

二
五
六

二
五
七
(
元
禄
十
一
年
)

二
五
八
(
元
禄
十
一
年
)

二
五
九
(
一
元
禄
十
一
年
)

二
六

O
(元
禄
十
一
年
)

ニ
六
一
(
元
禄
+
一
年
)

ニ
六
二
(
元
禄
十
一
年
)

二
六
三
(
元
禄
十
一
年
)

二
六
四
(
元
禄
十
一
年
)

六
月
廿
八
日

(
記
事
)

七
月
十
一
日

七
月
十
四
日

七
月
十
四
日

七
月
十
八
日

七
月
廿
日

(
記
事
)

七
月
廿
一
日

八
月
朔
日

八
月
二
日

(
記
事
)

八
月
三
日

八
月
九
日

八
月
十
一
日

八
月
十
三
日

八
月
十
八
日

八
月
十
八
日

八
月
十
九
日

八
月
十
九
日

八
月
廿
二
日

八
月
廿
二
日

八
月
廿
三
日

八
月
廿
七
日

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

吉
葉
参
府
ス

本
田
正
永
書
状

土
屋
政
直
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

島
津
綱
員
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

東
叡
山
本
堂
落
成
ス

島
津
古
賀
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
鵠
制
連
署
状

阿
部
正
武
外
三
名
諜
…
連
署
状

島
津
家
家
臣
一
紙
書
出

綱
貴
以
下
東
叡
山
助
役
ノ
功
賞
サ
ル

阿
部
正
武
外
三
名
梯
制
連
署
状

島
津
綱
貴
内
意
書

東
桜
山
中
堂
建
立
棟
札

島
津
吉
貴
書
状

小
笠
原
長
重
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

小
笠
原
長
室
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

小
笠
原
長
室
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

小
笠
原
長
重
書
状

(
マ
マ
)

二
六
五
(
元
禄
士
一
年
)

二
六
六
〈
元
禄
十
一
年
)

二
六
七

二
六
八
元
禄
+
一
年

二
六
九
(
元
禄
十
一
年
)

二
七

O
(元
禄
十
一
年
)

二
七
一
(
元
禄
土
年
)

二
七
二
(
元
禄
十
一
年
)

二
七
三
(
元
禄
十
一
年
)

二
七
四
(
元
禄
十
一
年
)

二
七
五
(
元
禄
十
一
年
)

二
七
六
(
元
禄
十
一
年
)

二
七
七
(
元
禄
十
一
年
)

二
七
八
(
元
禄
十
一
年
)

二
七
九

二
八

O
(元
禄
十
一
年
)

二
八
一
(
元
禄
十
一
年
)

二
八
二

二
八
三
(
元
禄
十
一
年
)

二
八
四
(
元
禄
十
一
年
)

二
八
五
(
元
禄
十
一
年
)

二
八
六
(
元
禄
十
一
年
)

二
八
七
元
禄
十
一
年

二
八
八
(
元
禄
十
一
年
)

二
八
九
(
元
禄
工
年
)

八
月
廿
七
日

九
月
朔
日

(
記
事
)

八
月
什
九
日

九
月
七
日

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
四
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
コ
一
日

九
月
竹
七
日

(
記
事
)

十
月
六
日

十
月
朔
日

十
月
十
七
日

十
月
十
六
日

十
月
十
八
日

十
月
廿
一
日

十
月
廿
一
日

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

島
津
久
住
害
状

綱
貴
賜
暇

鉄
牛
附
法
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
士
口
貴
書
状

烏
津
士
口
貴
書
状

阿
部
正
武
外
一
ニ
名
詩
連
署
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
害
状

平
松
時
方
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
諮
…
連
署
状

綱
貴
帰
国
ス

島
津
久
洪
外
四
名
鵠
連
署
書
状

薩
藩
老
臣
申
波
書

川
村
少
左
衛
門
副
書

島
津
久
洪
外
五
名
鵡
連
署
達
書

島
津
久
洪
外
五
名
器
連
署
-
条
書

島
津
綱
貴
書
状

新
納
久
辰
覚
書
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二
九
O
(元
禄
十
一
年
)
十
一
月
廿
六
日

二
九
一
(
一
見
禄
十
一
年
)
十
一
月
二
日

二
九
二
(
元
禄
十
一
年
)
十
一
月
十
日

二
九
三
(
元
禄
十
一
年
)
十
一
月
十
一
日

二
九
四
(
元
禄
ヱ
年
)
十
一
月
十
五
日

二

九

五

(

記

事

)

二
九
六
(
元
禄
十
一
年
)
十
一
月
十
五
日

二
九
七
(
元
禄
土
年
)
十
一
月
十
五
日

二
九
八
(
元
禄
十
一
年
〉
十
一
月
十
五
日

二
九
九
(
元
禄
十
一
年
)
十
一
月
廿
一
日

三一

0
0
(一
五
禄
十
一
年
)
十
一
月
廿
二
日

三
O
一
(
元
禄
十
一
年
〉
十
一
月
廿
六
日

ご一

O
ニ
(
元
禄
十
一
年
)
十
一
月
廿
六
日

三
O
三
(
元
禄
十
一
年
)
十
一
月
廿
六
日

三一

O
四
(
元
禄
十
一
年
)
十
一
月
廿
六
日

三
O
五
(
元
禄
土
年
)
十
一
月
廿
七
日

三
O
六
(
元
禄
十
一
年
)
十
一
月
晦
日

三
O
七
(
元
禄
土
年
)
十
二
月
四
日

三
O
八
(
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
四
日

ゴ一

O
九
(
元
禄
工
年
〉
十
二
月
六
日

一三

O
(元
禄
十
一
年
)
十
二
月
六
日

三
一
一
(
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
九
日

一
三
二
(
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
十
二
日

三
一
三
(
元
禄
ヱ
年
)
十
二
月
十
八
日

=
二
四
(
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
十
八
日

島
津
綱
費
者
状

小
笠
原
長
重
害
状

土
屋
政
直
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

島
津
綱
貴
書
状

桂
久
祐
、
綱
貴
帰
国
ノ
礼
使
ヲ
勤
ム

島
津
綱
貴
害
状

島
伯
仲
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
金
日
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
世
一
回
状

島
津
綱
貴
覚
書

島
津
綱
賞
金
百
状

島
出
綱
貴
伺
書

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
世
一
回
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
口
上
書

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

柳
沢
保
明
書
状

近
藤
用
一
両
・
丹
羽
長
守
連
署
害
状

小
笠
原
長
室
害
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

三
一
五
(
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
十
九
日

一
一
二
六
(
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
廿
二
日

三
一
七
(
一
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
廿
三
日

一

一

一

一

八

(

記

事

)

一
一
二
九
(
元
禄
土
年
)
十
二
月
什
五
日

三
二

O
(元
禄
十
一
年
)
十
二
月

コ
コ
二
(
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
け
七
日

三
二
二
(
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
廿
八
日

三
二
三
(
元
禄
二
年
)
十
二
月
廿
九
日

三
二
四
(
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
時
日

三
二
五
(
元
禄
十
一
年
)
十
二
月
時
日

三

二

六

(

記

事

)

三

二

七

(

記

事

)

三

二

八

一

月

十

一

日

三
二
九

三
三

O
(元
禄
士
一
年
)

一
二
三
一
(
元
禄
主
年
)

三
三
二
(
元
禄
主
年
)

三
三
三
(
元
禄
士
一
年
)

三
三
四
(
元
禄
ざ
一
年
)

三
三
五
(
元
禄
十
ニ
年
)

三
三
六
(
元
禄
享
年
)

三
三
七
(
元
禄
士
一
年
)

一
月
二
日

一
月
一
一
日

一
月
一
一
日

一
月
三
日

一
月
六
日

一
月
六
日

一
月
十
一
日

一
月
十
二
日

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
点
述
著
書
状

小
笠
原
長
童
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

向
島
ヲ
桜
島
ト
改
称
ス

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
達
著
書

状伊
東
氏
知
行
所
書
出

酒
井
忠
波
書
状

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
誠
一
州
連
著
書

状酒
井
忠
菊
害
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

小
笠
原
長
重
害
状

池
田
菜
、
吉
野
関
狩
ヲ
初
メ
テ
勤
ム

吉
野
関
狩
記
事

琉
球
国
司
尚
益
書
状

相
良
氏
家
臣
某
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
一
害
状

阿
部
正
武
外
三
名
縄
開
通
署
状

島
津
綱
貴
口
上
覚
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三
三
八
(
元
禄
士
一
年
)
一
月
十
四
日

三
三
九
(
一
九
禄
士
一
年
)
一
月
十
四
日

三
四

O
(元
禄
士
一
年
)
一
月
十
四
日

三
四
一
(
元
禄
士
一
年
)
一
月
十
八
日

三
四
二
(
一
五
禄
主
年
)
一
月
廿
二
日

ご
一
四
三
(
元
禄
士
一
年
)
一
月
廿
三
日

三
四
四
(
元
禄
よ
年
)
一
月
廿
三
日

ゴ
一
四
五
(
元
禄
士
一
年
)
一
月
廿
三
日

三
四
六
(
元
禄
士
一
年
)
一
月
廿
五
日

三
四
七
(
元
禄
士
一
年
)
一
月
廿
五
日

三
四
八
(
元
禄
主
年
)
一
月
け
八
日

三
四
九
(
元
禄
士
一
年
)
一
月
け
七
日

三
五

O
(元
禄
工
一
年
)
一
月
廿
七
日

三
五
一
(
元
禄
士
一
年
)
，
二
月
二
日

三
五
二
(
元
禄
士
一
年
)
二
月
二
日

三
五
三
(
元
禄
主
年
)
二
月
二
日

ご
一
五
四
(
元
禄
士
一
年
)
二
月
九
日

三
五
五
(
元
禄
主
年
)
二
月
九
日

三
一
五
六
(
元
禄
士
一
年
)
二
月
九
日

三
一
五
七
(
一
克
禄
五
年
)

三
五
八
(
元
禄
士
一
年
)

三
五
九
元
禄
士
一
年

三
六
O
(元
禄
士
一
年
)

}
二
六
一
(
元
禄
主
年
)

二
月
十
日

二
月
十
四
日

二
月
廿
一
日

二
月
け
二
日

二
月
廿
二
日

徳
川
土
口
字
書
状

島
津
吉
貴
書
状

徳
川
綱
条
害
状

阿
部
正
武
外
三
名
時
相
違
署
状

島
津
綱
貴
書
状

近
借
家
照
害
状

平
松
時
方
世
一
回
状

平
松
時
方
書
状

島
津
制
民
主
日
状

島
津
制
賞
者
状

近
衛
基
般
書
状

平
必
時
方
書
状

石
井
行
虫
害
状

島
町
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
著
書

状島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
公
帖

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

三
六
二
(
元
禄
士
一
年
)

三
六
三
(
一
元
禄
主
年
)

三
六
回
(
元
禄
士
一
年
)

三
六
五
(
元
日
出
十
一
一
年
)

三
六
六
(
一
元
禄
士
一
年
)

三
六
七
(
一
五
禄
主
年
)

三
六
八
(
一
九
禄
三
年
)

三
六
九
(
一
元
禄
士
一
年
)

三
七

O
(元
禄
士
一
年
)

三
七
一
(
一
万
一
な
士
一
年
)

三
七
二
(
元
禄
士
一
年
)

三
七
三
(
元
一
株
主
年
)

三
七
四
(
一
万
一
徐
主
年
)

三
七
五
(
元
禄
士
一
年
)

三
七
六
(
元
禄
士
一
年
l

)

三
七
七
(
元
禄
主
年
)

一
二
七
八

三
七
九
(
元
禄
士
一
年
)

三
八
O
(元
禄
十
一
一
年
)

三
八
一
〔
一
五
禄
主
年
〕

三
八
二
(
元
禄
士
一
年
)

三
八
三
(
元
禄
+
一
一
年
)

三
八
四

三
八
五
(
元
禄
士
一
年
)

月 )j 月月
汁 11-汁 tt
七七七五
日日日日

二
月
叶
九
日

二
月
汁
九
日

三
月
五
日

三
月
五
日

三
月
六
日

三
月
六
日

三
月
十
四
日

三
月
十
八
日

三
月
十
九
日

三
月
十
九
日

三
月
廿
一
日

三
月
廿
一
口

(
記
事
)

三
月
廿
一
日

三
月
汁
二
日

三
月
廿
六
日

三
月
廿
七
日

三
月
廿
七
日

(
記
事
)

三
月
晦
日

島
津
綱
貴
害
状

近
衛
家
限
輩
出
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
吾
首

状近
藤
用
一
角
・
丹
羽
長
守
述
著
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
諒
一
連
署
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
口
上
党

島
津
綱
貴
口
上
党

島
津
綱
貴
害
状

阿
部
正
武
外
三
名
諸
連
署
状

阿
部
正
式
外
三
名
諜
…
連
署
奉
書

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
願
書

島
津
綱
貴
書
状

綱
貴
ノ
宝
算
ヲ
賀
ス

島
津
吉
貴
害
状

島
津
惟
久
宝
目
状

島
津
綱
貴
口
上
党

島
沖
綱
貴
請
書

島
津
綱
貴
請
書

島
津
久
雄
鹿
屋
地
頭
-
一
補
サ
ル

土
屋
政
直
書
状
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八
六
(
元
禄
主
年
)

八
七
(
元
禄
主
年
)

t

、τ
、
，J
，ノ

三
八
九

三
九
O
(元
禄
十
一
一
年
)

三
九
一
(
元
禄
主
年
)

三
九
二
(
元
禄
士
一
年
)

三
九
三
(
元
禄
主
年
)

三
九
四
(
元
禄
主
年
)

三
九
五
(
元
禄
士
一
年
)

三
九
六
(
元
禄
士
一
年
)

三
九
七
(
元
禄
主
年
)

三
九
八

三
九
九
(
元
禄
士
一
年
)

四
O
O
(元
禄
士
一
年
)

四
O
一
(
元
禄
主
年
〉

四
O
ニ
(
元
禄
主
年
)

四
O
三
(
元
禄
士
一
年
)

四
O
四
(
元
禄
主
年
)

四
O
五
(
元
禄
十
一
一
年
〉

四
O
六
(
元
禄
主
年
)

月
四四
月月

(
記
事
)

四
月
十
三
日

四
月
十
三
日

四
月
十
三
日

四
月
十
三
日

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

四
月
十
五
日

(
記
事
)

四
月
廿
二
日

四
月
廿
六
日

四
月
廿
六
日

四
月
廿
六
日

四
月
廿
九
日

四
月
廿
九
日

五五
月月

晦
日

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
害

状小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
書

状綱
貴
来
年
三
月
参
勤
ノ
命
ヲ
受
ク

島
津
綱
貴
請
書

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
害

状阿
部
正
武
外
三
名
諜
…
逮
問
者
状

島
津
惟
久
書
状

島
津
倦
久
佐
土
原
城
主
ト
ナ
ル

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

小
笠
原
長
重
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
胤
用
連
署
書

状徳
川
綱
吉
御
内
書

秋
元
喬
朝
書
状

二
日

二
日

四三
日 日

四
O
七
(
元
禄
主
年
)

四
O
八

四
O
九
(
元
禄
士
一
年
)

四一

O
(元
禄
享
年
)

四
一
一
(
元
禄
士
一
年
)

四
一
二
(
元
禄
士
一
年
)

四
一
一
ニ
(
元
禄
主
年
)

四
一
四
(
元
禄
主
年
)

四
一
五
(
元
禄
士
一
年
)

四
二
ハ
(
元
禄
主
年
)

四
一
七

四
一
八
(
元
禄
士
一
年
)

四
一
九

四
二

O
(元
禄
士
一
年
)

四
二
一
(
元
禄
士
一
年
)

四
二
二
(
元
禄
主
年
〉

四
二
三
〔
元
禄
士
一
年
〕

四
二
四
(
元
禄
主
年
〉

四
二
五
(
元
禄
主
年
)

四
二
六
(
元
禄
主
年
)

四
二
七

四
二
八
(
元
禄
主
年
)

四
ニ
九
(
元
禄
主
年
)

四
三

O
(元
禄
主
年
)

五五五
月 月 月

五
月
六
日

五
月
六
日

五
月
六
日

五
月
六
日

五
月
六
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
三
日

五
月
十
三
日

五
月
十
三
日

五
月
十
三
日

五
月
十
三
日

五
月
十
三
日

五
月
十
四
日

五
月
十
六
日

五
月
十
八
日

五
月
十
八
日

(
記
事
)

五
月
廿
五
日

五
月
廿
六
日

五
月
廿
六
日

六六四
日日日

保
田
宗
仁
書
状

戸
田
忠
自
国
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
書

状島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

某
書
状
案
紙

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
書
状

島
津
久
年
絵
図
方
御
用
覚
書

島
津
綱
貴
害
状

綱
貴
領
国
ノ
絵
図
ヲ
調
進
ス

島
津
吉
貴
書
状

戸
田
忠
昌
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
速
著
書
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四
三
一
(
元
禄
主
年
)

四
三
二
(
元
禄
主
年
)

四
三
三
(
一
元
禄
主
年
)

四
三
四
(
元
禄
主
年
)

四
三
五
(
元
禄
十
一
一
年
)

四
三
六
(
元
禄
士
一
年
)

四
三
七
(
元
禄
主
年
)

四
三
八
(
元
禄
士
一
年
)

四
三
九
(
元
禄
主
年
)

四
四
O
(元
禄
十
-
手
)

四
四
一
(
元
禄
士
一
年
)

四
回
二
(
元
禄
主
年
)

四
四
三
(
元
禄
主
一
年
)

四
四
四
(
一
元
禄
士
一
年
)

四
四
五
(
元
禄
士
一
年
)

四
四
六
(
一
元
禄
十
一
年
)

四
四
七
(
元
禄
主
年
)

四
四
八
(
元
禄
士
一
年
)

四
四
九
(
元
禄
主
年
)

四
五

O
(元
禄
士
一
年
)

四
五
一
(
元
禄
三
年
)

五
月
廿
六
日

五
月
廿
六
日

五
月
廿
六
日

六
月
二
日

六
月
二
日

六
月
二
日

六
月
二
日

六
月
二
日

六
月
三
日

六
月
三
日

六
月
三
日

六
月
六
日

六
月
十
二
日

六
月
十
三
日

六
月
十
三
日

六
月
十
三
日

六
月
十
四
日

六
月
十
五
日

六
月
十
五
日

六
月
十
八
日

六
月
十
八
日

状島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
書

状島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

酒
井
忠
困
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
惟
久
書
状

島
津
綱
貴
書
状

浅
野
綱
長
書
状

進
藤
長
之
書
状

阿
部
正
武
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
書

状島
津
惟
久
書
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
達
暑
害

状小
笠
原
長
重
害
状

平
松
時
方
害
状

四
五
二
(
元
禄
享
年
)

四
五
三
(
元
禄
主
年
)

四
五
四
(
元
禄
士
一
年
)

四
五
五
(
元
禄
主
年
)

四
五
六
(
元
禄
主
年
)

四
五
七

四
五
八
(
元
禄
十
一
一
年
)

四
五
九
(
元
禄
享
年
)

四
六
O
(元
禄
士
一
年
)

四
六
一
(
元
禄
士
一
年
)

四
六
二
(
元
禄
主
年
)

四
六
三
(
元
禄
士
一
年
)

四
六
四
(
元
禄
主
年
)

四
六
五
(
元
禄
士
一
年
)

四
六
六
(
元
禄
主
年
)

四
六
七
(
元
禄
十
一
一
年
)

四
六
八
(
元
禄
主
年
)

四
六
九
(
元
禄
士
一
年
)

四
七

O
(元
禄
士
一
年
)

四
七
一
(
元
禄
主
年
)

四
七
二
(
元
禄
主
年
)

六
月
十
九
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
三
日

六
月
廿
三
日

六
月
廿
三
日

六
月
廿
三
日

六
月
廿
四
日

六
月
廿
六
日

六
月
廿
六
日

六
月
廿
六
日

六
月
廿
六
日

六
月
廿
七
日

六
月
廿
七
日

六
月
廿
七
日

六
月
廿
九
日

六
月
廿
九
日

七 七
月月

七
月

七
月

日日

庄
田
安
利
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
良
川
用
連
署
害

状島
津
惟
久
害
状

島
津
惟
久
口
上
覚

町
田
久
置
外
二
名
連
署
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
忠
英
書
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
書

状島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

万
里
小
路
承
信
書
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
書

状土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
一
刷
用
害
者
害

状土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
書
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四
七
三
(
元
禄
士
一
年
)

四
七
回
(
元
禄
主
年
)

四
七
五
(
元
禄
主
年
)

四
七
六
(
元
禄
士
一
年
)

四
七
七
(
元
禄
主
年
)

四
七
八

四
七
九
(
元
禄
士
一
年
)

四
八
O

四
八
一
(
元
禄
士
一
年
)

四
八
二
(
元
禄
三
年
)

四
八
三
(
元
禄
士
一
年
)

四
八
四
(
元
禄
士
一
年
)

四
八
五
(
元
禄
吉
一
年
)

四
八
六
(
元
禄
主
年
)

四
八
七
(
元
禄
士
一
年
)

四
八
八
(
元
禄
士
一
年
)

四
八
九
(
元
禄
士
一
年
)

四
九

O
(元
禄
士
一
年
)

四
九
一
(
元
禄
享
年
)

四
九
二
(
元
禄
十
一
一
年
)

四
九
三
(
元
禄
十
一
一
年
)

四
九
四
(
元
禄
士
一
年
)

四
九
五
(
元
禄
士
一
年
)

四
九
六
(
元
禄
士
一
年
)

七
月
六
日

七
月
六
日

七
月
六
日

七
月
六
日

七
月
六
日

七
月
九
日

七
月
十
日

七
月
十
日

七
月
十
二
日

七
月
十
日

七
月
十
八
日

七
月
十
八
日

七
月
十
八
日

七
月
十
八
日

七
月
十
八
日

七
月
廿
五
日

七
月
廿
五
日

七
月
廿
五
日

七
月
廿
六
日

七
月
廿
七
日

七
月
廿
七
日

七
月
廿
八
日

七
月
廿
八
日

七
月
廿
八
日

状島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
惟
久
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
吉
賞
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
吉
食
害
状

平
松
時
量
書
状

平
松
時
方
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
惟
久
書
状

島
津
綱
貴
一
害
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

松
平
忠
周
書
状

島
津
綱
貴
書
状

永
見
重
直
書
状

四
九
七
(
元
禄
主
年
〉

四
九
八
(
元
禄
十
ニ
年
)

四
九
九
(
元
禄
十
一
一
年
)

五
O
O
(元
禄
主
年
)

五
O
一
(
元
禄
士
一
年
)

五
O
二
(
一
五
禄
主
年
)

五
O
三
(
元
禄
主
年
)

五
O
四
(
元
禄
十
一
一
年
)

五
O
五
(
元
禄
士
一
年
)

五
O
六
(
元
禄
士
一
年
)

五
O
七
(
元
禄
三
年
)

五
O
八
(
元
禄
三
年
)

五
O
九
(
元
禄
士
一
年
)

五一

O
(元
禄
士
一
年
)

五
一
一
(
元
禄
主
年
)

五
一
二
(
元
禄
士
一
年
)

五
一
三
(
元
禄
士
一
年
)

五
一
四
(
元
禄
士
一
年
)

五
一
五
(
元
禄
士
一
年
)

五
二
ハ
(
元
禄
三
年
)

五
一
七
(
元
禄
主
年
)

五
一
八
(
元
禄
士
一
年
)

五
一
九
(
元
禄
主
年
)

七
月
廿
八
日

八
月
朔
日

八
月
三
日

八
月
三
日

八
月
四
日

/¥ /¥ /¥ /¥ /¥ /¥ /¥ /¥ 
月月月月月月月月

八
月
十
日

八
月
十
三
日

八
月
十
四
日

八
月
十
四
日

八
月
十
五
日

八
月
十
六
日

八
月
十
六
日

八
月
十
六
日

八
月
十
八
日

八
月
十
八
日

九九八五五五五五
日日日日日日 日日

小
浜
広
隆
書
状

島
津
綱
貴
書
状

鳥
居
忠
救
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
器
開
一
連
署
状

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
離
間
違
署
書

状島
津
綱
貴
内
意
書

島
津
久
洪
外
三
名
一
明
書
者
達
書

島
津
久
洪
外
四
名
均
一
連
署
達
室
田

島
津
久
洪
書
状

島
津
久
洪
書
状

戸
田
忠
利
害
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
刷
用
連
署
書

状徳
川
吉
字
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

徳
川
綱
条
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

願
王
院
智
周
害
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
忠
英
請
書
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五
ニ

O
(元
禄
士
一
年
)

五
二
一
(
元
禄
吉
一
年
)

五
二
二
(
元
禄
士
一
年
)

五
二
三
〈
元
禄
士
一
年
)

五
二
回
全
ん
禄
主
年
〉

五
二
五
元
禄
士
一
年

五
二
六
(
元
禄
主
年
)

五
二
七
〈
元
禄
三
年
)

五
二
八
〈
元
禄
+
-
平
)

五
二
九
(
元
禄
主
年
)

五
三

O

五
三
一
(
元
禄
士
一
年
)

五
三
二
(
元
禄
主
年
)

五
三
一
ニ

五
三
四
(
元
禄
十
一
一
年
)

五
三
五
(
元
禄
士
一
年
)

五
三
六
(
元
禄
享
年
)

五
三
七
(
元
禄
主
年
)

五
三
八

五
三
九
(
一
見
禄
主
年
)

五
四
O
(元
禄
主
年
)

五
四
一
(
元
禄
十
一
星
・
・
)

五
回
二
(
元
禄
士
一
年
)

五
四
三
(
元
禄
主
年
)

五
四
四
〈
元
禄
主
年
)

八
月
十
八
日

八
月
十
八
日

八
月
十
八
日

八
月
十
ハ
日

八
月
十
八
日

八
月
十
八
日

八
月
廿
一
日

八
月
廿
一
日

八
月
廿
二
日

八
月
廿
二
日

(
記
事
)

八
月
廿
三
日

八
月
廿
四
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
七
日

八
月
廿
七
日

八
月
廿
八
日

九
月
二
日

九
月
二
日

九
月
三
日

九
月
三
日

九
月
三
日

九
月
四
日

島
津
惟
久
書
状

島
津
惟
久
請
書

島
津
惟
久
害
状

喜
久
運
外
四
名
粕
官
蓄
積
書

島
津
惟
久
害
状

字
宿
久
運
外
四
名
笠
原
連
署
証
文

島
津
綱
貴
書
状

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
連
署
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
請
書

満
姑
貴
誕
生

島
津
綱
貴
書
状

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
連
署
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
書
状

島
津
惟
久
害
状

戸
回
忠
昌
害
状

島
津
綱
貴
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
連
署
害
状

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
連
署
書
状

近
藤
舟
高
・
丹
羽
長
守
連
著
書
状

五
四
五
(
元
禄
享
年
)

五
四
六
〈
元
禄
主
年
)

五
四
七
〈
元
禄
主
年
)

五
四
八
(
元
禄
十
一
一
年
〉

五
四
九
(
元
禄
主
年
〉

五
五

O
(元
禄
主
年
)

五
五
一
(
元
禄
古
一
年
)

五
五
二

九
月
四
日

九
月
六
日

九
月
六
日

九
月
七
日

九
月
九
日

九
月
十
日

九
月
十
日

(
記
事
)

五
五
三
(
元
禄
主
年
)
九
月
十
日

五
五
回
(
元
禄
主
年
)
九
月
十
日

五
五
五
(
元
禄
主
年
)
九
月
十
日

五
五
六
(
元
禄
主
年
〉
九
月
十
日

五
五
七
(
元
禄
士
一
年
)
九
月
十
日

五
五
八
(
元
禄
主
年
)
九
月
十
日

五
五
九
(
元
禄
主
年
)
九
月
十
三
日

五
六
O
(元
禄
主
年
)
九
月
十
八
日

五
六
一
(
元
禄
十
一
一
年
)
九
月
廿
一
日

五
六
ニ
〈
元
禄
十
一
年
)
九
月
廿
二
日

五
六
三
(
元
禄
十
一
一
年
)
九
月
廿
二
日

五
六
回
(
元
禄
主
年
)
九
月
廿
五
日

五
六
五
(
元
禄
十
一
一
年
〉
九
月
廿
六
日

五

六

六

九

月

廿

七

日

五
六
七
(
元
禄
主
年
)
九
月
廿
九
日

五
六
八
(
元
禄
吉
一
年
)
問
九
月
朔
日

柳
沢
保
明
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

徳
川
綱
吉
御
内
寄

島
津
綱
貴
請
書

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
書
状

綱
貴
参
勤
ヲ
免
セ
ラ
レ
、
吉
貴
江
戸

ニ
滞
留
ス

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
吉
賞
害
状

島
津
士
ロ
貴
寄
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
惟
久
請
書

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

土
屋
政
直
害
状

稲
垣
重
富
害
状

徳
川
吉
通
書
状
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五
六
九
(
元
禄
主
年
)
後
九
月
二
日

五
七

O
(元
禄
主
年
)
閏
九
月
三
日

五
七
一
(
元
禄
主
年
)
閏
九
月
三
日

五
七
二
(
元
禄
主
年
)
閏
九
月
四
日

五
七
三
〈
元
禄
士
一
年
〉
閏
九
月
六
日

五
七
回
(
元
禄
士
一
年
〉
閏
九
月
七
日

五
七
五
(
元
禄
士
一
年
)
閏
九
月
八
日

五
七
六
(
元
禄
士
一
年
)
関
九
月
十
日

五
七
七
(
元
禄
吉
一
年
)
閏
九
月
十
一
日

五
七
八
(
元
禄
主
年
)
問
九
月
十
一
日

五
七
九
(
元
禄
主
年
〉
閏
九
月
十
一
日

五
八

O
(元
禄
士
一
年
)
閏
九
月
十
一
日

五
八
一
(
元
禄
主
年
)
閏
九
月
十
二
日

五
八
二
(
元
禄
士
一
年
)
閏
九
月
十
二
日

五
八
三
(
元
禄
主
年
)
閏
九
月
十
三
日

五
八
四
(
元
禄
主
年
)
閏
九
月
十
四
日

五
八
五
(
元
禄
士
一
年
)
間
九
月
十
四
日

五
八
六
(
元
禄
士
一
年
〉
閏
九
月
十
五
日

五
八
七
(
元
禄
士
一
年
〉
間
九
月
十
六
日

五
八
八
(
元
禄
士
一
年
)
閏
九
月
十
七
日

五
八
九
(
元
禄
主
年
)
閏
九
月
十
八
日

五
九

O
(元
禄
吉
一
年
)
間
九
月
廿
三
日

五
九
一
(
元
禄
主
年
〉
後
九
月
廿
三
日

五
九
二
(
元
禄
士
一
年
)
間
九
月
廿
五
日

五
九
三
元
禄
主
年
閏
九
月
廿
五
日

大
西
深
竜
書
状

鳥
居
忠
救
書
状

細
井
勝
郷
書
状

稲
垣
重
富
書
状

島
津
綱
貴
請
書

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
連
署
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
書
状

近
藤
周
一
角
・
丹
羽
長
守
連
著
書
状

島
津
惟
久
書
状

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
連
署
書
状

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
連
署
害
状

島
津
惟
久
書
状

島
津
綱
貴
書
状

大
村
純
長
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

徳
川
吉
通
書
状

向
井
正
輿
書
状

鳥
津
綱
貴
書
状

新
納
久
珍
達
書

五
九
四
(
元
禄
主
年
)
間
九
月
廿
六
日

五
九
五
(
元
禄
士
一
年
)
閏
九
月
廿
七
日

五
九
六
(
元
禄
士
一
年
)
閏
九
月
廿
七
日

五
九
七
(
元
禄
士
一
年
)
閏
九
月
廿
七
日

五
九
八
(
元
禄
士
一
年
)
閏
九
月
廿
七
日

五
九
九
(
元
禄
主
年
)
閏
九
月
廿
八
日

六
O
O
(元
禄
主
年
)
閏
九
月
廿
八
日

六
O
一
(
元
禄
主
年
)
十
月
朔
日

六
O
二
(
元
禄
士
一
年
)
十
月
四
日

六
O
三
(
元
禄
主
年
)
十
月
四
日

六
O
四
(
元
禄
士
一
年
)
十
月
五
日

六
O
五
(
元
禄
主
年
)
十
月
五
日

六
O
六
(
元
禄
士
一
年
)
十
月
六
日

六
O
七
(
元
禄
主
一
年
)
十
月
六
日

六
O
八
(
元
禄
士
一
年
)
十
月
六
日

六
O
九
(
元
禄
士
一
年
)
十
月
六
日

六一

O
(元
禄
吉
一
年
)
十
月
六
日

六
一
一
(
元
禄
主
年
)
十
月
十
日

六

一

二

十

月

十

日

六

二

二

(

記

事

)

六

一

四

(

記

事

)

六
一
五
元
禄
士
一
年
十
月
十
五
日

六
二
ハ
(
元
禄
主
年
)
十
月
十
六
日

六
一
七
(
元
禄
主
年
)
十
月
十
七
日

六
一
八
(
元
禄
士
一
年
)
十
月
十
八
日

島
津
綱
貴
害
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
連
署
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
吉
貴
書
状

近
藤
用
一
両
・
丹
羽
長
守
連
署
室
田
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
鍋
保
丸
系
譜
抄

林
悶
采
女
、
葵
草
ヲ
島
津
氏
-
一
贈
ル

林
田
采
女
糊
均
一
口
状

丹
羽
長
守
書
状

小
笠
原
長
重
害
状

島
津
綱
貴
口
上
覚
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六
一
九
(
元
禄
主
年
)
十
月
十
八
日

六
二

O
(元
禄
士
一
年
)
十
月
十
九
日

占
。
二
(
元
禄
主
年
)
十
月
十
九
日

六
二
二
(
元
禄
十
一
年
)
十
月
廿
七
日

六
二
三
(
元
禄
主
年
)
十
月
廿
三
日

六
二
四
(
元
禄
主
年
)
十
月
晦
日

六
二
五
(
元
禄
十
一
手
)
十
月
晦
日

六
二
六
(
元
禄
十
一
一
年
)
十
一
月
三
日

六
二
七
(
元
禄
古
一
年
)
十
一
月
四
日

六
二
八
(
元
禄
主
年
)
十
一
月
十
日

六
二
九
(
元
禄
主
年
)
十
一
月
十
日

六
三

O
(元
禄
主
年
)
十
一
月
十
一
日

六
三
一
(
元
禄
主
年
)
十
一
月
十
二
日

六
三
ニ
(
元
禄
士
一
年
)
十
一
月
十
八
日

六
三
三
(
元
禄
士
一
年
)
十
一
月
廿
二
日

六
三
四
(
元
禄
士
一
年
)
十
一
月
廿
五
日

六
三
五
(
元
禄
士
一
年
)
十
一
月
廿
五
日

六
三
六
(
元
禄
士
一
年
)
十
一
月
廿
六
日

六
三
七
(
元
禄
士
一
年
)
十
二
月
六
日

六
三
八
(
元
禄
士
一
年
)
十
二
月
六
日

六
三
九
(
元
禄
士
一
年
)
十
二
月
七
日

六
回
O
(元
禄
士
一
年
)
十
二
月
十
一
日

六
四
一
(
元
禄
士
一
年
)
十
二
月
十
一
日

六
回
二
(
元
禄
士
一
年
)
十
二
月
十
二
日

六
四
三
(
元
禄
士
一
年
)
十
二
月
十
三
日

島
津
綱
貴
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

阿
部
正
武
外
二
名
器
開
連
署
状

島
津
綱
貴
書
状

林
忠
和
害
状

柳
沢
保
明
書
状

土
屋
政
直
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
絵
平
輝
貞
連
署
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

松
平
定
九
百
込
書
状

島
津
吉
貴
害
状

島
津
吉
貴
害
状

新
納
久
珍
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

阿
部
正
武
害
状

近
藤
用
高
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
速
署
書
状

阿
部
正
武
害
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

秋
元
喬
朝
害
状

六
四
四
(
元
禄
ナ
ニ
年
)
十
二
月
十
三
日

六
四
五
(
元
禄
士
一
年
)
十
二
月
十
六
日

六
四
六
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
廿
二
日

六
四
七
(
元
禄
士
一
年
)
十
二
月
廿
五
日

六
四
八
(
元
禄
士
一
年
)
十
二
月
廿
五
日

六

四

九

(

記

事

)

六
五

O
(元
禄
士
一
年
)
十
二
月
廿
九
日

六

五

一

(

記

事

)

六
五
二
(
元
禄
主
一
年
)
一
月
二
日

六
五
三
(
元
禄
主
一
年
〉
一
月
二
日

六
五
四
(
元
禄
士
一
一
年
)
一
月
二
日

六

五

五

(

記

事

)

六
五
六
(
元
禄
主
一
年
)
一
月
十
日

六
五
七
(
元
禄
主
一
年
)
一
月
十
一
日

六

五

八

(

記

事

)

(
マ
マ
)

六
五
九
(
元
禄
享
年
)
一
月
十
一
日

六
六
O
(元
禄
主
一
年
)
一
月
十
一
日

六
六
一
(
元
禄
主
一
年
)
一
月
十
三
日

六
六
二
(
元
禄
十
三
年
)
一
月
中
旬

六

六

三

(

記

事

)

六

六

四

(

記

事

)

六
六
五
(
元
禄
主
一
年
)
一
月
十
三
日

六
六
六
(
元
禄
エ
一
年
)
一
月
十
四
日

六
六
七
(
元
禄
主
一
年
)
一
月
廿
八
日

六
六
八
(
元
禄
吉
一
年
)
一
月
廿
八
日

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

北
郷
久
嘉
、
徳
鶴
姉
久
ヲ
妥
ル

徳
川
綱
吉
御
内
書

北
郷
久
度
、
綱
貴
ヲ
久
嘉
第
-
一
招
ク

島
津
吉
賞
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
久
明
横
目
頭
ト
ナ
ル

島
津
綱
貴
金
田
状

阿
部
正
武
外
三
名
詩
…
連
署
状

島
津
久
房
系
譜
抄

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
照
害
状

綱
貴
参
勤
ノ
途
ニ
就
ク

北
郷
久
竜
、
綱
貴
ノ
参
勤
ニ
従
フ

島
津
綱
貴
害
状

島
津
吉
貴
書
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
家
久
害
状
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六
六
九
(
元
禄
主
一
年
)

六
七

O

六
七
一

六
七
二

六
七
三

六
七
四

六
七
五

六
七
六

六
七
七

六
七
八
(
元
禄
十
吉
一
年
)

六
七
九

六
八

O

六
八
一

六
八
二
(
元
禄
十
古
一
年
〉

六
八
三
(
元
禄
十
三
年
〉

六
八
四
(
元
禄
十
E

一
年
)

六
八
五
〈
元
禄
十
世
一
年
)

六
八
六
(
元
禄
十
=
一
年
)

六
八
七

六
八
八
(
元
禄
主
一
年
)

六
八
九
(
元
禄
十
三
年
〉

六
九

O
〈
元
禄
主
一
年
〉

六
九
一
(
元
禄
主
一
年
)

六
九
二
(
元
禄
十
=
一
年
〉

文
治
三
年

応
永
三
年

宝
徳
二
年

文
明
十
一
年

一
月
廿
九
日

(
記
事
)

五
月
三
日

八
月
廿
八
日

四
月
廿
日

十
二
月
廿
七
日

月
(
記
事
)

二
月
六
日

二
月
八
日

二
月
九
日

二
月
九
日

二
月
十
日

(
記
事
)

二
月
十
日

二
月
廿
五
日

二
月
廿
七
日

二
月
廿
八
日

二
月
廿
九
日

近
衛
家
照
書
状

綱
貴
三
州
守
護
職
来
由
ヲ
幕
府
ニ
呈

ス島
津
家
由
緒
書

島
津
綱
貴
覚
書

源
頼
朝
袖
判
下
文
写

足
利
義
持
御
判
御
教
書
写

管
領
畠
山
持
国
施
行
状
写

室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
写

松
平
薩
摩
守
先
祖
由
緒
書
上

赤
松
則
茂
口
上
覚

某
懇
町
民
覚
書

正
保
国
絵
図
調
方
覚

綱
貴
日
向
国
絵
図
調
進
ヲ
命
セ
ラ
ル

赤
松
則
茂
口
上
覚

島
津
中
経
願
書

小
笠
原
長
住
書
状

島
津
忠
雄
口
上
覚

島
津
忠
雄
書
状

蒲
生
清
賢
等
琉
球
在
番
ト
ナ
ル

秋
元
喬
朝
害
状

島
津
綱
貴
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

阿
部
正
武
外
三
名
議
…
連
署
状

六
九
三

六
九
四
(
元
禄
享
年
)

六
九
五
(
元
禄
享
年
)

六
九
六
(
元
禄
主
一
年
)

六
九
七
(
元
禄
主
一
年
)

六
九
八
(
元
禄
十
三
年
)

六
九
九
(
元
禄
十
戸
一
年
)

七
O
O
(元
禄
去
年
)

七
O
一
(
元
禄
主
一
年
)

七
O
二
(
元
禄
主
一
年
)

七
O
三

七
O
四
(
元
禄
主
一
年
)

七
O
五
(
元
禄
享
年
)

七
O
六
(
元
禄
主
一
年
)

七
O
七
(
元
禄
主
一
年
)

七
O
八
(
元
禄
主
年
)

七
O
九
(
元
禄
主
一
年
)

七
一

O
(元
禄
十
戸
一
年
〉

七
一
一
(
元
禄
喜
一
年
)

七
一
二
(
元
禄
主
一
年
)

七
二
ニ
(
元
禄
主
一
年
)

七
一
四

七
一
五
(
元
禄
主
一
年
)

七
二
ハ
(
元
禄
十
吉
一
年
)

(
記
事
)

三
月
二
日

三
月
二
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
四
日

三
月
四
日

三
月
五
日

(
記
事
)

三
月
七
日

三
月
七
日

三
月
九
百

三
月
十
三
日

三
月
十
四
日

三
月
十
四
日

三
月
十
四
日

三
月
十
四
日

三
月
十
四
日

(
記
事
)

三
月
廿
六
日

三
月
廿
六
日

北
郷
忠
置
家
督

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

平
松
時
方
書
状

平
松
時
春
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
忠
雄
、
島
津
家
/
由
緒
ヲ
近
衛

基
照
ニ
示
ス

島
津
氏
日
向
国
領
知
由
来

今
大
路
孝
在
書
状

進
藤
長
之
書
状

島
津
忠
雄
害
状

島
津
綱
貴
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
詩
…
連
署
状

島
津
綱
貴
請
書

登
城
令
書

島
津
綱
貴
請
書

阿
部
正
武
外
三
名
諒
一
連
署
状

綱
貴
参
勤
ス

小
笠
原
長
重
書
状

島
津
綱
貴
書
状
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七
一
七
(
元
禄
主
一
年
)

七
一
八
(
元
禄
主
一
年
〉

七
一
九
(
元
禄
主
一
年
)

七
二

O

七
二
一
(
元
禄
去
年
)

七
二
二
(
一
元
禄
主
-
年
)

七
二
三
(
元
禄
吉
一
年
)

七
二
四
(
元
禄
十
=
↑
年
)

七
二
五

七
二
六
(
元
禄
主
年
)

七
二
七
(
元
禄
主
一
年
)

七
二
八
(
元
禄
十
官
一
年
)

七
二
九
(
元
禄
十
三
年
)

七
三

O

七
三
一
(
元
禄
十
三
年
)

七
三
二
(
元
禄
十
=
一
年
)

七
三
三
(
元
禄
吉
一
年
)

七
三
四
(
元
禄
主
一
年
)

七
三
五
(
元
禄
志
一
年
)

七
三
六
(
元
禄
主
年
)

七
三
七
(
元
禄
主
一
年
)

七
三
八
(
元
禄
主
一
年
)

七
三
九
(
元
禄
主
一
年
)

七
四
O
(元
禄
十
官
一
年
)

七
四
一
(
元
禄
喜
一
年
)

三
月
廿
七
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
八
日

(
記
事
〉

四
月
九
日

四
月
十
二
日

四
月
十
三
日

四
月
十
三
日

(
記
事
)

四
月
十
三
日

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

五
月
十
八
日

(
記
事
〉

四
月
廿
一
日

四
月
廿
二
日

四
月
廿
五
日

四
月
廿
七
日

五
月
二
日

五
月
七
日

五
月
九
日

五
月
五
日

五
月
九
日

五
月
十
五
日

五
月
十
二
日

平
松
時
量
書
状

平
松
時
方
書
状

平
松
時
春
書
状

島
津
久
東
誕
生

島
津
綱
貴
金
日
状

林
忠
和
害
状

土
屋
政
直
書
状

島
津
綱
貴
書
状

綱
貴
増
上
寺
火
消
番
ヲ
勤
ム

琉
球
国
司
尚
貞
害
状

土
屋
政
直
外
二
名
詩
…
連
署
状

島
津
綱
貴
請
書

近
衛
家
照
書
状

吉
賞
帰
国
ス

島
津
綱
貴
害
状

土
屋
政
直
書
状

阿
部
正
武
害
状

島
津
綱
貴
請
書

阿
部
正
武
書
状

阿
部
正
武
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

阿
部
正
武
書
状

阿
部
正
武
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

近
衛
家
照
書
状

七
回
二

七
四
三
(
元
禄
玄
一
年
)

七
四
四
(
元
禄
十
=
一
年
)

七
四
五

七
四
六
(
元
禄
十
=
一
年
)

七
四
七
(
元
禄
十
E

一
年
)

七
四
八
(
元
禄
十
官
一
年
)

七
四
九
(
元
禄
十
冒
-
年
)

七
五

O
(元
禄
去
年
)

七
五
一

七
五
二
(
元
禄
主
一
年
)

七
五
三

七
五
四

七
五
五
元
禄
エ
一
年

七
五
六
元
禄
士
一
年

七
五
七
(
元
禄
享
年
)

七
五
八
(
元
禄
享
年
)

七
五
九

七
六

O
(元
禄
主
一
年
)

七
六
一
(
元
禄
十
E

一
年
)

七
六
二
(
元
禄
去
年
)

七
六
三
(
元
禄
主
一
年

七
六
四
(
元
禄
主
一
年
)

七
六
五
(
元
禄
主
一
年
)

七
六
六
(
元
禄
主
一
年
)

(
記
事
)

五
月
廿
二
日

五
月
廿
二
日

五
月
廿
九
日

五
月
晦
日

六
月
十
四
日

六
月
十
四
日

六
月
廿
三
日

六
月
十
六
日

(
記
事
)

七
月
二
日

(
記
事
)

(
記
事
)

七
月
三
日

七
月
三
日

七
月
十
一
日

七
月
十
一
日

七
月
十
一
日

七
月
十
二
日

七
月
十
二
日

七
月
十
五
日

七
月
)

七
月
十
八
日

七
月
十
八
日

七
月
十
八
日

綱
貴
参
一
動
シ
テ
馬
ヲ
献
ス

阿
部
正
武
書
状

島
津
綱
貴
書
状

鳥
居
忠
救
書
状

常
住
金
剛
院
園
如
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
請
書

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

島
津
久
兵
礼
使
ト
シ
テ
出
府
ス

小
笠
原
長
重
書
状

島
津
久
停
采
地
五
千
石
ヲ
給
サ
ル

島
津
久
俸
高
五
千
石
ヲ
給
サ
ル

島
津
綱
貴
袖
判
達
書

島
津
綱
貴
宛
行
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

稲
垣
重
富
害
状

阿
部
正
武
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

陽
和
院
靴
臥
購
室
消
息

平
松
時
量
害
状

平
松
時
方
書
状

石
井
行
登
害
状
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七
六
七
(
元
禄
主
年
)

七
六
八
(
元
禄
去
年
)

七
六
九
(
元
禄
吉
一
年
)

七
七

O
(元
禄
エ
一
年
)

七
七
一
(
元
禄
主
一
年
)

七
七
二
(
元
禄
主
年
)

七
七
三

七
七
四
(
元
禄
エ
一
年
)

七
七
五
(
元
禄
主
年
)

七
七
六
(
元
禄
主
一
年
)

七
七
七
元
禄
主
一
年

七
七
八
〈
元
禄
享
年
)

七
七
九
(
元
禄
享
年
)

七
八

O
(元
禄
享
年
)

七
八
一
(
元
禄
主
一
年
)

七
八
二
(
元
禄
享
年
)

七
八
三
(
元
禄
享
年
)

七
八
四
(
元
禄
享
年
)

七
八
五
(
元
禄
主
一
年
)

七
八
六
(
元
禄
主
年
)

七
八
七
(
元
禄
享
年
)

七
八
八
(
元
禄
享
年
)

七
八
九

七
九
O
(元
禄
主
一
年
)

七
月
十
八
日

七
月
十
八
日

七
月
廿
日

七
月
廿
日

七
月
廿
一
日

七
月
廿
一
日

(
記
事
)

七
月

七
月

七
月
廿
九
日

J¥ J¥ 
月月

八
月
三
日

八
月
四
日

八
月
六
日

八
月
九
日

八
月
十
四
日

八
月
十
四
日

八
月
十
七
日

(
記
事
)

八
月
廿
五
日

朔朔
日日

交
野
時
香
書
状

石
井
行
康
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

島
津
綱
貴
請
書

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

綱
賞
、
金
山
試
掘
ノ
資
金
ヲ
乞
フ

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
ロ
上
覚

本
多
正
、
氷
書
状

島
津
綱
貴
条
書

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

陽
和
院
消
息

智
性
続
制
畝
一
町
断
室
消
息

阿
部
正
武
外
三
名
詩
連
署
状

徳
川
吉
字
書
状

島
津
忠
英
書
状

土
屋
政
直
書
状

島
津
綱
貴
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

近
衛
家
照
、
息
家
久
ニ
綱
貴
女
ヲ
配

セ
ン
ト
ス

島
津
綱
貴
書
状

七
九

七
九
二
(
元
禄
十
=
一
年
)

七
九
三
(
元
禄
主
年
)

七
九
四
(
元
禄
主
一
年
)

七
九
五
(
元
禄
主
一
年
)

七
九
六
(
元
禄
主
一
年
)

七
九
七
(
元
禄
主
一
年
)

七
九
八
(
元
禄
主
年
)

七
九
九
(
元
禄
十
三
年
)

八
O
O

八
O
一
(
元
禄
享
年
)

八
O
二

八
O
三
(
一
元
禄
主
一
年
)

八
O
四

八
O
五
(
元
禄
主
一
年
)

八
O
六
(
元
禄
主
一
年
)

八
O
七
(
元
禄
享
年
)

八
O
八
(
元
禄
エ
一
年
〉

八
O
九
(
元
禄
主
一
年
)

八一

O
(元
禄
主
年
)

八
一
一
(
元
禄
享
年
)

八
一
二
(
元
禄
主
一
年
)

八
一
三

(
記
事
)

九
月
朔
日

九
月
朔
日

九
月
四
日

九
月
七
日

九
月
七
日

九
月
吉
日

九
月
十
四
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
五
日

(
記
事
)

九
月
十
五
日

九
月
十
六
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
晦
日

(
記
事
)

亀
姫
、
近
衛
家
久
ト
ノ
婚
姻
ヲ
許
サ

h
v
 

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
覚
書

島
津
綱
貴
請
書

徳
川
綱
吉
御
内
書

柳
沢
保
明
書
状

鳥
居
忠
英
室
繍
久
消
息

進
藤
長
一
蔚
外
三
名
連
署
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
士
ロ
貴
書
状

綱
貴
、
浅
野
綱
長
ト
増
上
寺
火
番
ニ

任
セ
ラ
ル

阿
部
正
武
外
三
名
謙
一
連
署
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

綱
貧
困
絵
図
調
進
ノ
事
ヲ
日
向
諸
家
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十十十
一一 一十十十十十十十
月月(月月月月月月月月

記 廿廿十十十十十
七六事 四一 九九 六四 三
日日) 日日日日日日日

I I I I I I 
十六十九四三
日目白日目白

ニ
達
ス

日
州
諸
家
へ
触
ノ
口
上

島
津
綱
貴
達
書

島
津
綱
貴
達
書

島
津
綱
貴
達
書

島
津
綱
貴
達
書

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
吉
童
書
状

小
笠
原
長
童
書
状

喜
入
久
亮
外
二
名
球
連
署
書
状

島
津
久
輝
書
状

延
岡
へ
使
者
口
上
覚

島
津
綱
貴
達
書

島
津
綱
貴
達
書

島
津
綱
貴
口
上
覚

阿
部
正
武
外
三
名
詩
連
署
状

一
戸
村
愛
忠
外
二
名
連
著
書
状

安
藤
重
玄
害
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
書
状

近
衛
家
照
書
状

種
子
島
久
時
・
肝
付
久
兼
連
署
書
状

某
伺
書

薩
摩
国
ヲ
十
三
郡
ト
ナ
ス

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
著
書
状

阿
部
正
武
畳
一
一
名
詩
連
署
奉
書

八
三
八
(
元
禄
主
一
年
)
十
一
月
九
日

八
三
九
(
元
禄
十
=
一
年
)
十
一
月
九
日

八
四
O
(元
禄
主
一
年
)
十
一
月
十
一
日

八
四
一
(
元
禄
主
一
年
)
十
一
月
十
一
日

八
四
二
(
元
禄
十
三
年
)
十
一
月
十
四
日

八
四
三
(
元
禄
主
一
年
)
十
一
月
十
六
日

八
四
四
(
元
禄
十
戸
一
年
)
十
一
月
十
七
日

八
四
五
(
元
禄
主
一
年
)
十
一
月
廿
八
日

八
四
六
(
元
禄
+
=
一
年
)
十
一
月
廿
九
日

八
四
七
(
元
禄
主
一
年
)
十
二
月
朔
日

八
四
八
(
元
禄
十
目
一
年
)
十
二
月
三
日

八
四
九
(
元
禄
主
一
年
)
十
二
月
十
一
日

八
五

O
(元
禄
主
一
年
)
十
二
月
十
四
日

八
五
一
(
元
禄
十
E

一
年
)
十
二
月
十
四
日

八
五
二
(
元
禄
十
三
年
)
十
二
月
十
五
日

八
五
三
(
元
禄
主
一
年
)
十
二
月
十
五
日

八
五
四
(
元
禄
吉
一
年
)
十
二
月
十
五
日

八
五
五
(
元
禄
享
年
)
十
二
月
十
八
日

八
五
六
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
十
九
日

八

五

七

(

記

事

)

八
五
八
(
元
禄
主
一
年
)
十
二
月
廿
一
日

八
五
九
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
廿
一
日

八
六

O
(元
禄
十
司
一
年
)
十
二
月
廿
五
日

八
六
一
(
元
禄
享
年
)
十
二
月
廿
五
日

島
津
吉
貴
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

菊
池
新
三
郎
覚
書

菊
池
藤
助
覚
書

秋
元
喬
朝
畜
状

泥
谷
長
規
・
小
坂
昌
朝
連
署
請
書

島
津
綱
貴
口
上
書

島
津
久
輝
外
四
名
均
一
連
署
書
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
請
書

泥
谷
長
規
・
小
坂
昌
朝
連
署
請
書

島
津
綱
貴
口
上
覚

伊
東
祐
秋
外
三
名
連
署
請
書

島
津
久
輝
外
四
名
望
書
者
書
状

島
津
吉
黄
金
田
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
忠
守
外
三
名
鵠
連
署
書
状

亀
姫
J
J

措
近
衛
家
久
ト
ノ
婚
姻
ヲ
許

サ
ル

島
津
綱
貴
願
書

阿
部
正
武
書
状

伊
東
祐
秋
外
三
名
連
署
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
議
連
署
状
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八
六
二
(
元
禄
エ
一
年
)
十
二
月
廿
七
日

八
六
三
(
元
禄
エ
一
年
)
十
二
月
廿
九
日

八
六
四
(
元
禄
エ
一
年
)
十
二
月
廿
九
日

八
六
五
(
元
禄
エ
一
年
)
十
二
月
廿
九
日

八
六
六
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
二
日

八
六
七
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
二
日

八
六
八
(
元
禄
青
年
)
一
月
三
日

八
六
九
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
四
日

八
七

O

一
月
四
日

八
七
一
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
九
日

八
七
二
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
十
日

八
七
三
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
十
日

八
七
四
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
十
日

八
七
五
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
十
五
日

八
七
六
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
十
日

八
七
七
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
十
一
日

八

七

八

(

記

事

)

八
七
九
(
元
禄
青
年
)
一
月
十
五
日

八
八
O
(元
禄
十
四
年
)
一
月
十
五
日

八
八
一
(
元
禄
十
四
年
〉
一
月
十
五
日

八
八
二
(
元
禄
高
年
)
一
月
廿
二
日

八
八
三
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
廿
二
日

八
八
四
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
廿
二
日

八
八
五
(
一
元
禄
十
四
年
)
一
月
廿
四
日

八
八
六
(
元
禄
十
四
年
)
一
月
廿
七
日

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
書
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
害
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
書
状

徳
川
綱
士
口
御
内
書

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
害
状

泥
谷
長
規
・
小
坂
田
国
朝
連
署
書
状

島
津
綱
貴
書
状

近
衛
基
照
害
状

近
衛
家
照
書
状

新
納
久
珍
覚
書

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
書
状

石
井
行
堂
書
状

石
井
行
康
書
状

島
津
久
当
外
三
名
一
時
速
著
書
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
語
一
連
署
状

吉
貴
参
勤
ス

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
忠
雄
書
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
書
状

泥
谷
長
規
・
小
坂
田
国
朝
連
著
書
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
著
書
状

泥
谷
長
規
・
小
坂
昌
朝
連
署
害
状

八
八
七
(
元
禄
十
四
年
)

八
八
八
(
元
禄
十
四
年
)

八
八
九
(
元
禄
十
四
年
)

八
九

O
(元
禄
十
四
年
)

八
九
一
(
元
禄
十
四
年
)

八
九
二
元
禄
十
四
年

八
九
三
元
禄
十
四
年

八
九
四
元
禄
十
四
年

八
九
五
(
元
禄
十
四
年
)

八
九
六
(
元
禄
青
年
)

八
九
七
(
元
禄
十
四
年
)

八
九
八
(
元
禄
十
四
年
)

八
九
九
(
元
禄
十
四
年
)

九
O
O
元
禄
十
四
年

九
O
一
(
元
禄
十
四
年
)

九
O
ニ
(
元
禄
十
四
年
)

九
O
三
(
元
禄
十
四
年
)

九
O
四
(
元
禄
青
年
)

九
O
五
(
元
禄
十
四
年
)

九
O
六
(
元
禄
十
四
年
)

九
O
七
(
元
禄
十
四
年
)

九
O
八
(
元
禄
十
四
年
)

九
O
九
(
元
禄
高
年
)

九
一

O
(元
禄
十
四
年
)

一
月
廿
八
日

一
月
廿
九
日

一
月
廿
九
日

二
月
朔
日

二
月
二
日

二
月
五
日

一一月
二
月
六
日

二
月
九
日

二
月
九
日

二
月
九
日

二
月
九
日

二
月
十
一
日

二
月
十
五
日

二
月
八
日

二
月
十
五
日

二
月
十
五
日

二
月
廿
二
日

二
月
廿
二
日

二
月
廿
六
日

二
月
廿
六
日

二
月
廿
六
日

二
月
廿
六
日

二
月
け
七
日

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
書
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
書
状

春
成
久
珍
・
上
山
頼
寛
連
著
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
届
書

衣
服
制
禁
条
々

島
津
久
洪
・
新
納
久
珍
連
署
達
書

泥
谷
長
規
・
小
坂
昌
朝
連
署
書
状

伊
東
祐
秋
外
三
名
連
署
書
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
害
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
書
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
書
状

川
野
市
右
衛
門
・
河
内
山
清
八
連
署

届
書

近
衛
家
照
書
状

島
津
忠
守
外
二
名
鵠
連
著
書
状

島
津
忠
守
外
二
名
報
連
署
書
状

秋
一
万
喬
朝
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

秋
元
喬
朝
書
状

柳
沢
保
明
・
絵
平
輝
貞
連
署
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

秋
元
喬
朝
書
状
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九
二
(
元
禄
+
四
年
)

九
一
二
(
一
元
禄
青
年
)

九
二
ニ
(
元
禄
十
四
年
)

九
一
四
(
元
禄
十
四
年
)

九
一
五
(
元
禄
十
四
年
)

九
一
六
(
元
禄
高
年
)

九
一
七
(
元
禄
十
四
年
)

九
一
八
(
元
禄
十
四
年
)

九
一
九
(
元
禄
青
年
)

九
ニ

O
(元
禄
十
四
年
)

九
二
一
(
元
禄
十
四
年
)

九
二
ニ

九
二
三
(
元
禄
十
四
年
)

九
二
四
(
元
禄
十
四
年
)

九
二
五
(
元
禄
十
四
年
)

九
二
六
(
元
禄
十
四
年
)

九
二
七
(
元
禄
十
四
年
)

九
二
八
〈
元
禄
十
四
年
)

九
二
九
(
元
禄
高
年
)

九
三

O
〔
元
禄
高
年
〕

九
三
一
(
元
禄
十
四
年
)

九
三
二
(
元
禄
高
年
)

九
三
三
(
元
禄
十
四
年
)

九
三
四
(
元
禄
十
四
年
)

九
三
五
〈
元
禄
十
四
年
)

二
月
廿
七
日

二
月
廿
三
日

二
月
廿
四
日

二
月
廿
六
日

二
月
廿
六
日

二
月
廿
六
日

二
月
廿
七
日

二
月
廿
七
日

ニ
且
廿
七
日

二
月
廿
八
日

二
月
廿
八
日

(
記
事
)

二
月
廿
九
日

二
月
廿
九
日

二
月
廿
九
日

三
月
朔
日

三
月
朔
日

三
月
朔
日

三
月
朔
日

三
月
二
日

三
月
二
日

三
月
三
日

三
月
四
日

三
月
四
日

三
月
四
日

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
逮
署
書
状

阿
部
正
武
書
状

近
衛
基
照
害
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
害
状

島
津
忠
守
外
二
名
赫
連
著
書
状

島
津
忠
雄
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

北
郷
久
嘉
江
戸
-
一
赴
ク

阿
部
正
式
外
四
名
議
連
署
状

秋
元
寄
朝
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
速
著
書
状

秋
一
元
喬
朝
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

秋
元
喬
朝
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
厚
相
害
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

土
屋
政
直
書
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
害
状

戸
村
愛
中
川
外
二
名
連
署
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

九
三
六
(
元
禄
十
四
年
)

九
三
七
(
元
禄
十
四
年
)

九
三
八
(
元
禄
青
年
)

九
三
九
(
元
禄
十
四
年
)

九
四
O
(元
禄
十
四
年
)

九
四
一
(
元
禄
十
四
年
)

九
四
二
(
元
禄
十
四
年
)

九
四
三
(
元
禄
十
四
年
)

九
四
四
(
元
禄
十
四
年
)

九
四
五
ハ
元
禄
十
四
年
)

九
四
六
(
元
禄
十
四
年
)

九
四
七
(
元
禄
十
四
年
)

九
四
八
(
元
禄
十
周
年
)

九
四
九
(
元
禄
十
四
年
)

九
五

O
(元
禄
青
年
)

九
五
一
〈
元
禄
青
年
)

九
五
二
(
元
禄
十
四
年
)

九
五
三

九
五
回
(
元
禄
十
四
年
)

九
五
五
(
元
禄
十
四
年
)

九
五
六
〈
元
禄
十
四
年
)

九
五
七
元
禄
青
年

九
五
八

元
禄
十
四
年

三
月
四
日

三
月
五
日

三
月
五
日

三
月
六
日

三
月
六
日

三
月
六
日

三
月
七
日

三
月
七
日

三
月
五
日

三
月
七
日

三
月
九
日

三
月
九
日

三
月
十
四
日

三
月
十
七
日

三
月
十
七
日

三
月
廿
一
日

三
月
廿
一
日

三
月
廿
六
日

三
月
廿
七
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
八
日

一
月
廿
八
日

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

阿
部
正
武
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

阿
部
正
武
害
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

泥
谷
長
銀
・
小
坂
昌
朝
連
署
書
状

島
津
忠
守
外
二
名
報
連
署
書
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
詩
書
者
書
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
書
状

泥
谷
長
規
・
小
坂
昌
朝
連
署
書
状

伊
東
祐
秋
外
二
名
連
署
害
状

伊
東
祐
秋
外
二
名
連
署
害
状

土
屋
政
直
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
輔
師
一
連
署
状

島
津
綱
貴
害
状

喜
入
久
亮
外
二
名
一
言
著
書
状

木
脇
小
三
郎
・
松
浦
助
右
衛
門
連
署

証
状

川
上
八
郎
左
衛
門
・
村
田
平
右
衛
門

連
署
証
状
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九
五
九
(
元
禄
十
四
年
)

九
六

O
(元
禄
十
四
年
)

九
六
一

九
六
二

九
六
三
元
禄
十
=
一
年

九
六
四
元
禄
青
年

九
六
五
元
禄
十
四
年

九
六
六
一
五
禄
十
四
年

九
六
七
(
元
禄
十
四
年
)

九
六
八
(
元
禄
十
四
年
)

九
六
九
(
元
禄
十
四
年
)

九
七

O

九
七
一
(
元
禄
十
四
年
)

九
七
二
(
元
禄
十
四
年
)

九
七
三
一
元
禄
十
四
年

九
七
四
一
元
禄
十
四
年

九
七
五
(
元
禄
十
四
年
)

九
七
六
(
元
禄
十
四
年
)

九
七
七
(
元
禄
十
四
年
)

九
七
八
(
元
禄
十
四
年
)

九
七
九

九
八

O
(元
禄
十
四
年
)

九
八
一
(
元
禄
十
四
年
)

九
八
二
(
元
禄
十
四
年
)

九
八
三
(
元
禄
十
四
年
〉

一
月
廿
八
日

一月
(
記
事
)

十
月

三
月

三
月

三
月
上
旬

四
月
六
日

四
月
七
日

四
月
十
日

(
記
事
)

四
月
十
四
日

四
月
十
六
日

四
月
十
六
日

四
月
十
六
日

四
月
十
七
日

四
月
廿
三
日

四
月
廿
三
日

(
記
事
)

四
月
廿
八
日

四
月
廿
八
日

四
月
廿
八
日

五
月
三
日

津
田
秀
全
外
二
名
連
署
書
状

山
木
明
景
代
官
所
村
付

島
津
忠
久
出
自

島
津
忠
久
奥
州
出
師
覚
書

源
頼
朝
加
判
平
盛
時
奉
書
句
解

林
信
篤
版
文

林
信
篤
識
語

林
信
篤
作
島
津
家
譜
叙
文

島
津
惟
久
書
状

泥
谷
長
規
・
小
坂
田
日
朝
連
署
害
状

阿
部
正
武
書
状

綱
貴
賜
暇
御
礼
ニ
登
城
ス

馬
拝
領
目
録

土
屋
政
直
外
二
名
報
酬
連
署
状

河
野
道
心
・
河
内
山
長
好
連
署
証
状

川
上
久
清
・
村
田
経
寧
連
署
証
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
書
状

喜
入
久
亮
外
二
名
鵠
連
著
書
状

島
津
忠
守
外
二
名
暫
定
署
書
状

泥
谷
長
規
・
小
坂
昌
朝
連
署
書
状

亀
姫
捕
質
近
衛
家
久
ト
縁
組
ス

平
松
時
量
書
状

平
松
時
方
書
状

交
野
時
呑
書
状

戸
村
愛
忠
外
三
名
連
著
書
状

九
八
四
(
元
禄
十
四
年
)

九
八
五
(
元
禄
十
四
年
)

九
八
六
(
元
禄
青
年
)

九
八
七

九
八
八
(
元
禄
十
四
年
)

九
八
九
(
元
禄
青
年
)

九
九
O
(元
禄
十
四
年
)

九
九
一
(
元
禄
十
四
年
)

九
九
二
(
元
禄
十
四
年
)

九
九
三
(
元
禄
十
四
年
)

九
九
四
(
元
禄
十
四
年
)

九
九
五

九
九
六
(
元
禄
十
四
年
)

九
九
七
(
元
禄
十
四
年
)

九
九
八
(
元
禄
十
四
年
)

九
九
九
(
一
元
禄
十
四
年
)

一
0
0
0
(一
元
禄
十
四
年
)

一
O
O
一
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
O二
(
元
禄
青
年
)

一
O
O三
(
元
緑
十
四
年
)

一
O
O四
元
禄
十
四
年

一
O
O五
元
禄
十
四
年

一
O
O六
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
O七
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
O八
(
元
禄
青
年
)

五
月
三
日

五
月
三
臼

五
月
三
日

(
記
事
)

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
七
日

(
記
事
)

五
月
廿
四
日

五
月
廿
七
日

六
月
朔
日

六
月
朔
日

六
月
朔
日

六
月
朔
日

六
月
三
日

六
月
三
日

六
月
六
日

六
月
六
日

六
月
八
日

六
月
九
日

六
月
十
二
日

三
浦
明
敬
害
状

戸
村
愛
忠
外
三
名
連
署
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

島
津
綱
貴
金
山
試
掘
ノ
資
金
借
用

島
津
久
輝
外
二
名
報
連
署
書
状

平
松
時
方
書
状

平
松
時
春
害
状

交
野
時
香
害
状

石
井
行
康
書
状

石
井
行
豊
害
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
請
書

於
奈
百
捕
貴
誕
生

石
井
行
豊
書
状

伊
東
祐
秋
外
二
名
連
著
書
状

島
津
惟
久
書
状

島
津
惟
久
害
状

宇
宿
久
明
外
三
名
連
署
書
状

字
宿
久
明
外
三
名
連
著
書
状

島
津
吉
貴
書
状

河
内
山
長
好
・
河
野
通
心
連
著
書
状

春
成
某
・
上
山
某
連
署
証
状

川
上
久
清
・
村
田
経
寧
連
署
証
状

蓮
光
院
書
状

井
上
正
通
書
状

村
田
経
寧
・
川
上
久
清
連
著
書
状
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一
O
O九
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
一
O
(元
禄
十
四
年
)

一
O
一一

一
O
一一一

一
O
一一二

一
O
一
四

一
O
一五

一
O
二
ハ
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
一
七
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
一
八
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
一
九
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
二
O
(元
禄
十
四
年
)

一
O
一
二
(
元
禄
高
年
)

一
O
二
二
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
二
三
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
二
四
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
二
五
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
二
六
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
二
七
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
二
八
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
二
九
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
一二

O
(元
禄
十
四
年
)

一
O
一
三
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
三
二
(
元
禄
高
年
)

一
O
三
三
元
禄
高
年

六
月
十
二
日

六
月
十
二
日

(
記
事
)

六
月
十
五
日

六
月
十
五
日

六
月
十
七
日

六
月
十
八
日

六
月
十
八
日

六
月
十
八
日

六
月
廿
一
日

六
月
廿
一
日

六
月
廿
一
日

六
月
廿
一
日

六
月
廿
一
日

六
月
廿
一
日

六
月
廿
四
日

六
月
廿
四
日

六
月
廿
六
日

六
月
廿
六
日

六
月
廿
七
日

六
月

坊
披
俊
民
書
状

坊
城
俊
清
書
状

綱
貴
帰
国
ノ
途
近
衛
家
ニ
到
ル

近
衛
邸
寝
殿
階
間
図

献
立

座
席
次
第

音
曲
次
第

松
平
信
慈
害
状

島
津
吉
貴
書
状

土
屋
政
直
奉
書

島
津
惟
久
宝
田
状

島
津
惟
久
覚
書

字
宿
久
明
外
三
名
連
著
書
状

島
津
吉
貴
書
状

平
松
時
監
書
状

石
井
行
康
書
状

石
井
行
豊
害
状

交
野
時
呑
書
状

平
松
時
方
害
状

戸
村
愛
忠
・
九
津
見
定
春
連
署
書
状

戸
村
愛
忠
・
九
津
見
定
春
連
署
書
状

松
平
信
慈
室
田
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

井
上
某
外
三
名
連
署
証
状

一
O
一
ニ
四
元
禄
十
四
年

一
O
三
五
元
禄
十
四
年

一
O
三
六
元
禄
十
四
年

一
O
三
七
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
三
八
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
三
九
(
元
禄
十
四
年
)

一O
四
O

一
O
四
一
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
四
二
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
四
三
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
四
四
(
一
元
禄
十
四
年
)

一
O
四
五
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
四
六
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
四
七
(
元
禄
青
年
)

一
O
四
八
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
四
九
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
五
O
(元
禄
十
四
年
)

一
O
五
一
元
禄
十
四
年

一
O
五
二
元
禄
十
四
年

一
O
五
三
元
禄
十
四
年

一
O
五
四
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
五
五
(
元
禄
十
四
年
)

一O
五
六

一
O
五
七
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
五
八
(
元
禄
青
年
)

ノ¥ノ¥ノ¥

月 月 月
六
月
廿
九
日

七
月
二
日

(
記
事
)

七
月
六
日

七
月
九
日

七
月
九
日

七
月
十
日

七
月
十
日

七
月
十
三
日

七
月
十
三
日

八
月
朔
日

八
月
一
日

八
月
三
日

八
月
十
一
日

八
月
十
一
日

八
月
十
一
日

八
月
十
四
日

八
月
廿
七
日

(
記
事
)

九
月
十
八
日

九
月
三
日

本
城
某
・
藤
野
某
連
署
証
状

勝
部
某
・
宇
野
某
連
署
届
書

勝
部
某
・
宇
野
菜
連
署
居
室
百

島
津
綱
貴
覚
書

安
藤
次
行
書
状

島
津
忠
守
外
二
名
報
連
署
書
状

綱
貴
帰
国
ス

字
宿
久
明
外
三
名
連
署
書
状

戸
村
愛
忠
・
九
津
見
定
春
連
署
書
状

戸
村
愛
忠
・
九
津
見
定
春
連
署
害
状

近
衛
基
照
書
状

島
津
士
口
賞
金
日
状

松
平
信
庸
書
状

川
上
久
清
・
村
田
経
寧
連
署
書
状

島
津
吉
賞
害
状

近
衛
基
照
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
謂
…
連
署
状

平
井
某
・
熊
谷
某
連
署
証
状

本
城
某
・
藤
野
某
連
署
証
状

本
城
某
・
藤
野
菜
連
署
証
状

阿
部
正
武
外
三
名
器
開
連
署
状

土
屋
政
直
書
状

綱
貴
帰
国
ノ
礼
使
ヲ
派
ス

聖
護
院
道
尊
害
状

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
輯
楠
連
署
書
状
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一
O
五
九
(
元
禄
十
回
年
)

一
O
六
O
(一
元
禄
十
四
年
)

一
O
六
一
〈
元
禄
十
四
年
)

一
O
六
二
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
六
三
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
六
四
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
六
五
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
六
六
〈
元
禄
十
四
年
)

一
O
六
七
(
元
禄
青
年
)

一
O
六
八
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
六
九
(
元
禄
青
年
)

一
O
七
O
〈
元
禄
十
四
年
)

一
O
七一

一
O
七
二
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
七
三
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
七
四
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
七
五
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
七
六
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
七
七
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
七
八
ハ
元
禄
十
四
年
)

一
O
七
九
円
一
元
禄
青
年
〕

一
O
八
O
(元
禄
高
年
)

一
O
八
一
(
元
禄
十
四
年
U

一
O
八
二
(
元
禄
十
四
年
)

一
O
八
三
(
元
禄
十
四
年
)

九
月

九
月
四
日

九
月
四
日

九
月
七
日

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
二
日

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

九
月
十
六
日

九
月
十
八
日

九
月
廿
三
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

四
日

阿
部
正
武
外
四
名
親
師
連
署
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

稲
葉
正
通
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
室
田

島
津
吉
貴
書
状

島
津
士
口
貴
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
賞
害
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

島
津
惟
久
書
状

徳
川
綱
条
書
状

近
衛
家
照
書
状

島
津
惟
久
宝
田
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
忠
守
外
三
名
都
連
署
書
状

島
津
忠
守
外
三
名
報
連
署
害
状

一
O
八
四
(
元
禄
十
四
年
)
九
月
廿
七
日

一
O
八
五
(
元
禄
十
四
年
)
九
月
廿
七
日

一
O
八
六
(
元
禄
青
年
)
十
月
二
日

一
O
八
七
(
元
禄
十
四
年
)
十
月
二
日

一
O
八
八
(
元
禄
青
年
)
十
月
三
日

一
O
八
九
(
元
禄
十
四
年
)
十
月
三
日

一
O
九
O
(元
禄
十
四
年
)
十
月
六
日

一
O
九

一

(

記

事

)

一
O
九
二
〔
元
禄
十
四
年
〕
十
月
十
六
日

一
O
九
三
元
禄
青
年
十
月
十
八
日

一
O
九
四
〔
元
禄
十
四
年
〕
十
月
廿
日

一
O
九
五
(
元
禄
十
四
年
)
十
月
十
八
日

一
O
九
六
(
元
禄
十
四
年
)
十
一
月
三
日

一
O
九
七
(
元
禄
十
四
年
)
十
一
月
四
日

一
O
九

八

(

記

事

)

一
O
九

九

(

記

事

)

一一

O
O
(元
禄
十
四
年
)
十
一
月
十
八
日

一一

O
一

(

記

事

)

二
O
二
〔
元
禄
十
四
年
〕
十
二
月
三
日

一一

O
三
(
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
十
日

二
O
四
(
元
禄
青
年
)
十
二
月
十
二
日

一一

O
五
(
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
十
三
日

二
O
六
(
元
禄
高
年
)
十
二
月
十
三
日

二
O
七
(
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
十
四
日

一一

O
八
(
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
十
五
日

島
津
忠
守
外
三
名
都
連
署
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
様
相
一
連
署
状

土
屋
政
直
書
状

戸
田
忠
利
害
状

島
津
忠
守
主
国
状

島
津
忠
守
害
状

島
津
惟
久
宝
田
状

島
津
久
明
家
老
職
ニ
補
任
ス

島
津
綱
貴
内
意
書

寺
社
奉
行
所
申
波
書

福
昌
寺
次
書

近
藤
用
高
・
丹
羽
長
守
一
帯
一
連
著
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

秋
元
喬
知
書
状

島
津
久
記
分
立

北
郷
久
嘉
室
出
産

阿
部
正
武
外
四
名
諜
…
連
署
奉
書

島
津
久
停
前
髪
ヲ
取
ル

島
津
綱
貴
内
意
書

土
屋
政
直
害
状

秋
元
喬
知
書
状

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

小
笠
原
長
童
書
状

秋
元
喬
知
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状
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一一

O
九
(
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
十
五
日

一
一
一

O
(元
禄
十
四
年
)
十
二
月
十
六
日

一
一
一
一
(
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
十
六
日

一

一

一

二

(

記

事

)

一
一
一
一
一
一
〔
元
禄
十
四
年
〕
十
二
月
廿
五
日

一
一
一
四
(
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
廿
六
日

一
一
一
五
(
元
禄
高
年
)
十
二
月
廿
六
日

一
一
一
ム
ハ
(
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
廿
六
日

一
一
一
七
(
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
廿
六
日

一
一
一
八
(
元
禄
高
年
)
十
二
月
廿
六
日

一
一
一
九
(
一
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
廿
六
日

一
一
二

O
(元
禄
十
四
年
)
十
二
月
廿
七
日

一
一
一
二
(
元
禄
十
四
年
)
十
二
月
廿
九
日

二
二
二
(
元
禄
五
年
)
一
月
二
日

二
二
三
(
元
禄
十
五
年
)
一
月
二
日

二
二
四
(
元
禄
主
年
)
一
月
二
日

一
一
二
五
(
元
禄
五
年
)
一
月
三
日

一
一
二
六
(
元
禄
五
年
)
一
月
三
日

一
一
二
七
(
元
禄
五
年
)
一
月
三
日

一
一
二
八
(
元
禄
五
年
)
一
月
十
日

一
一
二
九
(
元
禄
十
五
年
)
一
月
十
一
日

一
一
三

O
(元
禄
十
五
年
)
一
月
十
一
日

一
一
一
一
二
(
元
禄
十
五
年
)
一
月
十
一
日

一
一
三
二
(
元
禄
五
年
)
一
月
十
一
日

一
一
一
二
三
(
元
禄
五
年
)
一
月
仲
旬

島
津
吉
貫
主
回
状

柳
沢
吉
保
害
状

柳
沢
吉
保
書
状

島
津
忠
休
誕
生

丹
羽
長
守
・
大
嶋
義
也
一
特
例
連
著
書
状

秋
元
喬
知
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

島
津
吉
責
主
目
状

島
津
忠
英
害
状

石
井
行
康
書
状

島
津
士
口
貴
害
状

平
松
時
春
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
室
田

島
津
綱
貴
書
状

島
津
久
住
書
状

島
津
吉
責
主
国
状

島
津
綱
賃
金
百
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

琉
球
国
司
尚
貞
害
状

中
城
王
子
尚
純
害
状

佐
敷
王
子
尚
益
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
諜
…
連
署
状

近
衛
基
照
書
状

二
三
四
(
元
禄
妄
年
)

一
二
二
五
(
元
禄
五
年
)

一
一
三
六
(
元
禄
玄
年
)

一
一
三
七
(
元
禄
享
年
)

二
三
八
(
元
禄
五
年
)

二
三
九
(
元
禄
玄
年
)

一
一
四

O
(元
禄
五
年
)

一
一
四
一
(
元
禄
主
年
)

一
一
四
二
(
元
禄
玄
年
)

一
一
四
三
(
元
禄
十
五
年
)

一
一
四
四

一
一
四
五
(
元
禄
十
五
年
)

一
一
四
六

(
マ
マ
)

一
一
四
七
(
元
禄
青
年
)

一
一
四
八

一
一
四
九
(
元
禄
五
年
)

一
一
五

O
(元
禄
十
五
年
)

一
一
五
一
(
元
禄
十
五
年
)

一
一
五
二

一
一
五
三
「
元
禄
十
五
年
」

一
一
五
四
(
元
禄
五
年
)

一
一
五
五
(
元
禄
主
年
)

一
一
五
六
(
元
禄
玄
年
)

一
一
五
七
(
元
禄
五
年
)

一
一
五
八
(
元
禄
五
年
)

一
月
十
六
日

一
月
十
六
日

一
月
十
六
日

一
月
十
二
日

一
月
廿
一
一
日

一
月
廿
二
日

一
月
廿
三
日

一
月
廿
六
日

一
月
廿
六
日

一
月
廿
八
日

一
月
臨
時
日

二
月
三
日

(
記
事
)

二
月
十
二
日

(
記
事
)

二
月
十
四
日

二
月
十
五
日

二
月
十
七
日

(
記
事
)

二
月
廿
五
日

二
月
廿
五
日

二
月
廿
九
日

三
月
朔
日

三
月
四
日

三
月
十
一
日

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
書
状

島
津
綱
貴
請
書

島
津
久
明
外
四
名
報
連
署
条
書

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
害
状

徳
川
綱
教
書
状

稲
葉
正
通
書
状

島
津
惟
久
害
状

丹
羽
長
守
・
大
島
義
也
職
情
連
署
警
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

高
輪
邸
焼
亡
、
士
ロ
貴
芝
邸
ニ
移
ル

今
大
路
光
好
書
状

一
角
崎
能
盈
琉
球
ニ
在
番
ス

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

徳
川
吉
通
書
状

島
津
忠
霞
家
督
ヲ
謝
ス

島
津
綱
貴
書
状

近
衛
基
照
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
事
連
署
状

島
津
悦
久
害
状

阿
部
正
武
害
状

稲
葉
正
通
書
状
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一
一
五
九

一
一
六

O
(一
克
禄
五
年
)

一
一
ム
ハ
一

一
一
六
二
(
元
禄
十
五
年
)

一
一
六
三
(
元
禄
五
年
)

一
一
ム
ハ
四
(
元
禄
十
五
年
)

一
二
ハ
五
(
元
禄
十
五
年
)

一
二
ハ
六
(
元
禄
十
五
年
)

一
一
ム
ハ
七
(
元
禄
享
年
)

-
一
ム
ハ
八
(
元
禄
玄
年
)

一
一
六
九
(
元
禄
主
年
)

一
一
七

O
(元
禄
五
年
)

一
一
七
一
(
元
禄
十
五
年
)

-
一
七
二
(
元
禄
十
五
年
)

-
一
七
三
(
元
禄
主
年
)

}
一
七
四
(
元
禄
五
年
)

一
一
七
五
(
元
禄
十
五
年
)

二
七
六
(
元
禄
玄
年
)

一
一
七
七

}
一
七
八
(
元
禄
十
五
年
)

一
一
七
九
(
元
禄
十
五
年
)

}
一
八

O
(元
禄
五
年
)

一
一
八
一
(
元
禄
十
五
年
)

一
一
八
二
(
元
禄
十
五
年
)

一
一
八
三
(
元
禄
玄
年
)

(
記
事
)

三
月
十
三
日

(
記
事
)

三
月
十
三
日

三
月
十
四
日

三
月
十
五
日

三
月
十
五
日

三
月
十
八
日

三
月
廿
六
日

三
月
廿
六
日

三
月
廿
六
日

三
月
廿
七
日

三
月
廿
七
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
九
日

三
月
廿
九
日

四
月
三
日

(
記
事
)

四
月
三
日

四
月
三
日

四
月
四
日

四
月
三
日

四
月
三
日

四
月
四
日

綱
貴
参
勤
、
代
リ
テ
吉
賞
帰
国
ス

島
津
綱
貴
書
状

高
輪
第
火
災
、
吉
賞
楼
回
第
ニ
移
ル

島
津
綱
貴
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
欄
州
連
署
状

島
津
綱
貴
書
状

烏
津
糊
賞
者
状

島
津
綱
貴
請
書

島
津
綱
貴
書
状

稲
葉
正
通
書
状

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

稲
葉
正
道
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

稲
葉
正
通
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
述
著
書
状

島
津
綱
貴
害
状

綱
貴
、
桂
昌
院
ノ
昇
任
ヲ
賀
ス

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
制
賞
者
状

琉
球
国
司
尚
貞
書
状

中
城
王
子
尚
純
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

二
八
四
(
元
禄
玄
年
)

一
一
八
五
(
元
禄
玄
年
)

一
一
八
六
(
元
禄
主
年
)

一
一
八
七
(
元
禄
玄
年
)

一
一
八
八
(
元
禄
玄
年
)

一
一
八
九
(
元
禄
主
年
)

二

九

O
(一
万
禄
五
年
〉

二
九
一
(
元
禄
豆
年
)

二
九
二

二
九
三
(
元
禄
主
年
)

一
一
九
四
(
元
禄
去
年
)

二
九
五
(
元
禄
去
年
)

二
九
六
(
一
元
禄
正
年
)

二
九
七
(
元
禄
主
年
)

二
九
八
(
一
元
禄
主
年
)

二
九
九
(
元
禄
主
年
)

一二

O
O
(元
禄
十
五
年
)

一二

O
一
(
元
禄
十
五
年
)

一二

O
二
(
元
禄
主
年
)

一二

O
三
(
一
見
禄
五
年
)

一二

O
四
(
一
万
一
禄
去
年
)

一二

O
五
(
元
禄
主
年
)

一二

O
六

一二

O
七

一二

O
八

四
月
六
日

四
月
六
日

四
月
十
日

四
月
十
一
日

四
月
十
一
日

四
月
十
二
日

四
月
十
二
日

四
月
十
二
日

(
記
事
)

四
月
十
三
日

四
月
十
三
日

四
月
十
三
日

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

四
月
十
五
日

四
月
十
五
日

四
月
十
五
日

四
月
十
九
日

四
月
十
九
日

四
月
廿
一
日

四
月
汁
五
日

四
月
廿
七
日

(
記
事
)

(
記
事
)

(
記
事
)

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
請
書

小
笠
原
長
宣
誓
状

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

吉
貴
帰
国
ス

島
津
綱
賞
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
市
仲
綱
貴
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
川
班
員
願
書

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
連
署
菩
状

柳
沢
吉
川
体
・
松
平
輝
貞
速
署
書
状

柳
沢
吉
保
・
M

松
平
輝
貞
連
著
書
状

佐
敷
王
子
尚
益
書
状

阿
部
正
武
外
三
名
器
:
望
者
状

綱
貴
参
勤
ス

島
津
久
速
、
綱
貴
ノ
参
一
勤
ニ
厄
従
ス

北
郷
久
嘉
、
近
衛
基
照
等
一
一
謁
ス
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九
(
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禄
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年
)
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二

O
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禄
十
五
年
)

-
一
一
一
一
(
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禄
主
年
)

三
二
二
(
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禄
五
年
)

士
二
三
(
元
禄
十
五
年
)

}
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二
四

}
一
二
五
(
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禄
享
年

}
一
二
六
(
一
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禄
主
年
)

}
一
二
七
(
元
禄
主
年
)

一
一
二
八
(
一
元
禄
主
年
)

}
一
二
九

}
二
二

O
元
禄
妄
年
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一
二
ニ
ニ
(
元
禄
五
年
)

一
二
二
三
(
元
禄
主
年
)

一
二
二
四
(
元
禄
五
年
)

三
三
五
(
元
禄
五
年
)

一
二
二
六
(
元
禄
主
年
)

}
二
二
七
〈
元
禄
韮
年
)

一
一
三
八
(
元
禄
十
五
年
)

=
三
九
(
元
禄
十
五
年
)

}
二
三

O
(元
禄
主
年
)

}一一一一一一

一
二
三
一
一

一一一一一一一一一

元
禄
十
五
年

五
月
三
日
徳
川
綱
吉
御
内
書

五
月
十
日
小
笠
原
長
重
書
状

五
月
十
日
秋
元
喬
朝
書
状

五
月
十
日
柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

五
月
十
三
日
島
津
吉
貴
害
状

(
記
事
)
飯
隈
山
勅
願
道
場
ノ
称
ヲ
許
サ
ル

五
月
十
八
日
)
東
山
天
皇
女
房
奉
書

五
月
十
八
日
近
衛
基
照
書
状

五
月
十
八
日
近
衛
基
照
書
状

五
月
十
八
日
進
藤
長
之
奉
書

五
月
廿
二
日
島
津
綱
貴
書
状

六

月

島

津

忠

置

蔵

古

今

仮

名

序

〈
記
事
)
綱
貴
参
府
シ
テ
馬
ヲ
献
ス

六
月
五
日
土
屋
政
直
害
状

六
月
八
日
近
衛
家
久
害
状

六
月
九
日
島
津
綱
貴
書
状

六
月
九
日
島
津
綱
貴
書
状

六
月
十
二
日
土
屋
政
直
書
状

六
月
十
二
日
柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

六
月
十
五
日
秋
元
喬
朝
書
状

六
月
廿
二
日
土
屋
政
直
害
状

六
月
廿
二
日
柳
沢
吉
保
・
秘
平
輝
貞
連
署
書
状

(
記
事
)
綱
賞
、
島
津
久
停
ニ
教
訓
状
ヲ
与
フ

島
津
綱
貴
教
訓
之
条
々

島
津
綱
貴
教
訓
之
条
々

六
月
廿
五
日

一
二
三
四
(
元
禄
主
年
)

一
二
三
五
(
元
禄
主
年
)

一
二
三
六
(
元
禄
韮
年
)

一
二
三
七
(
元
禄
十
五
年
)

一
二
三
八
(
元
禄
十
五
年
)
七
月
十
日

一
二
三
九
(
一
五
禄
十
五
年
)
七
月
十
一
日

一
二
四

O
(元
禄
去
年
)
七
月
十
二
日

一
二
四
一
元
禄
五
年
七
月

一
二
四
二
元
禄
韮
年
七
月

一
二
四
三
元
禄
十
左
・
七
月

一
二
四
四
(
元
禄
十
五
年
)
七
月
十
六
日

一
二
四
五
(
元
禄
十
五
年
)
八
月
二
日

一
二
四
六
(
元
禄
五
年
)
八
月
二
日

一
二
四
七
〈
元
禄
正
年
〕
八
月
三
日

一
二
四
八
(
元
禄
十
五
年
〉
八
月
三
日

一
二
四
九
(
一
見
禄
韮
年
)
八
月
三
日

一
二
五

O
(元
禄
主
年
)
八
月
七
日

一
二
五
一
(
元
禄
五
年
)
八
月
十
一
日

一

二

五

二

(

記

事

)

一
二
五
三
(
元
禄
芸
年
)
八
月
十
四
日

一

二

五

四

(

記

事

)

一
二
五
五
(
元
禄
十
五
年
〉
八
月
十
八
日

一
二
五
六
(
元
禄
十
五
年
)
閏
八
月
六
日

一
二
五
七
(
元
禄
五
年
)
閏
八
月
十
四
日

一
二
五
八
(
元
禄
五
年
)
閏
八
月
十
五
日

六
月
廿
六
日

七
月
一
日

七
月
六
日

稲
葉
正
通
書
状

山
科
持
言
書
状

阿
部
正
武
書
状

陽
和
院
獣
消
息

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
速
著
書
状

島
津
綱
貴
書
状

日
向
国
道
程
書
出

大
隅
国
道
程
書
出

薩
摩
国
道
程
書
出

島
津
吉
貴
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
現
制
連
署
状

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

土
屋
政
直
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
議
一
連
署
状

伊
達
吉
村
害
状

松
平
定
直
害
状

島
津
綱
貴
書
状

綱
貴
国
絵
図
ヲ
献
納

阿
部
正
武
外
四
名
議
…
連
署
状

島
津
忠
置
家
督
ノ
礼
物
ヲ
献
ス

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

島
津
綱
貴
書
状

松
平
定
童
書
状

小
笠
原
長
重
害
状
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一
二
五
九
(
元
禄
十
五
年
)
閏
八
月
十
六
日

一
二
六

O

間
八
月
十
六
日

一
二
六
一
(
元
禄
五
年
)
閏
八
月
十
六
日

一
二
六
二
(
元
禄
十
五
年
)
閏
八
月
十
六
日

一
二
六
三
(
元
禄
十
五
年
)
閏
八
月
十
六
日

}
二
六
回
(
元
禄
王
年
)
閏
八
月
十
六
日

一
二
六
五
(
元
禄
去
年
)
閏
八
月
十
六
日

一
二
六
六
(
元
禄
豆
年
)
関
八
月
十
六
日

一
二
六
七
(
元
禄
十
五
年
)
間
八
月
十
六
日

}

二

六

八

(

記

事

)

一
二
六
九
(
元
禄
五
年
)
閏
八
月
廿
一
日

一
二
七

O
(一
元
禄
十
五
年
)
閏
八
月
廿
五
日

一
一
一
七
一
(
元
禄
十
五
年
)
閏
八
月
廿
八
日

-
二
七
二
(
元
禄
十
五
年
)
間
八
月
廿
八
日

一

二

七

三

(

記

事

)

一
二
七
回
(
元
禄
五
年
)
九
月
朔
日

一
二
七
五
(
元
禄
五
年
)
九
月
二
日

}
二
七
六
(
元
禄
五
年
)
九
月
六
日

}
ニ
七
七
(
元
禄
十
五
年
)
九
月
七
日

}
二
七
八
(
一
五
禄
妄
年
)
九
月
十
一
日

士
一
七
九
(
元
禄
で
左
・
)
九
月
士
一
日

-
二
八
O
(元
禄
主
年
)
九
月
廿
一
日

}
二
八
一
(
元
禄
主
年
〉
九
月
廿
五
日

-
ニ
八
ニ
(
元
禄
十
五
年
)
九
月
廿
五
日

-
ニ
八
三
(
元
禄
主
年
)
九
月
廿
五
日

柳
沢
士
ロ
保
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

島
津
綱
貴
幸
一
回
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

於
萎
嫡
貴
誕
生

島
津
吉
貴
書
状

島
津
惟
久
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

焼
失
ノ
高
輪
第
新
造
成
ル

平
松
時
量
害
状

徳
川
綱
条
書
状

近
衛
家
照
害
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
絵
平
輝
貞
述
著
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
吉
貴
害
状

島
津
吉
貴
書
状

一
二
八
四
(
元
禄
五
年
)

一
二
八
五
(
元
禄
主
年
)

一
二
八
六
(
元
禄
玄
年
)

一
二
八
七
(
元
禄
豆
年
)

一
二
八
八
(
元
禄
芸
年
)

一
二
八
九
(
元
禄
主
年
)

一
二
九
O
(元
禄
十
手
)

一
二
九
一
(
元
禄
亙
年
)

一
二
九
二
(
元
禄
十
五
年
)

一
二
九
三

一
二
九
四

一
二
九
五

一
二
九
六
(
元
禄
五
年
)

一
二
九
七
(
元
禄
十
五
年
)

一
二
九
八
(
元
禄
去
年
)

一
二
九
九
(
一
元
禄
五
年
)

一三

O
O
(元
禄
十
五
年
)

一三

O
一
(
一
五
禄
五
年
)

一三

O
二
(
元
禄
五
年
)

一三

O
三
(
元
禄
十
五
年
)

一三

O
四
(
元
禄
王
年
)

一三

O
五
(
元
禄
五
年
)

一三

O
六

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
六
日

九
月
吉
日

十
月
朔
日

(
記
事
)

(
記
事
)

(
記
事
)

十
月
十
八
日

十
月
十
九
日

十
万
廿
三
日

十
月
廿
五
日

十
月
廿
三
日

十
月
廿
三
日

十
月
廿
五
日

十
月
廿
六
日

十
月
廿
六
日

十
月
廿
六
日

(
記
事
)

島
津
士
口
且
墨
田
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
忠
守
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
久
明
外
五
名
報
連
署
害
状

島
津
久
明
外
五
名
脅
迫
著
書
状

島
津
綱
貴
書
状

泉
坊
栄
鋲
害
状

字
宿
久
明
・
神
宮
司
純
正
連
署
害
状

島
津
忠
置
、
近
衛
家
照
ニ
一
謝
使
ヲ
致

ス芝
第
焼
亡
、
綱
吉
、
綱
貴
ヲ
見
舞
ハ

シ
ム

芝
第
焼
失

松
平
定
重
世
一
日
状

島
津
惟
久
害
状

近
衛
基
照
書
状

交
野
時
香
書
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
書
状

島
津
吉
貴
書
状

阿
部
正
武
書
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
著
書
-
状

島
津
忠
置
、
吉
貴
ニ
家
督
ヲ
謝
ス
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-
三

O
七
(
元
禄
十
五
年
)
十
一
月
朔
日

一三

O
八
(
元
禄
主
年
)
十
一
月
朔
日

}
三

O
九
(
元
禄
享
年
)
十
一
月
朔
日

一一」二

O
(元
禄
五
年
)
十
一
月
三
日

-
一
二
一
一
(
元
禄
正
年
)
十
一
月
六
日

ご
三
二
(
元
禄
玄
年
)
十
一
月
六
日

一

三

一

三

(

記

事

)

-
三
一
四
(
元
禄
玄
年
)
十
一
月
七
日

}
コ
二
五
(
元
禄
十
五
年
)
十
一
月
十
日

-
一
三
六
(
元
禄
十
五
年
)
十
一
月
十
一
日

一
三
一
七
(
元
禄
十
五
年
)
十
一
月
十
一
日

一

三

一

八

(

記

事

)

-
=
=
九
(
元
禄
主
年
)
十
一
月
十
二
日

}
三
二

O
(元
禄
で
五
年
)
十
一
月
十
三
日

三
二
一
二
(
元
禄
王
年
〉
十
一
月
十
三
日

一
三
一
二
二
(
元
禄
五
年
)
十
一
月
十
五
日

一
三
二
三
(
元
禄
玄
年
)
十
一
月
十
五
日

}
三
二
四
(
元
禄
五
年
)
十
一
月
十
六
日

一
三
二
五
(
元
禄
五
年
)
十
一
月
十
六
日

一
三
二
六
(
一
五
禄
五
年
)
十
一
月
十
六
日

一
三
二
七
(
元
禄
五
年
)
十
一
月
廿
一
日

一
三
二
八
(
元
禄
十
五
年
)
十
一
月
廿
一
日

-
三
二
九
(
元
禄
五
年
)
十
一
月
廿
三
日

-
三
三

O
(元
禄
去
年
)
十
一
月
廿
三
日

一
一
二
三
一
(
一
元
禄
十
五
年
)
十
一
月
廿
三
日

近
衛
法
照
害
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
書
状

某
書
状

島
津
吉
賞
害
状

稲
葉
知
通
書
状

品
宮
間
一
湖
地
莞
ス

戸
田
忠
利
害
状

阿
部
正
武
外
四
名
諦
連
署
杢
音

蓮
金
院
某
害
状

蓮
金
院
某
書
状

高
輪
第
新
造
、
陽
和
院
外
移
従
ス

阿
部
正
武
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
悦
久
請
書

阿
部
正
武
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

近
術
家
照
書
状

近
衛
家
久
骨
一
回
状

島
津
久
明
外
三
名
勝
連
署
述
書

島
津
久
明
外
三
名
器
連
署
達
書

島
津
久
明
外
三
名
均
一
連
著
述
書

一
三
三
二
(
元
禄
芸
年
)
十
一
月
廿
三
日

一
三
三
三
(
元
禄
妄
年
)
十
一
月
廿
三
日

一
三
三
四
(
元
禄
去
年
)
十
一
月
廿
三
日

一
三
三
五
(
元
禄
玄
年
)
十
一
月
什
七
日

一
三
三
六
(
元
禄
玄
年
)
十
一
月
廿
七
日

一
三
三
七
(
元
禄
玄
年
)
十
一
月
廿
八
日

一
三
三
八
(
元
禄
十
五
年
)
十
一
月
廿
九
日

一
三
三
九
(
元
禄
十
五
年
)
十
二
月
二
日

一
三
四
O
(元
禄
五
年
)
十
二
月
四
日

一
三
四
一
元
禄
五
年
十
二
月
六
日

一
三
四
二
(
元
禄
十
五
年
)
十
二
月
七
日

一
三
四
三
(
元
禄
十
五
年
)
十
二
月
七
日

一
三
四
四
元
禄
主
年
十
二
月
九
日

一
三
四
五
元
禄
主
年
十
二
月
十
一
日

一
三
四
六
(
元
禄
十
五
年
)
十
二
月
十
二
日

一
三
四
七
(
元
禄
十
五
年
)
十
二
月
十
二
日

一
三
四
八
(
一
万
一
禄
主
年
)
十
二
月
十
二
日

一
三
四
九
(
元
禄
五
年
)
十
二
月
十
三
日

一
三
五

O
(元
禄
十
五
年
)
十
二
月
十
四
日

二

二

五

一

(

記

事

)

一
三
五
二
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
十
四
日

一
三
五
三
(
元
扱
玄
年
)
十
二
月
十
四
日

一
三
五
回
(
元
禄
妄
年
)
十
二
月
十
四
日

一
三
五
五
(
元
禄
十
五
年
)
十
二
月
十
四
日

一
三
五
六
(
元
禄
五
年
)
十
二
月
十
五
日

島
沖
久
明
外
三
名
競
連
署
達
書

島
津
久
明
外
三
名
概
連
署
達
書

島
津
久
明
外
三
名
一
時
中
望
者
達
書

菊
池
武
信
・
米
良
陳
章
連
著
書
状

伊
東
祐
秋
川
外
二
名
連
署
害
状

字
宿
久
明
外
二
名
連
署
害
状

小
坂
昌
朝
外
二
名
連
署
書
状

戸
村
愛
忠
・
九
洋
見
定
春
連
著
書
状

菊
池
武
信
・
米
良
陳
章
連
著
者
状

米
良
権
左
衛
門
請
取
状

伊
東
祐
秋
外
三
名
連
署
書
状

小
坂
日
日
朝
外
二
名
逮
著
書
状

松
補
助
右
衛
門
請
取
状

恵
利
局
八
請
取
状

島
津
久
明
外
三
名
一
一
連
署
書
状

字
宿
久
明
外
二
名
連
署
書
状

字
宿
久
明
外
二
名
迫
著
書
状

稲
葉
正
通
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

芝
第
焼
亡
、
綱
吉
之
ヲ
見
舞
ハ
シ
ム

稲
葉
正
通
古
一
回
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
惟
久
書
状
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一
三
五
七
元
禄
十
五
年
十
二
月
十
五
日

一
三
五
八
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
十
五
日

一
三
五
九
(
元
禄
五
年
)
十
二
月
十
五
日

一
三
六

O
(元
禄
玄
年
)
十
二
月
十
五
日

一

一

二

六

一

(

記

事

)

一
三
六
二
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
十
六
日

一
三
六
三
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
十
八
日

一
三
六
四
(
元
禄
五
年
十
二
月
)

一
三
六
五
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
廿
二
日

二
ニ
六
六
(
元
禄
十
五
年
)
十
二
月
廿
三
日

一
三
六
七
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
廿
二
日

一
三
六
八
(
元
禄
十
五
年
)
十
二
月
廿
二
日

一
三
六
九
(
元
禄
十
五
年
)
十
二
月
廿
二
日

一
三
七

O
(元
禄
五
年
)
十
二
月
廿
二
日

一
三
七
一
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
廿
六
日

一
三
七
二
(
元
禄
十
五
年
)
十
二
月
廿
八
日

一
三
七
三
(
元
禄
主
年
)
十
二
月
廿
九
日

一

三

七

四

(

記

事

)

一
三
七
五
(
元
禄
十
六
年
)
一
月
二
日

↓
三
七
六
(
元
禄
十
六
年
)
一
月
三
日

一
三
七
七
(
元
禄
十
六
年
)
一
月
七
日

一
三
七
八
(
元
禄
十
六
年
)
一
月
七
日

一
三
七
九
(
元
禄
十
六
年
)
一
月
七
日

一
三
八

O
(元
禄
十
六
年
)
一
月
七
日

]
三
八
一
(
元
禄
十
六
年
〉
一
月
九
日

春
成
与
五
左
衛
門
請
取
状

島
津
久
明
外
五
名
報
連
署
書
状

島
津
久
年
書
状

松
平
頼
常
書
状

綱
貴
新
造
ノ
芝
第
-
一
移
徒
ス

伊
東
祐
秋
外
三
名
連
著
書
状

島
津
惟
久
書
状

陽
和
院
較
消
息

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
保
明
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

近
衛
基
照
害
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
害
状

宇
宿
久
明
外
二
名
連
署
請
書

平
松
時
量
書
状

島
津
吉
貴
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

島
津
久
雄
年
首
ノ
賀
使
ト
ナ
ル

相
良
頼
喬
害
状

島
津
綱
貴
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

多
国
院
尊
光
書
状

一
三
八
二
(
元
禄
十
六
年
)

一
三
八
三
(
元
禄
十
六
年
)

一
三
八
四
(
元
禄
采
年
)

一
三
八
五
(
元
禄
来
年
)

一
三
八
六
(
元
禄
十
六
年
)

一
三
八
七

一
三
八
八
(
元
禄
十
六
年
〉

一
三
八
九
(
元
禄
十
六
年
〉

一
三
九

O
(元
禄
十
六
年
)

一
三
九
一
(
元
禄
十
六
年
)

一
三
九
二
(
元
禄
十
六
年
)

一
三
九
三
(
元
禄
十
六
年
)

一
三
九
四
(
元
禄
十
六
年
)

一
三
九
五

一
三
九
六
(
元
禄
十
六
年
)

一
三
九
七
(
元
禄
宗
年
)

一
三
九
八
(
一
元
禄
来
年
)

一
三
九
九
(
元
禄
十
六
年
)

一
四

O
O
(元
禄
十
六
年
)

一
四
O
一
(
元
禄
十
六
年
)

一
四

O
二
(
元
禄
十
六
年
)

一
四

O
三
(
元
徒
十
六
年
)

一四
O
四
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
O
五
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
O
六
(
元
禄
十
六
年
)

一
月
九
日

一
月
十
一
日

一
月
十
一
日

一
月
十
二
日

一
月
十
三
日

一
月
十
三
日

一
月
十
五
日

一
月
十
六
日

一
月
十
八
日

一
月
十
八
日

一
月
廿
日

一
月
廿
一
日

一
月
廿
一
日

一
月
廿
二
日

一
月
廿
三
日

一
月
廿
五
日

一
月
廿
六
日

二
月
二
日

二
月
三
日

一
一
月
三
日

二
月
十
一
日

二
月
十
一
日

二
月
十
二
日

二
月
十
二
日

二
月
十
二
日

交
野
時
呑
書
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
輔
一
刊
連
署
状

多
国
院
尊
光
害
状

近
衛
基
同
書
状

近
衛
家
久
害
状

秋
元
喬
朝
書
状

徳
川
吉
通
害
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

別
所
常
治
書
状

竹
村
嘉
照
願
書

近
衛
基
照
書
状

島
津
吉
貴
書
状

近
衛
基
煎
書
状

鳥
居
忠
救
書
状

島
津
綱
貴
書
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
著
書
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
連
署
害
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状
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O
七
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禄
十
六
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一
四
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尖
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四
O
九
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来
年
)
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四
一

O
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禄
十
六
年
)

一
四
一
一
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
一
二
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
一
三
元
禄
尖
年

一
四
一
四

一
四
一
五
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
二
ハ
(
元
禄
来
年
)

一
四
一
七
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
一
八
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
一
九
(
元
禄
十
六
年
〉

一
四
二

O
(元
禄
十
六
年
)

一
四
一
二
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
一
三
元
禄
十
六
年

一
四
二
三
(
元
禄
十
六
年
)

一
回
二
四
(
元
禄
十
六
年
)

一
回
二
五

一
四
二
六
(
一
元
禄
十
六
年
)

一
四
二
七
(
一
元
禄
十
六
年
)

一
四
二
八
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
二
九
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
三

O
(元
禄
宗
年
)

一
四
=
二
(
元
禄
十
六
年
)

二
月
十
二
日

二
月
十
二
日

二
月
十
二
日

二
月
十
二
日

二
月
十
二
日

二
月
十
二
日

二
月
十
六
日

二
月
十
六
日

二
月
十
七
日

二
月
十
七
日

二
月
十
七
日

二
月
十
七
日

二
月
廿
七
日

二
月
晦
日

三
月
四
日

三
月
六
日

三
月
九
日

三
月
十
一
日

(
記
事
)

三
月
十
四
日

三
月
十
四
日

三
月
十
九
日

三
月
十
九
日

三
月
廿
二
日

三
月
廿
二
日

近
衛
基
照
害
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
書
状

進
藤
長
之
書
状

秋
元
朝
喬
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
述
磐
害
状

吉
村
僻
七
請
取
状

島
津
久
年
書
状

土
屋
政
直
害
状

徳
川
吉
字
書
状

菊
池
武
信
書
状

島
津
久
明
外
五
名
均
一
連
署
書
状

近
衛
基
照
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
籍
…
述
署
状

戸
村
愛
忠
外
二
名
述
署
警
状

富
沢
圧
左
衛
門
請
取
状

伊
集
院
久
美
外
二
名
連
署
害
状

島
津
吉
寅
害
状

吉
賞
参
府
ス

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
郷
貞
連
署
書
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

一
四
三
二
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
三
三
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
三
回
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
三
五

一
回
三
六
〈
元
禄
尖
年
)

一
四
三
七
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
三
八
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
三
九
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
四

O
(元
禄
十
六
年
)

一
四
四
一
(
元
禄
来
年
)

一
四
四
二
(
元
禄
尖
年
)

一
四
四
三
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
四
四
(
元
禄
十
六
年
)
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四
四
五
(
元
禄
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六
年
)
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四
四
六
(
元
禄
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六
年
)
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四
四
七
(
元
禄
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六
年
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八
(
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六
年
)
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四
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九
(
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六
年
)

一
四
五

O
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禄
十
六
年
)

一
四
五
一
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
五
二
(
元
禄
十
六
年
〉

一
四
五
三
(
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年
)

一
四
五
四
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
五
五
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
五
六

三
月
廿
七
百

三
月
廿
七
日

三
月
廿
七
日

(
記
事
〉

三
月
廿
九
日

三
月
廿
九
日

四
月
十
日

四
月
十
九
日

四
月
十
九
日

四
月
廿
二
日

四
月
廿
二
日

四
月
廿
七
日

四
月
廿
七
日

四
月
廿
九
日

四
月
廿
九
日

五
月
二
日

五
月
二
日

五
月
三
日

五
月
七
日

五
月
七
日

五
月
九
日

五
月
九
日

五
月
十
四
日

五
月
廿
七
日

(
記
事
)

土
産
政
直
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
述
著
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
諸
…
連
署
状

於
剛
捕
食
誕
生

土
屋
政
直
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
盟
自
主
国
状

阿
部
正
武
書
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
吉
保
・
M

信
平
輝
貞
述
署
害
状

阿
部
正
武
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
述
著
書
状

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

阿
部
正
武
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
述
署
窪
田
状

稲
葉
正
通
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

稲
葉
正
通
書
状

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
連
署
主
日
状

稲
葉
正
通
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
速
署
書
状

阿
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正
武
外
四
名
諜
…
連
署
状

土
屋
政
直
外
三
名
様
相
連
署
状

島
津
綱
貴
帰
国
ノ
暇
ヲ
賜
ハ
ル
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五
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五
九
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禄
宗
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)
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四
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六
一
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四
六
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年
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四
六
四
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禄
十
六
年
〕

一
四
六
五
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
六
六
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
六
七
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
六
八
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
六
九
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
七

O
(元
禄
十
六
年
)

一
四
七
一
(
元
禄
十
六
年
〉

一
四
七
二
(
元
禄
十
六
年
〉

一
四
七
三
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
七
四
(
元
禄
十
六
年
〉

一
四
七
五
(
元
禄
宗
年
〉

一
四
七
六
(
元
禄
十
六
年
〉

一
四
七
七
(
元
禄
宗
年
)

一
四
七
八
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
七
九
(
元
禄
十
六
年
)

}
四
八

O
(元
禄
十
六
年
〉

六
月
六
日

六
月
十
日

六
月
十
四
日

(
記
事
)

六
月
十
八
日

(
記
事
)

六
月
廿
一
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
六
日

七
月

四
日

五
日

七
月
十
日

七
月
十
一
日

七
月
十
二
日

七
月
十
二
日

七
月
廿
一
日

八
月
三
日

八
月
三
日

八
月
六
日

八
月
六
日

八
月
六
日

八
月
六
日

島
津
惟
久
書
状

島
津
惟
久
書
状

小
笠
原
長
童
書
状

綱
賞
、
鍋
三
郎
丸
蹴
ヲ
吉
賞
ノ
嫡
嗣

ト
ナ
ス

松
平
定
童
書
状

綱
貴
帰
国
ス

阿
部
正
武
外
四
名
鴇
師
連
署
一
本
書

小
笠
原
長
住
覚
書

小
笠
原
長
住
口
上
覚

小
笠
原
長
重
害
状

陽
和
院
齢
制
一
消
息

向
井
正
興
書
状

向
井
正
興
書
状

京
極
高
規
害
状

松
平
定
重
害
状

松
平
定
法
書
状

松
平
定
儀
書
状

島
津
吉
貴
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
諮
逗
署
状

大
田
好
敬
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
害
状

一
四
八
一
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
八
二
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
八
三
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
八
四
(
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禄
十
六
年
)

一
四
八
五
(
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禄
宗
年
)
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四
八
六
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四
八
七
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
八
八
(
元
禄
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六
年
)

一
四
八
九
(
元
禄
十
六
年
)
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四
九

O
(元
禄
十
六
年
)

一
四
九
一

一
四
九
二
(
元
禄
十
六
年
)

一
閉
九
三
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
九
四
元
禄
来
年

一
四
九
五
(
元
禄
十
六
年
)

一
四
九
六
(
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禄
十
六
年
)
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四
九
七
(
元
禄
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年
)
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四
九
八
(
元
禄
来
年
)

一
四
九
九
(
元
禄
宗
年
)
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O
O
(元
禄
十
六
年
)

一五

O
一
(
元
禄
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年
)

一五

O
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(
元
禄
尖
年
)

一五

O
ご
一
(
元
禄
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年
)

一五

O
四
(
元
禄
夫
年
)

一五

O
五
(
元
禄
十
六
年
)

八
月
六
日

八
月
六
日

八
月
六
日

八
月
六
日

八
月
八
日

八
月
十
四
日

八
月
廿
八
日

九
月
七
日

九
月
七
日

九
月
十
二
日

(
記
事
)

九
月
廿
二
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

島
津
吉
賞
害
状

島
津
吉
貴
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

法
印
尊
海
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
鰭
…
連
署
状

交
野
時
呑
書
状

近
衛
家
照
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

徳
川
綱
係
書
状

綱
貴
、
近
衛
邸
造
営
ヲ
助
成
ス

柳
沢
士
口
保
書
状

阿
部
正
武
書
状

島
津
綱
貴
公
帖

柳
沢
吉
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・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

島
津
久
明
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四
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均
一
連
署
害
状

島
津
久
明
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四
名
均
一
連
署
書
状

柳
沢
吉
保
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
久
明
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四
名
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連
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書
状

島
津
久
明
外
四
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署
害
状
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五
一
五
(
元
禄
宍
年
)

一
五
一
六
(
元
禄
十
日
年
)

一
五
一
七
(
元
禄
尖
年
)

一
五
一
八
(
元
禄
十
六
年
)

一
五
一
九

一
五
二

O
(一
元
禄
十
六
年
)
十
月
十
三
日

一
五
一
一
一
(
元
禄
十
六
年
)
十
月
十
三
日

一
五
二
二
(
一
元
禄
十
六
年
)
十
月
十
三
日

一
五
二
三
(
一
五
禄
十
六
年
)
十
月
十
五
日

一
五
二
回
(
元
禄
十
六
年
)
十
一
月
四
日

一
五
二
五
(
元
禄
来
年
)
十
一
月
四
日

一
五
二
六
(
元
禄
十
六
年
)
十
一
月
五
日

一
五
二
七
(
元
禄
十
六
年
)
十
一
月
六
日

一
五
二
八
(
元
禄
十
六
年
)
十
一
月
九
日

一
五
二
九
(
元
禄
十
六
年
)
十
一
月
十
日

}
五
三

O
(元
禄
十
六
年
)
十
一
月
十
三
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

十

月

四

日

十
月

十
月

十
月

十
月

十
月

十
月

十
月

七六五五五四四
日日日日臼日目

島
津
久
明
外
四
名
紙
連
出

V

利
害
状

島
津
久
明
外
四
名
均
一
連
盟
主
状

島
沖
久
輝
害
状

島
津
久
輝
害
状

烏
津
久
輝
害
状

阿
部
正
武
外
四
名
時
州
連
者
状

柳
沢
士
口
保
・
松
ヰ
輝
氏
述
山
者
苫
状

島
津
吉
責
害
状

近
衛
基
照
書
状

近
術
家
限
害
状

近
衛
家
久
吉
状

進
H

隊長一

ω外
一
二
名
述
著
書
状

徳
川
士
口
字
書
状

永
井
直
因
・
別
所
常
治
連
暑
苦
状

平
松
時
方
書
状

烏
津
綱
貴
害
状

交
野
時
呑
害
状

島
津
吉
責
主
状

島
津
吉
血
草
川
状

島
津
吉
貫
主
日
状

小
笠
原
長
童
書
状

柳
沢
吉
保
・
M

似
平
郎
氏
述
署
害
状

島
津
吉
貴
書
状

交
野
時
呑
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
耕
一
刊
連
取
引
山
本
書

一
五
=
二
(
元
禄
十
六
年
)
十
月
十
五
日

一
五
三
二
(
元
禄
十
六
年
)
十
一
日
川
十
五
日

一
五
三
三
(
元
禄
十
六
年
)
十
一
月
廿
五
臼

一
五
三
四
(
人
ん
ね
十
六
年
)
十
一
月
廿
五
日

一
五
三
五
(
元
禄
宍
年
)
十
一
月
廿
六
日

一
五
三
六
(
一
五
い
は
λ
年
)
十
一
刀
廿
七
日

一
五
三
七
(
元
禄
玄
年
)
十
一
月
廿
九
日

一
五
三
八
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
朔
日

一
五
三
九
(
元
禄
入
年
)
十
二
月
四
日

一
五
凹
O
(元
禄
十
六
年
)
十
二
月
六
日

一
五
四
一
(
一
凡
禄
宗
年
)
十
二
月
六
日

一
五
四
二
(
一
元
禄
来
年
)
十
二
月
六
日

一
五
四
三
(
元
禄
尖
年
)
十
二
月
十
日

一
五
四
四
(
一
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
十
一
日

一

五

四

五

十

二

月

十

一

日

一
五
四
六
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
十
四
日

一
五
四
七
(
一
一
ん
禄
十
六
年
)
十
二
月
十
四
日

一
五
凹
八
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
十
五
日

一
五
四
九
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
十
五
日

一
五
五

O
(元
禄
ト
六
年
)
十
二
月
十
五
日

一
五
五
一
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
十
六
日

一
五
五
二
(
元
禄
宗
年
)
十
二
月
十
六
日

一
五
五
三
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
十
六
日

一
五
五
四
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
十
六
日

一
五
五
五
(
元
禄
尖
年
)
十
二
月
十
八
日

口
洋
士
口
良
害
状

烏
津
吉
貫
主
日
状

鳥
居
忠
救
書
状

烏
津
惟
久
害
状

島
津
吉
責
主
日
状

阿
部
正
武
外
四
名
部
州
連
山
者
状

阿
部
正
式
外
四
名
鵠
州
述
持
状

島
津
惟
久
書
状

島
津
吉
民
主
回
状

平
松
時
長
吉
状

平
松
時
方
害
状

石
井
行
政
書
状

徳
川
吉
字
書
状

秋
一
五
一
筒
朝
言
状

稲
支
正
通
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
鵠
州
連
山
者
状

島
津
惟
久
書
状

島
津
吉
武
害
状

土
屋
政
問
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

近
衛
某
照
書
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
宝
田
状

烏
津
悦
久
害
状

pu-
qυ 

ハ
川
U



一
五
五
六
(
一
元
禄
十
六
年
)
十
二
月

一
五
五
七
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
廿
二
日

一
五
五
八
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
廿
三
日

一
五
五
九
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
廿
三
日

一
五
六
O
(元
禄
十
六
年
)
十
二
月
廿
七
日

一
五
六
一
(
元
禄
来
年
)
十
二
月
廿
七
日

一
五
六
二
(
元
禄
十
六
年
)
十
二
月
廿
九
日

一
五
六
三
(
元
禄
五
年
)
一
月
十
一
日

一
五
六
回
(
元
禄
五
年
)
一
月
十
一
日

一
五
六
五
(
元
禄
十
七
年
)
一
月
十
一
日

一
五
六
六
(
元
禄
五
年
)
一
月
十
一
日

一
五
六
七
(
元
禄
主
年
)
一
月
十
一
日

一
五
六
八
(
元
禄
主
年
)
一
月
十
一
日

一
五
六
九
(
元
禄
十
七
年
)
一
月
十
二
日

一
五
七

O
(元
禄
主
年
)
一
月
十
五
日

一
五
七
一
(
元
禄
五
年
)
一
月
十
五
日

一
五
七
二
(
元
禄
主
年
)
一
月
十
六
日

一
五
七
三
(
元
禄
主
年
)
一
月
十
六
日

一
五
七
回
(
元
禄
十
七
年
)
一
月
十
六
日

一
五
七
五
(
元
禄
五
年
)
一
月
十
八
日

一
五
七
六
(
元
禄
五
年
)
一
月
十
八
日

一
五
七
七
(
元
禄
主
年
)
一
月
廿
二
日

一
五
七
八
(
元
禄
十
七
年
)
一
月
廿
三
日

一
五
七
九
(
元
禄
十
世
年
)
一
月
廿
三
日

一
五
八

O
(元
禄
主
年
)
一
月
廿
五
日

幕
府
老
中
達
書

松
平
輝
貞
害
状

土
屋
政
直
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

島
津
吉
貴
書
状

徳
川
信
庸
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

琉
球
国
司
尚
貞
書
状

読
谷
山
王
子
尚
益
書
状

琉
球
国
司
尚
貞
害
状

中
城
王
子
尚
純
書
状

読
谷
山
王
子
尚
益
書
状

阿
部
正
武
外
四
名
鰭
…
連
署
状

島
津
綱
貴
害
状

秋
元
喬
朝
害
状

柳
沢
士
口
保
・
村
松
‘
平
輝
貞
連
盟
利
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

烏
居
忠
救
害
状

松
平
定
直
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
照
害
状

池
田
吉
明
書
状

稲
葉
正
通
書
状

土
屋
政
直
害
状

一
五
八
一
(
元
禄
Z
年
)

一
五
八
二
(
元
禄
十
七
年
)

一
五
八
三
(
元
禄
十
七
年
)

一
五
八
四
(
元
禄
五
年
)

一
五
八
五
(
一
元
禄
五
年
)

一
五
八
六
(
元
禄
十
七
年
)

一
五
八
七
(
元
禄
十
七
年
)

一
五
八
八
(
元
禄
主
年
)

(
マ
マ
)

一
五
八
九
(
元
禄
主
年
)

一
五
九

O
(元
禄
十
七
年
)

一
五
九
一
(
元
禄
十
七
年
)

一
五
九
二
(
元
禄
五
年
)

一
五
九
三
(
元
禄
十
七
年
)

一
五
九
四
(
元
禄
五
年
)

一
五
九
五

一
五
九
六
(
元
禄
十
七
年
)

一
五
九
七
(
元
禄
十
七
年
)

一
五
九
八
(
元
禄
五
年
)

一
五
九
九
(
元
禄
主
年
)

一
六
O
O

二
ハ
O
一
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
O
二
(
元
禄
十
七
年
)

一六
O
三
(
元
禄
右
年
)

一ムハ
O
四
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
O
五
(
元
禄
十
七
年
)

一
月
廿
五
日

一
月
晦
日

二
月
朔
日

二
月
朔
日

二
月
朔
日

二
月
三
日

二
月
三
日

二
月
四
日

一
一
月
四
日

二
月
五
日

二
月
六
日

二
月
六
日

二
月
六
日

二
月
六
日

(
記
事
)

二
月
十
日

二
月
十
日

二
月
十
日

二
月
十
二
日

(
記
事
)

二
月
十
四
日

二
月
十
五
日

二
月
十
六
日

二
月
十
六
日

二
月
十
六
日

宗
義
方
幸
一
日
状

島
津
士
口
貴
書
状

近
衛
慕
照
害
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
請
書

島
津
久
房
家
紋
ヲ
拝
領
ス

島
津
綱
貴
書
状

鳥
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

進
藤
長
房
書
状

伊
集
院
久
品
等
琉
球
ニ
在
番
ス

阿
部
正
武
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
口
上
覚

-1037-



二
ハ
O
六
(
元
禄
五
年
)

二
ハ
O
七
(
元
禄
十
七
年
)

二
ハ
O
八
(
元
禄
石
年
)

二
ハ
O
九

一
六
一

O
(元
禄
毛
年
)

一
六
一
一
(
元
禄
五
年
)

二
ハ
一
二
(
元
禄
十
七
年
)

も一ムハ一一ニ

二
ハ
一
四

二
ハ
一
五
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
二
ハ
(
元
禄
主
年
)

一
六
一
七
(
元
禄
十
七
年
)

二
ハ
一
八
(
元
禄
主
年
)

二
ハ
一
九
(
元
禄
十
七
年
)

二
ハ
ニ

O
(元
禄
十
七
年
)

二
つ
二
(
元
緑
十
七
年
)

一
六
二
二
(
元
禄
主
年
)

二
ハ
二
三
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
二
四
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
二
五
〈
元
禄
右
年
)

一
六
二
六
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
二
七

一
六
二
八
(
元
禄
五
年
)

一
六
二
九
(
元
禄
十
七
年
)

二
ハ
三
O
〈
元
禄
十
七
年
)

二
月
十
八
日

二
月
十
八
日

二
月
廿
二
日

(
記
事
)

二
月
廿
五
日

二
月
廿
五
日

二
月
廿
五
日

二
月
廿
五
日

(
記
事
)

二
月
廿
七
日

二
月
廿
七
日

二
月
廿
八
日

二
月
廿
八
日

二
月
廿
八
日

一
一
月
廿
九
日

三
月
朔
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
六
日

一
二
月
六
日

三
月
十
日

(
記
事
)

三
月
十
日

三
月
十
日

三
月
十
日

島
津
綱
貴
局
番

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
害
状

廃
城
ノ
本
丸
復
興
ス

別
所
常
治
・
石
尾
氏
信
輯
楠
連
署
書
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
害
状

綱
貴
復
興
ノ
本
丸
へ
移
徒
ス

島
津
綱
貴
書
状

柳
沢
士
口
保
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

島
津
綱
貴
口
上
覚

阿
部
疋
武
外
四
名
槽
師
連
署
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
金
百
状

島
津
綱
貴
書
状

綱
貴
参
勤
ノ
途
ニ
ア
リ

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
金
百
状

島
津
綱
黄
金
回
状

一
六
一
三
(
元
禄
石
年
)

一4
ハ一ニ二

一ムハ一二三

一
六
三
四
(
元
禄
十
七
年
)

二
ハ
三
五
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
三
六
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
三
七
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
三
八
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
三
九
(
元
禄
右
年
)

一
六
回
O
(元
禄
十
七
年
)

一
六
四
一
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
四
二
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
四
三
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
四
回
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
四
五
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
四
六
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
四
七

一
六
四
八
(
元
禄
十
七
年
)

二
ハ
四
九
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
五

O
(元
禄
十
七
年
)

一
六
五
一

一
六
五
二
(
元
禄
十
七
年
)

一
六
五
三
(
元
禄
五
年
)

一
六
五
四
(
元
禄
十
七
年
)

月

十

日

(
記
事
)

(
記
事
)

三
月
廿
二
日

月
廿
三
日

月

晦

日

四 四 四 四 四 四四四四四四四三三三三
月月月月月月月月月月月月月月月月

九 六 六 五 五 五五五五五四三晦晦晦晦
日日日日日日日日日日日日日日日日

島
津
綱
貴
脅
状

賓
永
改
元

綱
貴
時
鐙
ヲ
城
下
-
一
設
ケ
、
大
乗
院

覚
雲
コ
レ
ニ
銘
ス

島
津
吉
貴
害
状

陽
和
院
獣
消
息

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

陽
和
院
較
消
息

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
請
書

中
城
王
子
尚
純
書
状

中
城
王
子
尚
純
書
状

琉
球
国
司
尚
貞
害
状

琉
球
国
司
尚
貞
書
状

中
城
王
子
尚
純
書
状

中
城
王
子
尚
純
書
状

中
城
王
子
尚
純
書
状

島
津
綿
貫
口
上
覚

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
請
書

-1038-



一
六
五
五
(
元
禄
毛
年
)

一
六
五
六
〈
元
禄
十
七
年
)

一
六
五
七
(
元
禄
右
年
〉

一
六
五
八
(
元
禄
享
年
〉

一
六
五
九
(
元
禄
右
年
)

一
六
六
O
(元
禄
十
七
年
〉

二
ハ
六
一
(
元
禄
十
七
年
〉

二
ハ
六
二
(
元
禄
主
年
〉

一六ムハ一ニ

二
ハ
六
回
(
元
禄
右
年
)

二
八
六
五
(
元
禄
毛
年
〉

二
ハ
ム
ハ
ム
ハ
(
元
禄
主
年
〉

二
ハ
六
七
(
元
禄
石
年
〉

二
ハ
六
八
(
元
禄
五
年
)

一
六
六
九
(
元
禄
右
年
)

二
ハ
七

O
(元
緑
毛
年
〉

一
六
七
一
(
元
禄
主
年
〉

一
六
七
二
(
元
禄
十
七
年
〉

二
ハ
七
三
(
元
禄
石
年
)

一
六
七
四
(
元
禄
右
年
〉

一
六
七
五

一
ム
ハ
七
六
(
賓
永
元
年
)

二
ハ
七
七
(
賓
永
元
年
)

一
六
七
八

一
六
七
九
(
賓
永
一
元
年
)

四
月
九
日

四
月
十
日

四
月
十
日

四
月
十
日

四
月
十
日

四
月
十
日

四
月
十
日

四
月
十
二
日

四
月
十
二
日

四
月
十
五
日

四
月
十
七
日

四
月
十
八
日

四
月
十
八
日

四
月
十
八
日

四
月
十
八
日

四
月
十
八
日

四
月
十
八
日

四
月
十
九
日

四
月
十
九
日

(
記
事
)

四
月
廿
八
日

四
月
廿
八
日

(
記
事
)

四
月
廿
九
日

島
津
綱
貴
請
書

読
谷
山
王
子
尚
益
害
状

読
谷
山
王
子
尚
益
害
状

読
谷
山
王
子
尚
益
害
状

読
谷
山
王
子
尚
益
害
状

読
谷
山
王
子
尚
益
書
状

建
部
政
字
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

陽
和
院
一
較
消
息

島
津
綱
貴
書
状

徳
川
頼
方
書
状

近
衛
家
久
書
状

徳
川
綱
係
書
状

徳
川
吉
字
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

戸
田
忠
利
害
状

松
平
頼
純
書
状

本
圧
宗
俊
書
状

照
高
院
宮
道
尊
害
状

賓
永
改
元

阿
部
正
武
埜
一
名
議
連
安

島
津
綱
貴
請
書

綱
貴
増
上
寺
火
ノ
番
ヲ
動
ム

阿
部
正
武
外
三
名
詩
連
署
状

一
六
八

O
(賓
永
元
年
)

二
ハ
八
一

二
ハ
八
二
(
賓
永
元
年
)

二
ハ
八
三
(
質
永
元
年
)

一
六
八
四
(
賓
永
元
年
)

一
六
八
五
(
賓
永
元
年
)

一
六
八
六
(
賓
永
元
年
)

一
六
八
七
(
賓
永
元
年
)

二
ハ
八
八

二
ハ
八
九
(
賓
永
一
五
年
)

一ムハ九

O
(賓
永
一
五
年
)

一
六
九
一
(
賓
永
元
年
)

一
六
九
二
(
賓
永
元
年
)

一
六
九
三
(
賓
永
元
年
)

一
六
九
四
(
賓
永
元
年
)

一
六
九
五
(
賓
永
元
年
)

一
六
九
六
(
賓
永
元
年
)

二
ハ
九
七
(
賓
永
元
年
)

二
ハ
九
八
(
質
永
元
年
)

一
六
九
九

一七

O
O
(賓
永
元
年
)

一七

O
一
(
貧
永
元
年
)

一七

O
二
(
賓
永
元
年
)

一七
O
三
(
賓
永
元
年
)

一七

O
四
(
賓
永
元
年
)

四
月
廿
九
日

(
記
事
)

五
月
四
日

五
月
九
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
三
日

五
月
十
五
日

(
記
事
)

五
月
十
六
日

五
月
十
八
日

五
月

五
月
廿
一
日

五
月
廿
五
日

五
月
廿
五
日

五
月
廿
五
日

六
月
二
日

六
月
二
日

六
月
二
日

(
記
事
)

六
月
十
四
日

六
月
十
六
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
四
日

島
津
綱
貴
請
書

綱
貴
参
府
シ
テ
綱
士
口
ニ
一
謁
ス

土
屋
政
直
書
状

土
屋
政
直
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

徳
川
綱
吉
御
内
書

吉
貴
帰
国
ス

平
松
時
方
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
覚
書

稲
葉
正
通
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
書
状

綱
貴
江
戸
ニ
病
ム

島
津
吉
貴
金
百
状

島
津
忠
直
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

島
津
綱
貴
書
状

阿
部
正
武
書
状
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一
七

O
五
(
賢
永
元
年
)

一
七

O
六
(
賓
永
五
年
)

一七

O
七
(
賓
永
元
年
)

一
七

O
八
(
資
永
元
年
)

一七

O
九
(
賓
永
一
五
年
)

一
七
一

O
(賓
永
元
年
)

一
七
一
一
(
賓
永
元
年
)

一
七
一
二
(
賓
永
元
年
)

一
七
一
三
(
賓
永
一
元
年
)

一
七
一
回

一
七
一
五
(
賓
永
元
年
)

一
七
一
ム
ハ
(
賓
永
元
年
)

一
七
一
七
(
賓
永
元
年
)

一
七
一
八
(
貿
永
元
年
)

一
七
一
九
(
賓
永
元
年
)

一
七
二

O

一
七
一
一
一

一
七
二
二
(
賓
永
元
年
)

一
七
二
三
(
賓
永
元
年
)

一
七
二
四
(
賢
永
元
年
)

一
七
二
五
(
資
永
元
年
)

一
七
一
一
六
(
賓
永
一
兄
年
)

一
七
二
七
(
賓
永
元
年
)

一
七
二
八
(
賓
永
元
年
)

一
七
二
九
(
賓
永
元
年
)

六
月
廿
五
日

六
月
廿
五
日

六
月
廿
七
日

六
月
廿
七
日

六
月
廿
八
日

六
月
廿
九
日

七
月
三
日

七
月
三
日

七
月
三
日

(
記
事
)

七
月
廿
二
日

七
月
廿
七
日

七
月
廿
七
日

七
月
廿
七
日

八
月
朔
日

(
記
事
)

(
記
事
)

八
月
二
日

八
月
三
日

八
月
二
日

八
月
二
臼

八
月
三
日

八
月
十
四
日

八
月
十
四
日

八
月
十
四
日

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
幸
一
回
状

秋
元
喬
朝
害
状

島
津
綱
貴
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
盟
有
害
状

本
庄
宗
俊
害
状

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
貴
請
書

島
津
久
福
託
生

島
津
綱
貴
口
上
党

島
津
綱
貴
害
状

島
津
綱
損
害
状

島
津
綱
貴
書
状

島
津
綱
貴
害
状

綱
吉
、
綱
貴
ノ
病
ヲ
問
ハ
シ
ム

綱
貴
ノ
病
進
ム

絵
平
定
直
・
同
定
霊
速
署
願
書

稲
葉
正
通
書
状

石
尾
氏
信
・
佐
久
間
信
就
連
署
害
状

阿
部
正
式
外
四
名
詩
…
連
署
奉
書

阿
部
正
武
外
四
名
誇
連
署
状

進
隊
長
一
民
外
三
名
連
署
害
状

進
藤
長
房
外
三
名
連
署
書
状

進
藤
長
一
民
外
三
名
速
署
害
状

一
七
三

O
(賓
永
元
年
〉

一
七
一
二
一
(
賓
永
元
年
)

一
七
三
二
(
賓
永
元
年
)

一
七
三
三

一
七
三
回
(
賓
永
元
年
)

一
七
三
五
(
賓
永
元
年
)

一
七
三
六
(
賓
永
一
万
年
)

一
七
三
七
(
賓
永
一
元
年
)

一
七
三
八
(
資
永
元
年
)

一
七
三
九
(
賢
永
元
年
)

一
七
四
O
(賓
永
元
年
)

一
七
四
一

一
七
四
二
(
賢
永
元
年
)

一
七
四
三

一
七
四
四
(
賓
永
元
年
)

一
七
四
五
(
賛
永
元
年
)

一
七
四
六
(
賢
永
元
年
)

一
七
四
七
(
賓
永
元
年
)

一
七
四
八
(
賓
永
元
年
)

一
七
四
九
(
資
永
元
年
)

一
七
五

O
(貿
永
元
年
)

一
七
五
一
(
賛
永
一
見
年
)

一
七
五
二
(
資
永
元
年
)

一
七
五
三
(
賓
永
一
元
年
)

一
七
五
回
(
軍
氷
元
年
)

八
月
十
八
日

八
月
廿
日

八
月
廿
二
日

(
記
事
)

八
月
廿
七
日

八
月
廿
八
日

八
月
廿
九
日

八
月
晦
日

八
月
晦
日

八
月
晦
日

九
月
朔
日

(
記
事
)

九
月
四
日

(
記
事
)

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

阿
部
正
武
外
三
名
器
開
…
速
署
状

島
津
綱
貴
口
上
覚

烏
津
綱
員
口
上
覚

綱
吉
、
綱
貴
ノ
病
ヲ
間
ハ
シ
ム

稲
葉
正
通
書
状

島
津
綱
貴
口
上
党

稲
葉
正
通
書
状

土
屋
政
直
外
三
名
詩
…
連
署
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

稲
葉
正
通
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
述
署
害
状

将
軍
綱
吉
、
綱
貴
ノ
病
ヲ
間
ハ
シ
ム

長
岡
是
康
外
五
名
連
署
害
状

幕
府
、
綱
貴
ノ
病
ヲ
見
舞
ブ

小
笠
原
長
重
書
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

柳
沢
吉
保
・
松
平
輝
貞
連
署
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
士
口
貫
主
臼
状

島
津
吉
貫
害
状

島
津
吉
賞
金
田
状

島
津
士
口
貴
書
状

白
津
吉
良
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
士
口
貴
害
状
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一
七
五
五
(
資
永
元
年
)

一
七
五
六
(
賓
永
元
年
)

一
七
五
七
(
賓
永
一
苅
年
)

-
七
五
八
(
賓
永
元
年
)

一
七
五
九
(
賓
永
一
五
年
〉

一
七
六
O

一
七
六
一
(
賓
永
元
年
)

一
七
六
二
〔
賓
永
元
年
〕

一
七
六
三

一
七
六
四
(
資
永
元
年
)

一
七
六
五
(
資
永
元
年
)

一
七
六
六
(
資
永
元
年
)

一
七
六
七
(
賓
永
元
年
)

一
七
六
八
賓
永
元
年

-
七
六
九

一
七
七

O
(賓
永
元
年
)

一
七
七
一
(
賓
永
元
年
)

一
七
七
二
(
賓
永
元
年
)

一
七
七
三
(
賓
永
元
年
)

一
七
七
四
(
資
永
元
年
)

一
七
七
五
(
賓
永
元
年
〉

一
七
七
六
(
賓
永
元
年
)

一
七
七
七
(
賓
永
元
年
)

一
七
七
八
(
賓
永
元
年
〉

一
七
七
九
(
賓
永
元
年
〉

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

九
月
十
八
日

九
月
十
八
日

(
記
事
)

九
月
十
九
日

九
月
十
九
日

(
記
事
)

九
月
廿
一
日

九
月
廿
二
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

(
記
事
)

九
月
廿
七
日

九
月
廿
八
日

九
月
廿
八
日

九
月
廿
八
日

九
月
廿
八
日

九
月
廿
八
日

九
月
廿
八
日

九
月
廿
八
日

九
月
廿
八
日

九
月
廿
八
日

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
害
状

新
納
久
珍
書
状

小
笠
原
長
重
害
状

柳
沢
士
口
保
・
松
平
輝
貞
連
著
書
状

綱
賞
、
芝
第
二
一
逝
ク

酒
井
忠
凶
口
上
書

島
津
吉
島
県
}
套
U

綱
貴
逝
去
、
法
要
ヲ
営
ム

島
津
吉
貴
口
上
書

島
津
吉
貴
害
状

川
上
久
重
覚
書

川
上
久
重
覚
書

島
津
吉
貴
証
状

綱
貴
遺
体
江
戸
ヲ
発
シ
薩
摩
-
一
赴
ク

新
納
久
珍
害
状

島
津
久
輝
書
状

島
津
久
輝
害
状

島
津
久
輝
害
状

島
津
久
輝
害
状

島
津
久
輝
書
状

島
津
久
輝
書
状

島
津
久
輝
書
状

島
津
久
輝
書
状

島
津
久
輝
書
状

一
七
八
O
〈
賓
永
元
年
)

一
七
八
一
(
賓
永
元
年
)

一
七
八
二
(
賓
永
元
年
)

一
七
八
三
(
資
永
元
年
)

一
七
八
四
(
賓
永
一
元
年
)

一
七
八
五
(
賓
永
元
年
)

一
七
八
六
(
資
永
元
年
)

一
七
八
七
(
賓
永
元
年
)

一
七
八
八
(
賓
永
元
年
)

一
七
八
九
(
賓
永
一
五
年
)

一
七
九

O
資
永
元
年

一
七
九
一

一
七
九
二

一
七
九
三

一
七
九
四

一
七
九
五

一
七
九
六

一
七
九
七

一
七
九
八

一
七
九
九

一八

0
0

一八
O
一

一八

O
二

一八

O
三

一
八

O
四

九
月
廿
八
日

九
月
廿
九
日

九
月
晦
日

九
月
晦
日

九
月
晦
日

九
月
晦
日

九
月
晦
日

九
月
晦
日

九
月
晦
日

九
月
晦
日

十
月

島
津
久
輝
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
久
輝
外
四
名
予
告
章
一
百
状

島
津
久
輝
外
四
名
空
港
署
書
状

島
津
久
輝
一
外
四
名
報
連
磐
害
状

島
津
久
輝
外
四
名
器
連
署
書
状

島
津
久
輝
外
四
名
報
連
署
書
状

島
津
久
輝
外
四
名
鵠
連
署
書
状

島
津
久
輝
外
四
名
縁
遠
著
書
状

島
津
久
輝
外
四
名
均
一
連
著
書
状

島
津
綱
貴
霊
塔
碑
誌

島
津
綱
貴
墓
誌
銘

士
口
賞
、
綱
貴
ヲ
葬
送
シ
祭
文
ヲ
献
ス

島
津
士
口
貴
弔
辞

綱
貴
葬
礼
次
第

島
津
久
住
祭
文

島
津
久
輝
祭
文

島
津
忠
直
祭
文

島
津
久
兵
祭
文

島
津
久
竹
祭
文

佐
多
久
遠
祭
文

島
津
久
晃
祭
文

島
津
忠
置
祭
文

種
子
島
久
時
祭
文

島
津
惟
久
祭
文

-1041一



一
八

O
五

一
八

O
六

一
八

O
七

-八
O
八

一八
O
九

一
八
一

O

一
八
一
一
(
賓
永
元
年
)
十
月
廿
八
日

一
八
一
二
(
賓
永
元
年
)
十
月
廿
八
日

一

八

一

三

(

記

事

)

一
八
一
四
(
賓
永
元
年
)
十
一
月
十
二
日

一
八
一
五
(
資
永
元
年
)
十
一
月
十
二
日

一
八
一
六
(
資
永
一
五
年
)
十
一
月
十
二
日

一
八
一
七
(
賓
永
元
年
)
十
一
月
十
二
日

一

八

一

八

(

記

事

)

一
八
一
九

一
八
二

O

一
八
二
一

一
八
二
二

一
八
二
三

一

八

二

四

(

記

事

)

一

八

二

五

(

記

事

)

一

八

二

六

(

記

事

)

一

八

二

七

〈

記

事

)

}
八
二
八
(
資
永
元
年
)
十
一
月
廿
三
日

一
八
二
九
(
賓
永
元
年
)
十
一
月
廿
五
日

(
記
事
)

調
度
重
次
祭
文

龍
禅
寺
霊
屋
和
尚
偏

鋤
海
高
元
泰
祭
文

綱
貴
ノ
遺
物
ヲ
将
軍
以
下
ニ
贈
ル

琉
球
国
王
尚
貞
祭
文
ヲ
献
ス

綱
貴
霊
培
銘

土
屋
政
直
外
三
名
様
柑
連
署
一
状

島
津
吉
貴
請
書

吉
良
、
綱
貴
ノ
遺
領
ヲ
継
ク

土
屋
政
直
外
四
名
議
一
連
署
状

島
津
吉
貴
請
書

登
城
令
書

島
津
吉
賞
請
書

吉
賞
、
家
臣
等
ト
共
ニ
将
軍
ニ
謁
ス

島
津
吉
賞
進
上
目
録

島
津
吉
賞
進
上
太
刀
之
覚

島
津
吉
貴
進
上
目
録

島
津
綱
貴
遺
物
進
上
目
録

島
津
綱
貴
遺
物
進
上
目
録

島
津
久
連
、
将
軍
ニ
謁
ス

島
津
久
停
、
畳
軍
-
一
謁
ス

島
津
久
明
、
将
軍
ニ
謁
ス

島
津
久
健
、
将
軍
ニ
謁
ス

島
津
吉
貴
害
状

島
津
吉
貴
口
上
書

一
八
三

O
(賓
永
元
年
)
十
一
月
廿
七
日

一
八
一
二
一
(
賓
永
元
年
)
十
一
月
廿
九
日

一
八
三
ニ
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
四
日

一
八
コ
二
ニ
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
四
日

一
八
三
四
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
四
日

一
八
三
五
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
五
日

一

八

三

六

(

記

事

)

一
八
三
七
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
五
日

一
八
三
八
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
五
日

一
八
三
九
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
十
日

一
八
四

O
(賓
永
元
年
)
十
二
月
十
日

一
八
四
一
貫
永
一
克
年
十
二
月
十
一
日

一
八
四
二
賓
永
元
年
十
二
月
十
一
日

一
八
四
三
賓
永
元
年
十
二
月
十
一
日

一

八

四

四

(

記

事

)

一
八
四
五
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
十
四
日

一
八
四
六
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
十
四
日

一

八

四

七

(

記

事

)

一
八
四
八
(
資
永
元
年
)
十
二
月
十
四
日

一
八
四
九
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
十
八
日

一
八
五

O
(資
永
元
年
)
十
二
月
廿
一
日

一
八
五
一
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
一
日

一
八
五
二
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
一
日

一
八
五
三
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
一
日

一
八
五
四
(
寅
永
元
年
)
十
二
月
廿
一
日

島
津
士
口
貴
書
状

伊
達
吉
村
書
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

平
松
時
方
書
状

吉
貴
、
将
軍
養
君
ノ
事
ヲ
賀
ス

土
屋
政
直
外
四
名
譜
一
連
署
状

島
津
士
口
貴
請
書

土
屋
政
直
外
四
名
議
…
連
署
状

島
津
吉
貴
請
書

土
屋
政
直
外
四
名
議
連
署
重
一
日

島
津
吉
責
任
左
近
衛
権
少
将
口
宣
案

島
津
吉
賞
任
左
近
衛
権
少
将
宣
旨

吉
貴
近
衛
権
少
将
ニ
任
セ
ラ
ル

島
津
吉
貴
伺
書

島
津
吉
貴
請
書

士
ロ
貴
芝
屋
舗
ニ
移
徒
ス

土
屋
政
直
外
四
名
籍
連
署
状

小
笠
原
長
童
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

平
松
時
方
書
状

島
津
士
ロ
貴
書
状

島
津
吉
貴
害
状
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ザ
八
五
五

一
八
五
六

(
記
事
)

一
八
五
七
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
三
日

一
八
五
八
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
三
日

一
八
五
九
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
三
日

一
八
六
O
(賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
三
日

-
八
六
一
(
賓
永
元
年
〉
十
二
月
廿
三
日

一
八
六
二
(
賓
永
元
年
〉
十
二
月
廿
三
日

一
八
六
三
(
賓
永
元
年
〉
十
二
月
廿
三
日

一
八
六
四
(
賓
永
元
年
〉
十
二
月
廿
三
日

一
八
六
五
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
六
日

一
八
六
六
(
賓
永
元
年
〉
十
二
月
廿
六
日

一
八
六
七
(
賓
永
元
年
〉
十
二
月
廿
六
日

一
八
六
八
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
六
日

-
八
六
九
(
賓
永
元
年
〉
十
二
月
廿
六
日

}
八
七

O
(賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
七
日

一
八
七
一
(
資
永
元
年
)
十
二
月
廿
七
日

一
八
七
二
賓
永
元
年
十
二
月
廿
七
日

}
八
七
三
〈
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
七
日

一
八
七
四
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
七
日

一

八

七

五

(

記

事

)

一
八
七
六
(
質
永
元
年
)
十
二
月
廿
八
日

一
八
七
七
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
八
日

-
八
七
八
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
八
日

島
津
吉
貴
害
状

近
衛
基
照
父
子
、
綱
貴
ノ
神
霊
ニ
白

書
文
ヲ
備
フ

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
害
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

若
松
彦
兵
衛
書
状

島
津
士
艮
墨
田
状

稲
葉
正
通
害
状

島
津
士
口
賞
害
状

島
津
吉
貴
達
書

土
屋
政
直
外
四
名
輔
師
一
連
署
状

島
津
吉
貴
請
書

吉
責
任
宮
謝
礼
ノ
為
登
営
ス

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

一
八
七
八
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
八
日

一
八
七
九
(
賓
永
元
年
)
十
二
月
廿
九
日

一
八
八

O
(質
永
元
年
)
十
二
月
廿
九
日

一
八
八
一
賓
永
二
年
一
月
一
日

一
八
八
二
(
賓
永
二
年
)
一
月

一
八
八
一
ニ
〔
賓
永
二
年
〕
一
月

一
八
八
四
(
賓
永
二
年
)
一
月
五
日

一
八
八
五
(
賓
永
二
年
)
一
月
八
日

一
八
八
六
資
永
二
年
一
月
十
一
日

一

八

八

七

(

記

事

)

一
八
八
八
(
賓
永
二
年
)
一
月
十
二
日

一
八
八
九
(
賓
永
二
年
)
一
月
十
二
日

一
八
九

O

一
月
十
八
日

一

八

九

一

(

記

事

)

一

八

九

二

(

記

事

)

一
八
九
三
(
賓
永
二
年
)
一
月
廿
一
日

一
八
九
四
(
賓
永
二
年
)
一
月
廿
一
日

一
八
九
五
(
賓
永
二
年
)
一
月
廿
一
日

一
八
九
六
(
賓
永
二
年
)
一
月
廿
一
日

一
八
九
七
(
賓
永
二
年
)
一
月
廿
一
日

一
八
九
八
(
賓
永
二
年
)
一
月
廿
一
日

一
八
九
九
〈
賓
永
二
年
)
二
月
二
日

一九

O
O

二
月
二
日

一九

O
一
(
賓
永
二
年
)
二
月
三
日

一九

O
二
(
賓
永
二
年
)
二
月
四
日

島
津
士
口
貴
書
状

土
屋
政
直
外
四
名
諜
一
連
署
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

島
津
吉
貴
花
押
記

島
津
吉
貴
願
書

海
陸
道
程
書
出

徳
川
士
口
通
書
状

近
衛
家
照
書
状

島
津
吉
貴
吉
書

吉
貴
初
テ
士
口
量
一
回
ノ
式
礼
ヲ
行
フ

近
衛
基
照
書
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
書
状

吉
貴
襲
封
、
社
寺
ニ
白
銀
ヲ
献
ス

島
津
久
一
房
一
、
住
吉
明
神
等
-
一
代
参
ス

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

平
松
時
方
書
状

島
津
吉
貴
伺
覚

小
笠
原
長
住
覚
書

島
津
吉
貴
口
上
覚

島
津
吉
賞
伺
書
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一九
O
三

一九
O
四

一
九

O
五
(
賓
永
二
年
)

一
九

O
六
(
賓
永
二
年
)

一
九

O
七
(
賓
永
二
年
)

一
九

O
八
(
賓
永
二
年
)

一
九
O
九

一
九
一

O
(賓
永
二
年
)

一
九
一
一

一
九
一
二

一
九
一
三
(
賓
永
二
年
)

}
九
一
四
(
賓
永
二
年
)

一
九
一
五
(
資
永
二
年
)

一
九
一
六
(
賓
永
二
年

一
九
一
七
(
資
永
二
年

~
九
一
八
(
賓
永
二
年

}
九
一
九
(
賓
永
二
年

一
九
二

O
(賓
永
二
年
)

一
九
一
一
一
(
資
永
二
年
)

-
九
二
二
(
賓
永
二
年
)

一
九
二
三
(
賓
永
二
年
)

一
九
二
四
(
賓
永
二
年
)

-
九
二
五

一
九
二
六
(
賓
永
二
年
)

近
衛
家
久
書
状

吉
賞
参
府
ノ
期
ヲ
変
ン
コ
ト
ヲ
乞
フ

小
笠
原
長
住
害
状

参
勤
令
書

小
笠
原
長
住
書
状

小
笠
原
長
重
達
書

吉
貴
養
女
、
近
衛
家
久
ト
ノ
婚
姻
ヲ

許
サ
ル

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

吉
賞
、
老
中
以
下
ヲ
招
宴
ス

飾
付
目
録

二
月
十
八
日
近
衛
家
照
害
状

二
月
十
八
日
近
衛
装
照
書
状

二
月
十
八
日
近
衛
家
久
書
状

二
月
十
九
日
)
松
村
外
二
名
連
署
消
息

二
月
十
九
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

二
月
廿
一
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

二
月
廿
五
日
)
松
村
外
二
名
連
署
消
息

二
月
廿
五
日
小
笠
原
長
童
書
状

二
月
廿
六
日
島
津
吉
貴
口
上
党

二
月
廿
七
日
平
松
時
方
書
状

二
月
廿
九
日
土
屋
政
直
外
三
名
詩
…
連
署
状

三
月
三
日
島
津
士
口
貴
口
上
書

(
記
事
)
島
津
忠
守
家
老
職
ヲ
辞
ス

三
月
十
五
日
即
宗
院
楚
長
書
状

二
月
八
日

(
記
事
)

二

月

九

日

二
月
十
二
日

二
月
十
二
日

(
記
事
)

(
記
事
)

一
九
二
七
(
賀
永
二
年
)
三
月
十
五
日
龍
菖
書
状

一
九
二
八
(
賓
永
二
年
)
三
月
廿
二
日
土
屋
政
直
外
三
名
諦
遠
景

一

九

二

九

(

記

事

)

吉

貴

、

綱

吉

父

子

ノ

叙

任

ヲ

賀

ス

一
九
三

O

三
月
廿
七
日
土
屋
政
直
外
四
名
連
署
状

一
九
一
二
一
(
資
永
二
年
)
三
月
廿
八
日
平
松
時
方
書
状

一
九
三
二
(
資
永
二
年
四
月
六
日
)
松
村
外
二
名
連
署
消
息

一
九
三
三
(
賓
永
二
年
四
月
六
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

一
九
三
四
(
賢
永
二
年
)
四
月
十
四
日
土
屋
政
直
外
四
名
鵠
柑
連
署
状

一
九
三
五
(
賓
永
二
年
四
月
十
四
日
)
松
村
外
二
名
連
箸
消
息

一
九
三
六
(
賓
永
二
年
四
月
十
四
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

一
九
三
七
(
費
永
二
年
)
四
月
十
五
日
本
多
正
永
書
状

一
九
三
八
(
費
永
二
年
)
四
月
十
五
日
稲
葉
正
通
害
状

一
九
三
九
(
賓
永
二
年
)
四
月
十
六
日
進
藤
長
一
房
外
三
名
連
著
書
状

一
九
四
O
(賓
永
二
年
)
四
月
十
九
日
松
平
定
直
書
状

一
九
四
一
(
資
永
二
年
)
四
月
廿
二
日
山
科
持
言
書
状

一
九
四
二
(
資
永
二
年
四
月
廿
三
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

一

九

四

三

(

記

事

)

家

宣

、

琉

球

賀

使

登

営

ヲ

許

サ

ス

一
九
四
回
(
賓
永
二
年
)
四
月
廿
三
日
島
津
吉
貴
伺
書

一
九
四
五
(
賓
永
二
年
)
四
月
廿
七
日
進
藤
長
一
民
外
三
名
連
署
書
状

一
九
四
六
(
資
永
二
年
)
四
月
廿
七
日
進
藤
長
房
外
三
名
遺
著
書
状

一
九
四
七
(
賓
永
二
年
)
四
月
廿
八
日
島
津
吉
貿
口
上
覚

一
九
四
八
(
賓
永
二
年
四
月
晦
日
)
松
村
外
二
名
連
署
消
息

一
九
四
九
(
賓
永
二
年
四
月
晦
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

一
九
五

O
(賓
永
二
年
)
閏
四
月
二
日
島
津
吉
貴
口
上
覚

一
九
五
一
(
賓
永
二
年
)
後
四
月
八
日
平
松
時
方
書
状

-1044-



一
九
五
二
(
賓
永
二
年
〉
閏
四
月
十
三
日
平
松
時
方
害
状

一
九
五
三
〈
賓
永
二
年
)
四
月
十
六
日
近
衛
家
煎
書
状

一
九
五
回
(
賓
永
二
年
間
四
月
十
八
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
速
署
消
息

一

九

五

五

(

記

事

)

吉

貴

、

近

衛

家

煎

ノ

居

宅

ヲ

新

造

ス

一
九
五
六
(
賓
永
二
年
)
間
四
月
廿
三
日
近
衛
家
照
害
状

一
九
五
七
(
賓
永
二
年
)
間
四
月
廿
三
日
近
衛
基
照
書
状

一
九
五
八
(
賓
永
二
年
)
閏
四
月
廿
九
日
島
津
吉
賞
口
上
書

一
九
五
九
(
賓
永
二
年
)
五
月
三
日
徳
川
綱
吉
御
内
書

一
九
六
O
(賓
永
二
年
V

五
月
三
日
土
屋
政
直
外
四
名
議
…
連
署
状

一
九
六
一
(
賓
永
二
年
)
五
月
九
日
島
津
吉
貴
教
状

一
九
六
二
(
賓
永
二
年
〉
五
月
九
日
島
津
士
口
賞
達
書

一
九
六
三
(
賓
永
二
年
)
五
月
九
日
島
津
吉
貴
達
書

一
九
六
四
(
賓
永
二
年
〉
五
月
九
日
島
津
吉
貴
達
書

一
九
六
五
(
貧
永
二
年
〉
五
月
九
日
島
津
吉
貴
達
書

一
九
六
六
(
記
事
)
島
津
久
明
等
亀
姫
-
一
従
ヒ
近
衛
第
ニ

入
ル

松
村
外
二
名
連
署
消
息

松
村
外
二
名
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

松
村
外
二
名
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

平
松
時
方
書
状

松
村
外
二
名
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

一
九
六
七
(
賓
永
二
年
)

一
九
六
八
(
賓
永
二
年
〉

一
、
九
六
九
ハ
賓
永
二
年
)

一
九
七

O
(賓
永
二
年
)

一
九
七
一
〈
賓
永
二
年
)

一
九
七
二
(
賓
永
二
年
)

一
九
七
三
〈
賓
永
二
年
)

一
九
七
四
〈
賓
永
二
年
)

一
九
七
五
(
賓
永
二
年
)

五
月
十
三
日

一
九
七
六
(
資
永
二
年
)

一
九
七
七
(
賓
永
二
年
)

一
九
七
八

一
九
七
九
(
賓
永
二
年
)

一
九
八

O
(賓
永
二
年

一
九
八
一
(
賓
永
二
年
)

一
九
八
二
(
賓
永
二
年
)

一
九
八
三
(
賓
永
二
年
)

一
九
八
四
(
賓
永
二
年

一
九
八
五
(
賓
永
二
年

一
九
八
六

一
九
八
七
(
賓
永
二
年
)

一
九
八
八

一
九
八
九
(
賓
永
二
年
)

一
九
九

O
(質
永
二
年
)

一
九
九
一
(
資
永
二
年

一
九
九
二
(
資
永
二
年

一
九
九
三

一
九
九
四
(
資
永
二
年

一
九
九
五
(
資
永
二
年

一
九
九
六
(
賓
永
二
年
)

一
九
九
七
〈
賓
永
二
年
〉

一
九
九
八
(
賓
永
二
年
)

一
九
九
九
(
賓
永
二
年
〉

ニ0
0
0

平
松
時
方
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

吉
貴
初
テ
血
ロ
ヲ
受
ク

松
村
外
二
名
連
署
消
息

九
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

十
日
土
屋
政
直
書
状

十
日
本
多
正
永
書
状

松
む
ら
外
二
名
連
署
消
息

六
月
十
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

六
月
十
三
日
)
松
む
ら
外
二
名
連
署
消
息

(
記
事
)
綱
貴
女
亀
姫
近
衛
家
ニ
入
輿

六
月
十
四
日
進
藤
長
房
外
三
名
連
署
書
状

(
記
事
)
亀
姫
、
近
衛
家
久
-
一
嫁
ス

六
月
十
六
日
平
松
時
方
書
状

六

月

島

津

吉

賞

覚

書

六
月
廿
一
日
)
松
む
ら
外
二
名
連
署
消
怠

六
月
廿
一
日
〉
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

(
記
事
)
桂
昌
院
死
去

六
月
廿
一
一
一
日
〉
松
む
ら
外
二
名
連
署
消
息

六
月
廿
三
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
盟
省
消
息

六
月
廿
五
日
平
松
時
方
書
状

六
月
廿
九
日
土
屋
政
直
害
状

六
月
廿
九
日
本
多
正
永
害
状

七
月
四
日
平
松
時
方
書
状

(
記
事
)
吉
貴
帰
国
ス

六
月
三
日

六
月
六
日

(
記
事
)

六六六
月月月

-1045-



二
O
O
一
(
賓
永
二
年
)

ニO
O二
(
賓
永
二
年
)

二
O
O一
二
(
賓
永
二
年
)

二
O
O四
(
賓
永
二
年
)

二
O
O五
(
賓
永
二
年
)

二
O
O六
(
賢
永
二
年
)

二
O
O七
(
賓
永
二
年
)

二
O
O八
(
賓
永
二
年
)

二
O
O九
(
賓
永
二
年
)

二
O
一
O
(賛
永
二
年
)

二
O
一
一
(
貧
永
二
年
)

二
O
一二

二
O
一
一
二
(
賓
永
二
年
)

二
O
一
四

二
O
一
五
(
賓
永
二
年
)

二
O
二
ハ
(
賓
永
二
年
)

ニ
O
一
七
(
賓
永
二
年
)

ニ
O
一
八
(
賓
永
二
年
)

二
O
一
九
(
賓
永
二
年
)

二
O
二
O
(賓
永
二
年
)

二
O
二
一
(
賓
永
二
年
)

二
O
二
二
(
賓
永
二
年
)

二
O
二
三

二
O
二
四
(
賓
永
二
年
)

二
O
二
五
(
賓
永
二
年
)

七
月
十
二
日

七
月
十
三
日

七
月
品
川
日

八
月
十
日

八
月
十
三
日

八
月
十
八
日

八
月
十
八
日

八
月
十
八
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
六
日

八
月
廿
六
日

(
記
事
)

九
月
三
日

九
月
三
日

九
月
四
日

九
月
四
百

九
月
四
日

九
月
五
日

九
月
七
日

九
月
七
日

九
月
廿
三
日

九
月
廿
九
日

(
記
事
)

十
月
朔
日

十
月
朔
日

山
内
豊
房
世
一
閏
状

徳
川
光
貞
害
状

平
松
時
方
書
状

鳥
居
忠
救
書
状

秋
元
喬
朝
害
状

別
所
常
治
宝
田
状

永
井
直
樹
書
状

別
所
常
治
害
状

徳
川
綱
条
害
状

土
屋
政
直
外
四
名
遠
著
書
状

別
所
常
治
書
状

亀
姫
逝
去
ス

島
津
惟
久
書
状

島
津
惟
久
書
状

秋
元
喬
朝
害
状

松
平
輝
貞
書
状

小
笠
原
長
重
喜
状

徳
川
綱
条
害
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
遠
著
書
状

平
松
時
方
書
状

阿
部
正
喬
書
状

士
口
賞
、
光
貞
ノ
死
ヲ
弔
フ

小
笠
原
長
重
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

二
O
二
六
(
資
永
二
年
)

二
O
二
七
(
賓
永
二
年
)

一一

O
二
八
(
賓
永
二
年
〉

ニ
O
二
九
(
賓
永
二
年
)

二
O
三
O
(賓
永
二
年
)

二
O
三一

二
O
三
二
(
賓
永
二
年
)

二
O
三
三
(
賓
永
二
年
)

二
O
三
四

二
O
一
二
五
(
費
永
二
年
)

二
O
一
ニ
六
(
賢
永
二
年
)

二
O
三
七
(
賓
永
二
年
)

二
O
三
八
(
賓
永
二
年
)

ニ
O
三
九
(
賓
永
二
年
)

二
O
四
O
(賓
永
二
年
)

二
O
四
一
(
資
永
二
年
)

二
O
四
二
(
賓
永
二
年
)

二
O
四
一
ニ
(
賓
永
二
年
)

二
O
四
四
(
賓
永
二
年
)

二
O
四
五
(
賓
永
二
年
)

二
O
四
六
(
賓
永
二
年
)

二
O
四
七
(
賓
永
二
年
)

二
O
四
八
(
賓
永
二
年
)

ニ
O
四
九
(
賓
永
二
年
)

十
月
朔
日

十
月
三
日

十
月
三
日

十
月
三
日

十
月
三
日

(
記
事
)

十
月
五
日

十
月
五
日

(
記
事
)

十 十十十十十十十十十十十十十十
月月月 月 月 月 月月月月月月月月月

十十 十十十十十十七七七七七六五
日日 日 日 日 日 日日日日日日日日日

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

近
術
家
烈
害
状

稲
葉
正
通
害
状

徳
川
綱
条
書
状

徳
川
吉
字
書
状

亀
姫
、
近
衛
第
ニ
死
ス

平
松
時
春
書
状

平
松
時
方
童
日
状

幕
府
、
漂
着
ノ
進
貢
船
ノ
長
崎
回
送

ヲ
免
ス

幕
府
連
書

松
村
四
郎
兵
衛
害
状

徳
川
吉
宗
主
日
状

徳
川
綱
条
書
状

徳
川
吉
通
害
状

徳
川
士
口
字
書
状

近
衛
基
照
書
状

山
内
壁
一
房
害
状

新
納
久
珍
書
状

新
納
久
珍
書
状

新
納
久
珍
害
状

新
納
久
珍
害
状

新
納
久
珍
書
状

新
納
久
珍
害
状

新
納
久
珍
書
状
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二
O
五
O

ニ
O
五一

二
O
五
二
賓
永
二
年

二
O
五
三
(
資
永
二
年
)

二
O
五
四
(
質
永
二
年
)

二
O
五
五
(
賓
永
二
年
)

二
O
五
六
(
資
永
二
年
)

コ
ヴ
五
七
(
資
永
二
年
)

二
O
五
八
賓
永
二
年

二
O
五
九
貫
永
二
年

ニ
O
六
O
資
永
二
年

二
O
六
一
(
資
永
二
年
)

二
O
六
二
(
賓
永
二
年
)

二
O
六
三
(
資
永
二
年
)

ニ
O
六
四
(
賓
永
二
年
)

二
O
六
五
(
賓
永
二
年
)

ニ
O
六
六
(
貫
永
二
年
)

ニ
O
六
七
(
賓
永
二
年
)

ニ
O
六
八
(
賓
永
二
年
)

二
O
六
九

二
O
七
O
(賓
永
二
年
)

二
O
七
一
(
賓
永
二
年
)

二
O
七
二
(
資
永
二
年
)

二
O
七
三
(
賓
永
二
年
)

(
記
事
)

十
月
廿
一
日

十
月
十
二
日

十
月
十
二
日

十
月
十
二
日

十
月
十
三
日

十
月
十
三
日

十
月
十
三
日

十
月
十
三
日

十
月
十
三
日

十
月
十
五
日

十
月
十
五
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

近
衛
家
久
光
明
真
一
一
己
ヲ
書
シ
悼
歌
ヲ

詠
ス

近
衛
家
久
悼
歌

近
衛
家
久
悼
詞

即
宗
院
楚
長
書
状

平
松
時
方
害
状

菖
首
座
書
状

徳
川
頼
方
書
状

徳
川
吉
通
害
状

島
津
士
口
貴
寄
進
状

島
津
吉
貴
証
状

島
津
吉
貴
寄
進
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
賞
害
状

島
津
久
明
外
四
名
鵡
連
署
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
久
明
外
四
名
均
一
連
署
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
久
明
外
四
名
鵠
連
著
書
状

島
津
久
明
外
四
名
暫
定
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
均
一
連
署
書
状

二
O
七
四
(
賓
永
二
年
)

二
O
七
五
(
貿
永
二
年
)

ニ
O
七
六
(
資
永
二
年
)

二
O
七
七
(
賓
永
二
年
)

二
O
七
八
(
資
永
二
年
)

ニ
O
七
九
(
賢
永
二
年
)

二
O
八
O
(賛
永
二
年
)

二
O
八
一
(
貿
永
二
年
)

二
O
八
二
(
賓
永
二
年
)

ニ
O
八
三
(
賓
永
二
年
)

二
O
八
四
(
資
永
二
年
)

二
O
八
五
(
賓
永
二
年
)

二
O
八
六
(
賓
永
二
年
)

二
O
八
七
(
賓
永
二
年
)

二
O
八
八
(
賓
永
二
年
)

二
O
八
九
(
資
永
二
年
)

二
O
九
O
(賓
永
二
年
)

二
O
九
一
(
賓
永
二
年
)

二
O
九
二
(
資
永
二
年
)

二
O
九
三
(
賓
永
二
年
)

二
O
九
四
(
賓
永
二
年
)

ニ
O
九
五
(
賛
永
二
年
)

二
O
九
六
(
資
永
二
年
〉

二
O
九
七
(
賓
永
二
年
)

二
O
九
八
(
賓
永
二
年
)

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

十
月
十
六
日

島
津
久
明
外
四
名
一
時
速
署
者
一
日
状

島
津
久
明
外
四
名
報
連
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
報
連
署
害
状

島
津
久
明
外
四
名
暫
定
署
害
状

島
津
久
明
外
四
名
報
連
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
報
連
署
害
状

島
津
久
明
外
四
名
誠
連
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
球
連
著
書
状

島
津
久
明
外
四
名
智
雄
署
害
状

島
津
久
明
外
四
名
鵠
遠
回
章
一
国
状

島
津
久
明
外
四
名
暫
定
署
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
士
口
賞
金
百
状

島
津
久
明
外
四
名
一
言
問
者
世
一
田
状

島
津
久
明
外
四
名
均
一
連
著
書
状

島
津
久
明
外
四
名
暫
定
署
害
状

島
津
久
明
外
四
名
親
連
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
均
一
連
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
均
一
連
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
誠
連
署
害
状

島
津
久
明
外
四
名
暫
定
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
器
連
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
器
連
署
害
状

島
津
久
明
外
四
名
報
連
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
競
連
著
書
状
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ニ
O
九
九
ハ
賓
永
二
年
}

二
一

O
O
(賓
永
二
年
}

ニ一

O
一
(
賓
永
二
年
V

ニ一

O
ニ
ハ
賓
永
二
年
)

二一

O
三
(
賓
永
二
年
)

二

{
O四
〈
賓
永
二
年
)

ニ一

O
五
(
寅
永
二
年
)

ニ一

O
六
〈
賛
永
二
年
)

ニ一

O
七
〈
賓
永
二
年
)

二一

O
八
〈
賓
永
二
年
)

二一

O
九
(
賓
永
二
年
)

ニ
一
一

O
〈
賛
永
二
年
)

ニ
一
一
一
〈
賓
永
二
年
}

二
一
一
一
一
(
賓
永
二
年
)

二
一
一
一
二
(
賓
永
二
年
)

ニ
一
一
四

ニ
一
一
五
賓
永
二
年
十
一
月

二
一
一
六
賓
永
二
年
十
一
月

二
一
一
七
〈
賓
永
二
年
)
十
一
月

二
一
一
八
(
賓
永
二
年
〉
十
一
月

二
一
一
九
(
賓
永
二
年
)
十
一
月

ニ
一
ニ

O
(賓
永
二
年
)
十
一
月

二
三
二
(
賓
永
二
年
〉
十
一
月

二
一
二
二
(
賓
永
二
年
)
十
一
月

十
月
十
六
日

十
月
十
七
日

十
月
十
七
日

十
月
十
七
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

十
月
廿
八
日

(
記
事
)

二
日

二
日

二
日

二
日

二
日

四
日

四
日

六
日

島
津
久
明
外
四
名
空
港
著
書
状

徳
川
吉
通
書
状

山
内
豊
房
書
状

土
屋
政
直
書
状

島
津
悦
久
請
書

島
津
惟
久
書
状

坊
城
俊
清
書
状

島
津
久
明
外
四
名
域
連
署
害
状

島
津
久
明
外
四
名
時
速
著
書
状

島
津
久
明
外
四
名
暫
定
著
書
状

島
津
久
明
外
四
名
智
雄
署
害
状

島
津
久
明
外
四
名
暫
定
署
書
状

土
屋
政
直
外
四
名
連
著
書
状

小
笠
原
長
室
・
本
多
正
永
遠
署
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

吉
貴
家
督
シ
、
福
昌
寺
-
一
寺
領
ヲ
寄

進
ス

島
津
吉
貴
袖
判
寺
領
寄
進
状

島
津
久
明
外
四
名
連
署
証
状

稲
葉
正
通
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

稲
葉
正
通
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

稲
葉
正
通
書
状

二
一
二
三
(
賓
永
二
年
)
十
一
月
六
日

二
一
二
四
(
賓
永
二
年
)
十
一
月
六
日

二
一
二
五
(
賓
永
二
年
)
十
一
月
六
日

二
一
二
六
資
永
二
年
十
一
月
六
日

二
一
二
七
賓
永
二
年
十
一
月
六
日

二
一
二
八
(
賓
永
二
年
)
十
一
月
七
日

二
一
二
九
〈
賓
永
二
年
)
十
一
月
七
日

二
一
三

O
(賓
永
二
年
)
十
一
月
十
二
日

二
二
ニ
一
(
賓
永
二
年
)
十
一
月
十
三
日

二
ご
ニ
ニ
(
賓
永
二
年
)
十
一
月
十
三
日

二
二
ニ
三
〈
貧
永
二
年
)
十
一
月
十
四
日

ニ
一
三
四
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
二
二
五
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
三
六
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
三
七
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

ニ
一
三
八
費
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
三
九
資
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
四
O
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
四
一
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
四
ニ
貧
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
四
三
賀
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
四
四
賀
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
四
五
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
四
六
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
四
七
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

小
笠
原
長
童
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

永
井
直
園
・
別
所
常
治
連
署
害
状

島
津
吉
賞
神
当
流
馬
術
免
許
状

佐
多
久
達
証
状

永
井
直
聞
・
別
所
常
治
連
署
害
状

小
笠
原
長
重
害
状

小
笠
原
長
重
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

小
笠
原
長
信
害
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

島
津
吉
貴
袖
判
条
書

島
津
士
ロ
貴
袖
判
条
書

島
津
吉
貴
訓
諭
書

島
津
士
口
貴
訓
諭
寄

島
津
吉
賞
訓
諭
書

島
津
士
口
貴
訓
諭
書

島
津
吉
貴
訓
論
書

島
津
士
ロ
貴
訓
諭
書

島
津
士
ロ
貴
訓
諭
書

島
津
士
ロ
貴
訓
諭
書

島
津
吉
賞
訓
諭
書

島
津
士
口
賞
訓
諭
書

島
津
吉
貴
訓
諭
書

島
津
吉
貴
訓
諭
書
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二
一
四
八
費
永
二
年
十
一
月
十
五
日

ニ
一
四
九
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
五

O
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

ニ
一
五
一
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
五
二
賓
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
五
三
賞
永
二
年
十
一
月
十
五
日

二
一
五
四
(
賓
永
二
年
)
十
一
月
廿
一
日

二
一
五
五
(
賓
永
二
年
)
十
一
月
サ
六
日

一
一
一
五
六
(
賓
永
二
年
)
十
一
月
廿
六
日

二
一
五
七
(
賓
永
二
年
)
十
一
月
廿
六
日

ニ
一
五
八
(
資
永
二
年
)
十
一
月
晦
日

二
一
五
九
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
二
日

こ
二
ハ

O
(賓
永
二
年
)
十
二
月
二
日

三
二
ハ
一
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
三
日

二
二
ハ
二
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
七
日

二
一
六
三
〈
資
永
二
年
)
十
二
月
七
日

二
一
六
四
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
九
日

二
一
六
五
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
十
四
日

ニ
-
一
六
六
(
質
永
二
年
)
十
二
月
十
五
日

二
一
六
七
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
十
五
日

三
二
ハ
八
賓
永
二
年
十
二
月
十
五
日

二
二
八
九
貫
永
二
年
ド
マ
一
マ
月
十
五
日

こ
一
七

O
(賓
永
二
年
)
十
二
月
十
七
日

二

一

一

七

一

(

記

事

)

一

二

七

二

十

二

月

十

八

日

質
永
二
年

島
津
古
賀
訓
諭
書

島
津
吉
貴
訓
諭
書

島
津
士
口
貴
訓
諭
寄

島
津
吉
貴
訓
諭
書

島
津
士
ロ
貴
訓
諭
書

島
津
吉
賞
袖
判
達
書

近
衛
基
照
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

松
平
輝
貞
書
状

稲
葉
正
通
書
状

永
井
直
園
・
別
所
常
治
連
署
書
状

永
井
直
園
書
状

土
屋
政
直
書
状

井
上
正
等
書
状

本
田
正
永
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

伊
東
祐
実
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
達
署
書
状

本
多
正
永
書
状

島
津
吉
貴
袖
判
条
書

島
章
ロ
責
条
書

秋
月
種
政
書
状

太
春
和
尚
福
昌
寺
ノ
祖
席
ヲ
継
ク

島
津
吉
貴
招
致
状

二
一
七
一
ニ
(
賓
永
二
年
〉
十
二
月
十
八
日

二
一
七
四
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
十
九
日

二
一
七
五
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
十
九
日

二
一
七
六
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
十
九
日

二
一
七
七
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
十
九
日

二
一
七
八
(
費
永
二
年
)
十
二
月
廿
一
日

二
一
七
九
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
廿
六
日

二
一
八

O
(賓
永
二
年
)
十
二
月
廿
六
日

二
一
八
一
〈
賓
永
二
年
)
十
二
月
廿
六
日

二
一
八
二
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
廿
七
日

二
一
八
三
(
資
永
二
年
)
十
二
月
廿
八
日

二
一
八
四
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
廿
九
日

二
一
八
五
(
賓
永
二
年
〉
十
二
月
廿
九
日

二
一
八
六
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
廿
九
日

二
一
八
七
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
廿
九
日

二
一
八
八
(
賓
永
二
年
)
十
二
月
廿
九
日

二
一
八
九
(
賓
永
三
年
〉
一
月
八
日

二
一
九

O
(賓
永
三
年
)
一
月
十
一
日

二
一
九
一
(
賓
永
三
年
)
一
月
十
一
日

二
一
九
二
(
賓
永
三
年
)
一
月
十
二
日

一
十
二
九
三
(
賓
永
三
年
)
一
月
十
三
日

二
一
九
四
(
賓
永
三
年
)
一
月
中
匂

二

一

九

五

(

記

事

)

二
一
九
六
(
賓
永
三
年
)
一
月
十
五
日

二
一
九
七
ハ
賓
永
三
年
)
一
月
十
五
日

井
上
正
本
書
状

毛
利
高
定
書
状

秋
元
喬
朝
害
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

本
多
正
永
害
状

伊
東
祐
実
害
状

松
平
輝
貞
・
松
平
中
英
連
署
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

本
多
正
永
害
状

本
多
正
永
書
状

鳥
居
忠
救
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
害
状

本
多
正
永
書
状

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
遠
署
害
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

徳
川
綱
係
書
状

土
屋
政
直
外
四
名
詩
連
署
状

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
遠
署
書
状

近
衛
家
久
書
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
基
照
書
状

島
津
忠
直
礼
使
ト
ナ
リ
参
府
ス

土
屋
政
直
外
四
名
諒
一
連
署
状

土
屋
政
直
駅
路
証
状
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二
一
九
八

ニ
一
九
九
(
賓
永
三
年
)

二
二

O
O
(賓
永
三
年
)

二
二

O
一
(
賓
永
三
年
)

二
二

O
二
(
賓
永
三
年
)

二
二

O
三
賀
永
三
年

ニ
二

O
四
資
永
三
年

二
二

O
五

二
二

O
六
(
賓
永
三
年
)

ニ
二

O
七
(
資
永
三
年
)

二
二

O
八
(
賓
永
三
年
)

二
二

O
九
(
賓
永
三
年
)

二
二
一

O
(賓
永
コ
一
年
)

ニ
二
一
一
(
賓
永
二
年
)

二
二
一
二
(
賢
永
三
年
)

二
二
一
三
(
賓
永
三
年
)

二
二
一
四

二
二
一
五
(
賓
永
三
年
)

二
二
一
六
(
賓
永
一
二
年
)

ニ
二
一
七
(
賓
永
三
年
)

二
二
一
八
(
資
永
三
年
)

二
一
二
九
(
賓
永
三
年
)

二
二
二

O
(賓
永
三
年
)

二
二
一
一
一
(
貿
永
三
年
)

(
記
事
)

一
月
十
六
日

一
月
十
八
日

一
月
廿
一
日

一
月
廿
一
一
日

一
月
廿
三
日

一
月
廿
三
日

(
記
事
)

月
廿
八
日

月

一

日

月

五

日

一
一
月
六
日

二
月
六
日

二
月
六
日

(
記
事
)

二
月
七
日

二
月
七
日

二
月
十
一
日

二
月
十
一
日

二
月
十
二
日

一
一
月
十
二
日

二
月
十
二
日

島
津
忠
産
、
綱
吉
・
家
宣
ニ
謁
ス

秋
元
喬
朝
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
基
照
書
状

山
内
豊
房
害
状

島
津
吉
貴
公
帖

島
津
吉
貴
公
帖

島
津
忠
置
、
士
口
貴
-
一
供
奉
シ
テ
登
営

ス平
松
時
方
書
状

平
松
時
方
書
状

近
衛
基
照
書
状

松
村
外
二
名
連
署
消
息

局
・
秀
連
署
消
息

大
久
保
忠
増
害
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
達
署
書
状

島
津
久
童
書
状

士
口
貴
参
勤
ノ
期
ヲ
変
ン
コ
ト
ヲ
乞
フ

土
屋
政
直
外
三
名
譜
連
署
奉
書

近
衛
基
照
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
害
状

大
久
保
忠
増
設
百
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

本
多
正
、
水
害
状

二
二
二
二
(
資
永
三
年
)

二
二
二
三
(
賓
永
三
年
)

二
二
二
四
(
資
永
三
年
)

二
二
二
五
(
賢
永
三
年
)

ニ
二
二
六
〈
賛
永
三
年
)

二
二
二
七
(
賓
永
三
年
)

二
二
二
八
(
貿
永
三
年
)

二
二
二
九
(
賓
永
三
年
)

二
二
三

O
(寅
永
三
年
)

二
二
三
一
(
賓
永
三
年
)

二
二
三
ニ
(
賢
永
三
年
)

二
二
三
三
(
賓
永
三
年
)

二
二
三
四
(
質
永
三
年
)

二
二
三
五
(
賓
永
三
年
)

二
二
三
六
(
寅
永
三
年
)

二
二
三
七
(
寅
永
三
年
)

二
二
三
八

二
二
三
九
貫
永
三
年

二
二
四

O
(賛
永
三
年
)

二
二
四
一
(
資
永
三
年
)

二
二
四
二
(
資
永
三
年
)

二
二
四
三
(
賓
永
三
年
)

二
二
四
四
(
質
永
三
年
)

二
二
四
五
(
資
永
士
一
年
)

二
二
四
六
(
賓
永
三
年
)

二
月
十
三
日

二
月
十
六
日

二
月
十
六
日

二
月
十
七
日

二
月
十
七
日

二
月
十
七
日

二
月
廿
四
日

二
月
廿
九
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
三
日

三
月
四
日

(
記
事
)

三
月
十
一
日

三
月
十
三
日

三
月
十
六
日

三
月
十
八
日

三
月
廿
一
日

三
月
廿
一
日

三
月
廿
一
日

三
月
廿
一
日

徳
川
綱
係
書
状

徳
川
吉
宗
書
状

徳
川
吉
宗
主
回
状

徳
川
吉
通
書
状

徳
川
吉
宗
書
状

徳
川
綱
係
書
状

稲
葉
正
通
書
状

徳
川
綱
教
室
百
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
書
状

平
絵
時
春
書
状

石
井
行
豊
書
状

平
松
時
方
書
状

交
野
時
香
書
状

石
井
行
康
害
状

山
内
豊
房
書
状

吉
賞
、
扉
風
ヲ
東
山
帝
ニ
献
ス

東
山
天
皇
女
房
奉
書

近
衛
家
照
害
状

進
藤
長
之
書
状

松
平
定
直
書
状

石
井
行
豊
害
状

平
松
時
方
害
状

平
松
時
春
書
状

交
野
時
香
害
状
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二
二
四
七
(
賓
永
三
年
)

ニ
二
四
八
賓
永
三
年

二
二
四
九
(
賓
永
三
年
)

二
二
五

O
(資
永
三
年
)

ニ
二
五
一
(
賓
永
三
年
)

ニ
二
五
二
賓
永
三
年

二
二
五
三

二
二
五
四
(
資
永
三
年
)

二
二
五
五
(
賛
永
三
年
)

二
二
五
六
(
賓
永
三
年
)

二
二
五
七
(
賓
永
三
年
)

ニ
二
五
八
(
賓
永
三
年
)

二
二
五
九
(
資
永
三
年
〉

二
二
六
O
(賓
永
三
年
)

ニ
ニ
六
一
(
賀
永
三
年
)

一一一一ムハ一一

ニ
ニ
六
三
(
賓
永
三
年
)

(
マ
マ
)

二
二
六
四
(
賓
永
五
年
)

二
二
六
五
(
賓
永
三
年
)

二
二
六
六
(
賓
永
三
年
〉

ニ
二
六
七
(
賓
永
三
年
)

ニ
二
六
八
(
賓
永
三
年
)

二
ニ
六
九
(
賓
永
三
年
)

二
二
七

O
(賓
永
三
年
)

二
二
七
一

三
月
廿
一
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
九
日

三
月
廿
九
日

四
月
朔
日

四
月
朔
日

四
月
二
日

四
月
二
日

四
月
二
日

四
月
二
日

四
月
二
日

四
月
四
日

四
月
四
日

(
記
事
)

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

四
月
十
六
日

四
月
十
六
日

四
月
廿
五
日

四
月
廿
五
日

五
月
朔
日

五
月
三
日

五
月
七
日

石
井
行
康
書
状

島
津
久
明
外
四
名
均
一
連
署
証
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
害
状

松
平
定
重
室
消
息

井
上
正
容
害
状

島
津
吉
責
条
書

島
津
吉
責
条
書
井
家
老
達
書

井
上
正
去
っ
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
害
状

土
屋
政
直
外
四
名
詩
一
連
署
状

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
連
署
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
害
状

士
口
賞
参
勤
ス

秋
元
喬
朝
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

秋
一
五
喬
朝
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
達
署
書
状

本
多
正
永
書
状

本
多
正
永
書
状

本
多
正
永
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

近
衛
基
照
書
状

二
二
七
二
(
賓
永
三
年
)

ニ
二
七
三
(
賓
永
三
年
)

二
二
七
四
(
賓
永
三
年
)

二
二
七
五
(
質
永
三
年
)

二
ニ
七
六
(
賓
永
三
年
)

二
二
七
七
(
賓
永
三
年
)

ニ
ニ
七
八
(
資
永
三
年
)

二
二
七
九
(
賓
永
三
年
)

二
二
八

O
(賓
永
三
年
)

二
二
八
一
(
資
永
三
年
)

二
二
八
二
(
賓
永
三
年
)

二
二
八
三
(
賓
永
三
年

二
二
八
四
(
資
永
三
年
)

二
二
八
五
(
賓
永
三
年
)

二
二
八
六
(
資
永
三
年
)

二
二
八
七
(
資
永
三
年
)

二
二
八
八
(
賓
永
三
年
)

二
二
八
九
(
賓
永
三
年
)

二
二
九

O
(賓
永
三
年
)

ニ
二
九
一
(
賓
永
三
年
)

ニ
二
九
二
(
賓
永
三
年
)

二
二
九
三
(
賓
永
三
年
)

二
二
九
四
(
賓
永
三
年
)

二
二
九
五
(
賓
永
三
年
)

二
二
九
六
(
賢
永
三
年
)

五
月
十
五
日

五
月
十
六
日

五
月
十
六
日

五
月
十
六
日

五
月
十
九
日

五
月
廿
一
日

五
月
廿
一
日

五
月
廿
五
日

五
月
廿
五
日

五
月
)

六
月
八
日

六
月
十
一
日

六
月
十
三
日

六
月
十
五
日

六
月
十
八
日

六
月
廿
六
日

六
月
廿
八
日

七
月

八
月
十
四
日

八
月
十
五
日

多
聞
院
南
谷
書
状

小
笠
原
長
重
量
百
状

井
上
正
等
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

井
上
正
等
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
達
著
書
状

稲
葉
正
通
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
達
署
書
状

松
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

松
平
定
重
室
消
息

土
屋
政
直
外
四
名
誇
連
署
状

井
上
正
等
書
状

大
久
保
忠
増
害
状

本
多
正
永
害
状

大
久
保
忠
増
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

松
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

島
津
吉
貴
口
上
覚

近
衛
家
久
詠
草

土
屋
政
直
外
四
名
諜
…
連
署
状

徳
川
綱
条
害
状

-1051-



ニ
ニ
九
七
(
費
永
三
年
)

ニ
二
九
八
(
賀
永
三
年
)

二
二
九
九
(
賓
永
三
年
)

二
三

O
O
(賓
永
三
年
)

二
三

O
一
(
賓
永
三
年
)

二
三

O
二
(
賓
永
三
年
)

二
三

O
三
(
賓
永
三
年
〉

二
三

O
四
(
賓
永
三
年
)

二
三

O
五
(
資
永
三
年
)

二
三

O
六
(
賓
永
三
年
)

二
三

O
七
(
賓
永
三
年
)

ニ
三

O
八
(
賓
永
三
年
)

二
三

O
九
(
賓
永
三
年
)

ニ
三
一

O
(賓
永
三
年
)

二
三
一
一
(
賛
永
三
年
)

二
三
一
二
(
賓
永
三
年
)

二
三
一
三
(
賓
永
三
年
)

二
三
一
四

二
三
一
五
(
資
永
三
年
)

二
一
三
六
(
賓
永
三
年
)

二
三
一
七
(
賓
永
三
年
)

二
三
一
八
〈
軍
氷
三
年
)

二
一
三
九
(
賀
永
三
年
)

二
三
二

O
(資
永
三
年
)

芸
壬
二
(
資
永
三
年
)

八
月
十
八
日

八
月
十
八
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
七
日

八
月
廿
八
日

八
月
廿
八
日

(
記
事
)

八
月
晦
日

九
月
朔
日

九
月
七
日

九
月
七
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
六
日

土
屋
政
直
書
状

本
多
正
永
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
吉
且
墨
田
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
吉
賞
害
状

島
津
吉
賃
金
百
状

島
津
吉
貴
害
状

島
津
吉
貴
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

島
津
士
口
貴
書
状

土
屋
政
直
外
四
名
樺
柑
速
署
状

新
納
久
珍
書
状

新
納
久
珍
書
状

伊
勢
貞
栄
登
営
、
家
宣
ニ
謁
ス

土
屋
政
直
外
四
名
親
州
連
署
状

徳
川
綱
条
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
遠
著
書
状

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

島
津
古
賀
妹
縁
組
願
書
井
親
類
書

島
津
久
明
外
二
名
球
連
署
書
状

二
三
二
二
(
賢
永
三
年
)

二
三
二
三
(
賓
永
三
年
)

二
三
二
四
(
賓
永
三
年
)

二
三
二
五
(
賓
永
三
年
)

二
三
二
六
(
費
永
三
年
)

二
三
二
七
(
賓
永
三
年
)

二
三
二
八
(
賓
永
三
年
)

二
三
ニ
九
(
賓
永
三
年
)

二
三
三

O
(貧
永
三
年
)

二
一
三
ニ
一
(
賓
永
三
年
)

二
三
三
二
(
賓
永
三
年
)

二
三
三
三
(
賓
永
三
年
)

二
三
三
四
(
賓
永
三
年
)

二
三
三
五
(
賓
永
三
年
)

二
三
三
六
(
賓
永
三
年
)

二
三
三
七
(
賓
永
三
年
)

二
三
三
八
(
資
永
三
年
)

二
三
三
九
(
賓
永
三
年
)

二
三
四
O
(資
永
三
年
)

二
三
四
一
(
賓
永
三
年
)

二
三
四
二
(
賓
永
三
年
)

二
三
四
三
(
笈
永
三
年
)

二
三
四
四
(
賀
永
三
年
)

二
三
四
五
(
貿
永
三
年
)

二
三
四
六
(
資
永
三
年
)

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
百

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
均
一
連
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
競
連
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
鶴
連
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
鵠
連
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
縁
遠
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
著
書
状

島
津
久
明
性
石
暫
定
署
室
長

島
津
久
明
外
二
名
報
連
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
縁
遠
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
替
望
者
書
状

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
報
連
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
誠
一
漣
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
湖
連
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
域
連
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
獄
中
漣
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
報
連
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
報
連
盟
告
室
長

島
津
久
明
外
二
名
親
連
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
一
言
明
者
書
状

島
津
久
明
外
二
名
赫
連
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
報
連
署
書
状

-1052ー



二
三
四
七
(
資
永
三
年
)
九
月
廿
六
日
島
津
久
明
外
二
名
鵠
連
署
書
状

二
三
四
八
(
賢
永
三
年
)
十
月
三
日
土
屋
政
直
外
四
名
諜
…
速
署
状

二

三

四

九

(

記

事

)

吉

貴

妹

松

平

定

英

ト

ノ

縁

組

許

サ

ル

二
三
五

O
(賢
永
三
年
十
月
四
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

二
三
五
一
(
賓
永
三
年
十
月
四
日
)
松
む
ら
・
梅
小
路
連
署
消
息

二
三
五
二
(
貧
永
三
年
十
月
六
日
)
松
む
ら
・
梅
小
路
連
署
消
息

二
三
五
三
(
賓
永
三
年
十
月
六
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

二
三
五
四
(
賓
永
三
年
十
月
六
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

二
三
五
五
(
賓
永
三
年
十
月
六
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

二
三
五
六
(
賓
永
三
年
十
月
六
日
)
松
む
ら
・
梅
小
路
連
署
消
息

二
三
五
七
(
賢
永
三
年
)
十
月
九
日
近
衛
家
久
書
状

二
三
五
八
(
賓
永
三
年
)
十
月
十
日
新
納
久
珍
害
状

二
三
五
九
(
賓
永
三
年
)
十
月
十
日
新
納
久
珍
書
状

二
三
六

O
(賓
永
三
年
)
十
月
十
日
新
納
久
珍
書
状

二
三
六
一
(
資
永
三
年
)
十
月
十
六
日
島
津
吉
貴
書
状

二
三
六
二
(
賓
永
三
年
)
十
月
廿
五
日
徳
川
綱
条
害
状

二
三
六
三
(
資
永
三
年
)
十
月
廿
五
日
近
衛
家
照
書
状

二
三
六
四
(
質
永
三
年
)
十
月
廿
五
日
近
衛
家
久
害
状

二
三
六
五
(
賓
永
三
年
)
十
月
廿
六
日
井
上
正
ヰ
書
状

二
三
六
六
(
賓
永
三
年
)
十
月
廿
五
日
近
衛
基
照
書
状

二
三
六
七
(
賓
永
三
年
)
十
一
月
島
津
吉
貴
口
上
覚

二

三

六

八

(

賓

永

三

年

)

つ

ほ

ね

・

ひ

て

連

署

消

息

二
三
六
九
(
賓
永
三
年
)
十
一
月
廿
八
日
土
屋
政
直
外
四
名
鵠
州
連
署
状

二
三
七

O

(

記
事
)
吉
貴
、
娘
満
ノ
縁
組
ヲ
礼
謝
ス

(
マ
マ
}

二

三

七

一

(

賓

永

八

年

)

ま

つ

村

・

梅

小

路

連

著

書

状

二
三
七
二
(
賓
永
三
年
)

二
三
七
三
(
賓
永
三
年
〉

二
三
七
四
(
資
永
三
年
)

二
三
七
五
(
賓
永
三
年
)

二
三
七
六
(
賓
永
三
年
)

二
三
七
七
(
賀
永
三
年
)
十
二
月

二
三
七
八
(
資
永
三
年
)
十
二
月

二
三
七
九
(
資
永
三
年
)
十
二
月

二
三
八
O
(資
永
三
年
)

二
三
八
一
(
賓
永
三
年
)

二
三
八
二
(
賓
永
三
年
)

二
三
八
三
(
賓
永
三
年
)
十
二
月
廿
三
日

二
三
八
四
(
賓
永
三
年
)
十
二
月
廿
三
日

二
三
八
五
(
質
永
三
年
十
二
月
)

二
三
八
六
(
質
永
三
年
)
十
二
月
廿
九
日

二
三
八
七
(
賓
永
三
年
)
十
二
月
廿
九
日

二
三
八
八
(
賓
永
四
年
)
一
月
十
三
日

二
三
八
九
(
貿
永
四
年
)
一
月
廿
六
日

二
三
九

O
(資
永
四
年
)
一
月
廿
六
日

二
三
九
一
(
質
永
田
年
)
一
月
廿
一
日

二

三

九

二

二

月

日

二
三
九
三
(
賓
永
田
年
)
二
月
十
八
日

二
三
九
四
(
賓
永
田
年
)
二
月
十
八
日

二
三
九
五
(
資
永
四
年
〉
二
月
十
八
日

二
三
九
六

七七七
日日日

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

松
む
ら
・
梅
小
路
連
署
消
息

松
む
ら
・
梅
小
路
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

平
松
時
方
害
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
家
煎
書
状

ま
つ
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

大
久
保
忠
増
書
状

本
多
正
永
書
状

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
遠
署
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

徳
川
吉
道
害
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
家
久
害
状

相
承
院
口
上
書

近
衛
基
照
害
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
書
状

松
む
ら
・
梅
小
路
連
署
消
息
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二
三
九
七
(
貿
永
四
年
)

二
三
九
八
(
賢
永
四
年
)

二
三
九
九
(
資
永
田
年
)

二
四

O
O
(資
永
田
年
)

二
四

O
一
(
賓
永
田
年
)

二
四

O
二

二
四

O
三

二
四

O
四

二
四

O
五
(
賓
永
四
年
)

ニ
四
O
六
(
資
永
四
年

二
四

O
七
(
賓
永
田
年

二
四

O
八
(
賢
永
四
年

二
四
O
九
(
賓
永
四
年
)

二
四
一

O
(賓
永
四
年
)

二
四
一
一
(
賓
永
四
年

二
四
一
二
(
賓
永
四
年
)

二
四
二
ニ
(
賓
永
四
年
)

二
四
一
四

二
四
一
五
(
賓
永
四
年
)

二
四
一
六
(
賓
永
四
年
)

二
四
一
七
(
資
永
四
年
)

二
四
一
八
(
資
永
四
年
)

二
四
一
九
賓
永
四
年

二
四
二

O
(賓
永
四
年
)

二
四
一
一
一
(
資
永
四
年
)

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

秋
元
喬
朝
害
状

松
平
忠
章
廻
状

仙
石
久
尚
外
三
名
連
署
触
書

秋
元
喬
朝
一
外
三
名
詩
連
署
状

松
む
ら
・
梅
小
路
連
盟
相
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

三
月
廿
七
日
)
ま
つ
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

四
月
朔
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

四
月
九
日
)
ま
つ
村
・
梅
小
路
速
署
消
息

四
月
十
一
日
相
承
院
口
上
書

四
月
十
一
日
相
承
院
口
上
書

四
月
十
三
日
)
ま
つ
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

四
月
十
四
日
島
津
久
輝
・
島
津
忠
雄
一
寸
法
著
書
状

四
月
十
四
日
相
承
院
良
珍
書
状

(
記
事
)
島
津
忠
五
郎
誕
生

四
月
廿
一
日
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

四
月
廿
一
日
琉
球
国
司
尚
貞
書
状

四
月
廿
七
日
稲
葉
正
通
書
状

四
月
廿
七
日
本
多
正
永
書
状

五
月
朔
日
島
津
吉
貴
痘
書

五
月
三
日
徳
川
綱
吉
御
内
書

五
月
三
日
小
笠
原
長
室
・
本
多
正
永
遠
署
警
状

二
月
廿
五
日

二
月
廿
七
日

二
月
廿
七
日

二
月
晦
日

二
四
二
二
(
賓
永
四
年
)

二
四
二
三
(
賀
永
四
年
)

二
回
二
四
(
資
永
四
年
)

二
四
二
五
(
賓
永
四
年
)

二
四
二
六
(
貿
永
田
年
)

二
四
二
七
〔
賢
永
一
四
年
U

二
四
二
八
(
賓
永
四
年
)

二
四
二
九
貫
永
田
年

二
四
三

O
(賓
永
四
年
)

二
四
三
一

二
四
三
二
(
賓
永
田
年

二
四
一
二
三
(
質
永
四
年

二
四
三
四
(
賓
永
四
年
)

二
四
一
二
五
(
賓
永
四
年

二
四
三
六
(
賓
永
田
年

二
四
三
七
(
費
永
四
年
)

二
四
三
八
(
賓
永
田
年
)

二
四
三
九
(
賓
永
四
年

二
四
四

O
(賓
永
四
年

二
四
四
一
(
賓
永
四
年
)

二
四
四
二
(
費
永
四
年
〉

二
四
四
三
(
資
永
四
年
)

二
四
四
四
(
賓
永
田
年
)

二
四
四
五
(
費
永
四
年
)

二
四
四
六

五
月
一
二
口
近
衛
基
照
書
状

五
月
六
日
相
承
院
口
上
書

五
月
十
四
日
平
松
時
方
書
状

五
月
廿
七
日
島
津
久
輝
外
二
名
警
捜
署
害
状

五
月
廿
七
日
相
承
院
良
珍
詰
書

五
月
廿
七
日
島
津
仲
休
書
状

五
月
廿
七
日
相
承
院
良
珍
害
状

六
月
朔
日
島
津
吉
貴
頼
朝
像
修
理
銘

六
月
十
日
稲
葉
正
通
書
状

(
記
事
)
島
津
吉
貴
賜
暇
ヲ
拝
謝
ス

六
月
十
二
日
)
ま
つ
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

六
月
十
二
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

六
月
十
三
日
)
ま
つ
村
・
梅
小
路
連
署
消
怠

六
月
十
三
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

六

月

島

津

吉

寅

覚

書

井

伺

書

六
月
十
九
日
土
屋
政
置
害
状

六
月
廿
三
日
)
ま
つ
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

六
月
廿
三
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

六
月
廿
五
日
稲
葉
正
通
書
状

六
月
廿
七
日
本
多
正
永
書
状

六
月
廿
七
日
秋
元
喬
朝
外
三
名
議
…
連
署
状

六
月
廿
七
日
土
屋
政
直
書
状

七
月
朔
日
島
津
仲
休
達
書

(
記
事
)
島
津
吉
貴
帰
国
、
礼
使
ヲ
馳
セ
シ
ム
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二
四
四
七
(
賓
永
四
年

二
四
四
八
(
賓
永
四
年

二
四
四
九
(
賓
永
四
年
)

二
四
五

O
(賓
永
四
年
)

二
四
五
一

二
四
五
二
(
賢
永
田
年
)

二
四
五
三
(
賛
永
田
年
)

二
四
五
四
(
賓
永
四
年
)

二
四
五
五
(
賢
永
四
年
)

二
四
五
六
(
資
永
四
年
)

二
四
五
七
(
賢
永
四
年
)

二
四
五
八
(
賓
永
田
年
)

二
四
五
九
資
永
四
年

二
四
六

O
費
永
田
年

二
四
六
一
(
賢
永
四
年
)

二
四
六
二
(
資
永
田
年
)

二
四
六
三
(
賢
永
四
年
)

二
四
六
四
(
賓
永
四
年

二
四
六
五
(
資
永
四
年
〉

二
四
六
六
(
費
永
四
年
)

二
四
六
七
(
資
永
田
年
)

二
四
六
八

二
四
六
九
(
賓
永
四
年
)

二
四
七

O
(資
永
四
年
)

二
四
七
一
(
賓
永
田
年
)

七
月
朔
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

七
月
朔
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

七
月
十
八
日
土
屋
政
直
外
二
名
諜
…
連
署
状

七
月
十
八
日
小
笠
原
長
室
・
本
多
正
氷
山
建
著
書
状

(
記
事
)
吉
賞
、
家
千
代
七
夜
ノ
祝
物
ヲ
献
ス

七
月
十
九
日
松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

七
月
十
九
日
稲
葉
正
通
害
状

七
月
十
九
日
小
笠
原
長
童
書
状

七
月
廿
日
徳
川
吉
字
書
状

七
月
廿
日
徳
川
綱
条
害
状

七
月
廿
一
日
徳
川
士
口
通
書
状

七
月
廿
三
日
徳
川
吉
宗
書
状

七
月
廿
六
日
島
津
吉
貫
太
万
寄
進
状

七
月
廿
六
日
島
津
古
賀
太
刀
寄
進
状

七
月
廿
六
日
稲
葉
正
通
書
状

七
月
廿
六
日
小
笠
原
長
重
量
百
状

七
月
廿
六
日
松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
遠
署
書
状

七
月
)
ま
つ
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

ま
つ
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

島
津
久
一
房
剣
奉
納
ノ
使
ヲ
勤
ム

島
津
吉
貴
達
書

伊
達
吉
村
書
状

土
屋
政
直
外
三
名
詩
…
連
署
状

(
記
事
)

七
月

八
月

八
月

日日

二
四
七
二
(
賓
永
四
年
)

二
四
七
三
(
資
永
田
年
)

二
四
七
四
(
賓
永
四
年
)

二
四
七
五
(
賓
永
四
年
)

二
四
七
六
(
賓
永
四
年
)

二
四
七
七
(
賢
永
四
年
)

二
四
七
八
(
賓
永
田
年
)

二
四
七
九
(
賓
永
四
年
)

二
四
八

O
(賓
永
四
年
)

二
四
八
一
(
資
永
四
年
)

二
四
八
二
(
賓
永
四
年
)

二
四
八
三
(
賛
永
田
年
)

二
四
八
四
(
賓
永
田
年
)

ニ
四
八
五

二
四
八
六
(
賓
永
田
年
)

二
四
八
七
(
賢
永
四
年
)

二
四
八
八
(
賓
永
四
年
)

二
四
八
九

二
四
九
O

二
四
九
一

賓
永
四
年

賀
永
四
年

二
四
九
二
賛
永
四
年

二
四
九
三
(
賢
永
四
年
)

二
四
九
四
(
資
永
田
年
)

二
四
九
五
(
賓
永
四
年
)

八
月
三
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
六
日

八
月
廿
六
日

八
月
廿
六
日

八
月
廿
八
日

九
月
朔
日

九
月
朔
日

九
月
朔
日

(
記
事
)

九
月
七
日

九
月
七
日

九
月
廿
一
日

(
記
事
)

九
月
廿
一
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
二
日

九
月
廿
三
日

九
月
廿
六
日

十
月
一
二
日

小
笠
原
長
室
・
本
多
正
永
遠
著
書
状

秋
元
喬
朝
害
状

本
多
正
永
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

松
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

秋
元
喬
朝
害
状

本
多
正
永
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

永
井
直
困
・
佐
久
間
信
就
連
署
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

本
多
正
杢
昔
状

松
一
半
輝
貞
・
松
平
中
葉
連
著
書
状

島
津
久
雄
、
帰
国
礼
使
ヲ
勤
ム

徳
川
綱
吉
御
内
書

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
遠
著
書
状

近
衛
家
照
書
状

北
郷
久
嘉
略
譜

蘭
室
院
殿
位
牌
開
眼
供
養
僧
衆
書
上

蘭
室
院
殿
追
善
逮
夜
供
養
三
味
僧
衆

全日上
日
牌
証
帳

近
衛
基
照
書
状

島
津
士
口
貴
内
意
書

近
衛
家
久
書
状

-1055ー



ニ
四
九
六
(
資
永
四
年
)

ニ
四
九
七
(
資
永
田
年
)

二
四
九
八
(
資
永
田
年
)

二
回
九
九
(
賓
永
四
年
)

二
五

O
O
(賓
永
四
年
)

二
五

O
一
(
賓
永
田
年
)

二
五
O
二
(
賓
永
四
年
)

二
五

O
三
(
賓
永
田
年
)

二
五
O
四
(
賓
永
四
年
)

二
五

O
五
(
賓
永
四
年
)

二
五
O
六
(
賓
永
四
年
)

二
五
O
七
(
賓
永
四
年
)

二
五
O
八
(
資
永
四
年
)

二
五
O
九
(
賓
永
四
年
)

二
五
一

O
(賓
永
四
年
)

二
五
一
一
(
賢
永
四
年
)

二
五
一
二
(
賓
永
四
年
)

二
五
二
ニ
(
賓
永
田
年
)

二
五
一
四
(
賓
永
田
年
)

二
五
一
五
(
資
永
四
年
)

二
五
二
ハ
(
賓
永
田
年
)

二
五
一
七
(
費
永
四
年
)

二
五
一
八
(
賓
永
四
年
)

二
五
一
九
(
賓
永
四
年
)

二
五
二

O
(資
永
四
年
)

十 十十十十十十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十十十十十十十十十
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月

_J_ __L._ _Lー・ ーよー --'-- ームー __L._ __L._ ...L.. _よ- --'-- -'-・ --'-- ームー __l._ __r_ ---L.. _L  _L.. .J._ 戸ム， ーよー・ --'-- --'-- --'--
/、ノ、ノ¥ノ、ノ、ノ¥ノ¥ノ¥ノ¥ノ¥ノ¥ノ" /"ノ、ノ¥ノ¥ノ、ノ¥ノ¥ノ¥ノ¥ノ、ノ¥ノ¥ノ¥

日日日日日日目白日日日日日日日日日日日日日日日日日

島
津
久
明
外
二
名
報
連
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
一
言
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
様
連
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
智
治
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
報
連
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
警
捜
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
郡
山
場
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
均
一
連
著
書
状

島
津
久
明
外
三
名
暫
定
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
縁
遠
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
縁
遠
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
均
一
連
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
縁
遠
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
棋
連
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
一
言
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
赫
連
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
赫
連
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
報
連
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
一
一
連
著
書
状

島
津
久
明
外
二
名
稼
連
署
害
状

十

月

六

日

十
月
六
日

十
月
六
日

十
月
六
日

十
月
六
日

十
月
九
日

十
月
九
日

十
月
九
日

十
月
九
日

(
記
事
)

十
月
十
三
日

十
月
十
三
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

十
月
十
八
日

二
五
二
一
(
笈
永
四
年
)

二
五
二
二
(
賓
永
四
年
)

二
五
二
三
(
賓
永
田
年
)

二
五
二
四
(
賢
永
田
年
)

二
五
二
五
(
賢
永
四
年
〉

二
五
二
六
(
寮
氷
四
年
)

二
五
二
七
(
資
永
四
年
)

二
五
二
八
(
賓
永
田
年
)

二
五
二
九
(
資
永
四
年
)

二
五
一
二

O

二
五
三
一
(
賓
永
四
年
)

二
五
三
二
(
賛
永
田
年
)

二
五
三
一
二
(
賓
永
田
年
)

二
五
三
四
(
賓
永
四
年
)

二
五
三
五
(
賓
永
四
年
)

二
五
三
六
(
賓
永
四
年
)

二
五
三
七
(
資
永
四
年
〉

二

五

三

八

(

記

事

)

二

五

三

九

(

記

事

)

二
五
四

O
(資
永
四
年
)
十
一
月
二
日

二
五
四
一
(
賓
永
四
年
)
十
一
月
五
日

二
五
四
二
(
賓
永
田
年
)
十
一
月
五
日

二
五
四
三
(
賓
永
田
年
)
十
一
月
六
日

二
五
四
四
(
賀
永
田
年
)
十
一
月
六
日

二
五
四
五
(
賛
永
四
年
)
十
一
月
七
日

島
津
久
明
外
二
名
暫
定
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
球
連
署
害
状

島
津
久
明
外
二
名
均
一
連
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
棋
連
署
書
状

島
津
久
明
外
二
名
競
連
署
書
状

新
納
久
珍
書
状

新
納
久
珍
書
状

新
納
久
珍
害
状

新
納
久
珍
害
状

島
津
惟
久
、
宗
家
来
訪
途
中
ニ
一
帰
披

徳
川
綱
条
書
状

徳
川
吉
字
書
状

秋
元
喬
朝
外
二
名
議
連
署
状

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
遠
署
害
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
害
状

ま
つ
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

幹
姫
対
質
誕
生

島
津
惟
久
由
貿
披
ニ
至
リ
士
口
貴
ニ
謁
ス

近
衛
基
照
害
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
害
状

近
衛
基
照
書
状

徳
大
寺
公
金
書
状

井
上
正
辱
害
状

-1056-



二
五
四
六
(
賓
永
四
年
)
十
一
月
七
日

二
五
四
七
(
賓
永
四
年
)
十
一
月
九
日

二
五
回
八
(
質
永
田
年
)
十
一
月
九
日

二
五
四
九
貫
永
田
年
十
一
月
十
日

二
五
五

O
(賓
永
田
年
)
十
一
月
十
日

二
五
五
一
(
質
永
四
年
)
十
一
月
十
日

二
五
五
二
(
賓
永
四
年
)
十
一
月
十
日

二

五

五

三

(

記

事

)

二
五
五
四
賓
永
四
年
十
一
月
十
日

二
五
五
五
(
賓
永
四
年
)
十
一
月
十
日

ニ
五
五
六
〈
資
永
四
年
)
十
一
月
十
一
日

二
五
五
七
(
賓
永
四
年
)
十
一
月
十
一
日

二
五
五
八
(
賓
永
田
年
)
十
一
月
十
一
日

二
五
五
九
(
賓
永
四
年
)
十
一
月
十
一
日

二
五
六
O
(賓
永
四
年
)
十
一
月
十
一
日

二
五
六
一
(
賛
永
田
年
)
十
一
月
十
四
日

二
五
六
ニ
ハ
賓
永
四
年
)
十
一
月
十
五
日

二
五
六
三
(
賓
永
四
年
)
十
一
月
十
七
日

二
五
六
四
(
賓
永
田
年
)
十
一
月
廿
六
日

二

五

六

五

(

記

事

)

二
五
六
六
(
賓
永
四
年
)
十
二
月
二
日

二
五
六
七
賓
永
四
年
十
二
月
二
日

二
五
六
八
〈
賓
永
四
年
)
十
二
月
三
日

二
五
六
九
〈
賓
永
四
年
)
十
二
月
三
日

ニ
五
七

O
(質
永
四
年
)
十
二
月
三
日

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

近
衛
家
照
書
状

平
松
時
方
書
状

霊
元
上
皇
女
一
房
奉
書

井
上
正
等
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

士
ロ
貴
海
辺
ノ
図
ヲ
院
御
所
ニ
献
ス

霊
元
上
皇
女
房
奉
書

小
笠
原
長
重
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

徳
川
吉
通
害
状

徳
川
綱
条
書
状

徳
川
吉
宗
書
状

徳
川
士
口
字
書
状

井
土
正
等
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

却
宗
院
楚
長
書
状

島
津
久
明
外
四
名
様
連
署
伺
書

島
津
惟
久
居
城
へ
帰
ル

徳
川
綱
条
書
状

島
津
士
口
貴
公
帖

秋
元
喬
朝
書
状

本
多
正
永
害
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

二
五
七
一
〈
賓
永
田
年
)
十
二
月
五
日

二
五
七
二
(
賓
永
四
年
〉
十
二
月
六
日

二
五
七
三
〈
賓
永
田
年
〉
十
二
月
十
一
日

二
五
七
四
(
賓
永
田
年
〉
十
二
月
十
三
日

二
五
七
五
(
賓
永
田
年
)
十
二
月
十
三
日

二
五
七
六
(
質
永
四
年
)
十
二
月
十
三
日

二
五
七
七
(
賓
永
田
年
〉
十
二
月
十
五
日

二
五
七
八
(
賓
永
田
年
)
十
二
月
十
五
日

二
五
七
九
(
賓
永
四
年
)
十
二
月
十
五
日

二
五
八
O
(賓
永
四
年
)
十
二
月
十
五
日

二

五

八

一

(

記

事

)

二
五
八
二
(
資
永
四
年
)
十
二
月
廿
一
日

ニ

五

八

三

十

二

月

廿

一

日

二
五
八
四
(
賓
永
田
年
)
十
二
月
廿
五
日

ニ
五
八
五
(
賀
永
四
年
)
十
二
月
廿
五
日

ニ
五
八
六
(
賓
永
四
年
)
十
二
月
廿
八
日

二
五
八
七
(
賓
永
四
年
)

二
五
八
八
(
賓
永
田
年
)

二
五
八
九
(
賓
永
田
年
)
十
二
月
廿
九
日

二
五
九

O
(賓
永
四
年
)
十
二
月
晦
日

二
五
九
一
〈
賓
永
五
年
)
一
月
十
一
日

二
五
九
二
(
賓
永
五
年
)
一
月
十
一
日

二
五
九
三
(
賓
永
五
年
〉
一
月
十
八
日

二
五
九
四
(
賓
永
五
年
)
一
月
廿
一
日

二
五
九
五
(
賓
永
五
年
)
一
月
廿
一
日

永
井
直
園
・
佐
久
間
信
就
連
署
害
状

近
衛
基
照
害
状

島
津
久
明
外
四
名
球
連
著
書
状

山
内
登
隆
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

本
多
正
永
書
状

秋
一
元
喬
朝
書
状

本
多
正
永
書
状

徳
川
綱
条
害
状

道
加
ヲ
長
崎
奉
行
所
へ
護
送
ス

永
井
直
園
・
別
所
常
治
連
署
書
状

向
井
友
貞
添
状

井
上
正
本
害
状

土
屋
政
直
書
状

別
所
常
治
書
状

松
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

徳
川
綱
吉
御
内
書

交
野
時
呑
書
状

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
連
著
書
状

土
屋
政
直
外
三
名
報
酬
一
連
署
状

秋
元
喬
朝
書
状

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
書
状
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二
五
九
六
(
賓
永
五
年
)
一
月
所
日

二
五
九
七
(
賓
永
五
年
)
一
月
晦
日

二
五
九
八
(
貿
永
五
年
)
一
月
臨
時
日

二
五
九
九
〈
賓
永
五
年
)
閏
一
月
十
日

二
六

O
O
(資
永
五
年
)
閏
一
月
十
日

二
六

O
一
(
賓
永
五
年
)
閏
一
月
十
日

二
六

O
二

(

記

事

)

二
六

O
三

(

記

事

)

二
六

O
四
(
賓
永
五
年
)
閏
一
月
十
三
日

二
六

O
五
(
賓
永
五
年
)
閏
一
月
十
三
日

二
六

O
六
(
賓
永
五
年
)
閏
一
月
十
三
日

二
六

O
七
(
資
永
五
年
)
閏
一
月
十
三
日

二
六

O
八
(
賓
永
五
年
)
閏
一
月
十
三
日

二
六

O
九
(
賓
永
五
年
)
閏
一
月
廿
九
日

二
六
一

O
(賓
永
一
五
年
)
二
月
上
涜

二
六
一
一
(
賛
永
五
年
)
二
月
三
日

二
六
一
二
(
賓
永
五
年
)
二
月
六
日

二
六
一
一
二
(
賓
永
五
年
)
二
月
七
日

二
六
一
四
(
賓
永
五
年
)
二
月
十
七
日

二
六
一
五
(
資
永
五
年
)
二
月
十
七
日

二
六
二
ハ
(
賓
永
五
年
)
二
月
十
八
日

二

六

一

七

二

月

廿

二

日

二
六
一
八
(
資
永
五
年
)
二
月
廿
六
日

二
六
一
九
(
賓
永
五
年
)
二
月
廿
八
日

二
六
二

O
(賓
永
五
年
)
二
月
廿
八
日

近
衛
基
照
害
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

大
久
保
忠
増
害
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
害
状

本
多
正
永
害
状

北
郷
忠
置
系
譜
抄

島
津
久
傍
別
家
ヲ
樹
ツ

土
屋
政
直
外
三
名
誇
迫
田
者
奉
書

徳
川
綱
条
書
状

徳
川
吉
遥
書
状

徳
川
吉
字
書
状

徳
川
吉
宗
主
百
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
基
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

近
衛
家
照
書
状

土
屋
政
直
外
三
名
誇
連
署
状

徳
川
吉
通
書
状

徳
川
吉
字
書
状

徳
川
吉
宗
主
日
状

小
笠
原
長
童
書
状

井
上
正
容
害
状

井
上
正
胸
中
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

二
六
二
一
(
賓
永
五
年
)

二
六
二
二
賓
永
五
年

二
六
二
三
賀
永
五
年

二
六
二
四
(
賓
永
五
年
)

二
六
二
五
(
賀
永
五
年
)

二
六
二
六
(
賓
永
五
年
)

二
六
二
七
(
賓
永
五
年

二
六
二
八
(
賓
永
五
年

二
六
二
九
(
費
永
五
年
)

二
六
三

O
(賓
永
五
年
)

二
六
三
一
(
賓
永
五
年
)

二
六
三
二
(
賓
永
五
年
)

一
一
六
一
一
三
(
資
永
五
年
)

二
六
三
四

二
六
三
五
(
貿
永
五
年
)

二
六
三
六
(
賓
永
五
年
)

二
六
三
七
(
賓
永
五
年
)

二
六
三
八
(
賓
永
五
年
)

二
六
三
九
(
賓
永
五
年
)

二
六
四

O
(賓
永
五
年
)

二
六
四
一
(
賓
永
五
年
)

二
六
四
二
(
賓
永
五
年
)

ニ
六
四
一
ニ
(
賓
永
五
年
)

二
六
四
四
(
賓
永
五
年
)

二
六
四
五
(
賓
永
五
年
)

二
月
廿
六
日
松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

二

月

評

定

所

条

書

二

月

評

定

所

定

書

三
月
三
日
秋
元
喬
朝
害
状

三
月
三
日
本
多
正
永
書
状

三
月
三
日
松
平
相
官
員
・
松
平
忠
栄
連
署
害
状

三
月
六
日
)
松
村
・
梅
小
路
連
署
消
息

三
月
六
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

三
月
十
四
日
近
衛
家
熊
書
状

三
月
十
九
日
本
多
正
永
書
状

四
月
朔
日
本
多
正
永
書
状

四
月
二
日
土
屋
政
直
害
状

四
月
二
日
松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
達
著
書
状

(
記
事
)
吉
貴
参
勤
ス

四
月
十
一
日
土
屋
政
直
害
状

四
月
十
一
日
松
平
輝
貞
・
桧
平
忠
栄
連
署
書
状

四
月
十
一
日
土
屋
政
直
書
状

四
月
十
一
日
小
笠
原
長
童
書
状

四
月
十
一
日
松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

四
月
十
四
日
土
屋
政
直
書
状

四
月
十
四
日
松
平
輝
貞
・
絵
平
忠
栄
連
署
害
状

四
月
廿
三
日
小
笠
原
長
重
書
状

四
月
廿
七
日
土
屋
政
直
書
状

四
月
廿
七
日
松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
逮
著
書
状

四
月
廿
九
日
土
屋
政
直
害
状

-1058ー



二
六
四
六
(
賓
永
五
年
)

二
六
四
七
(
賓
永
五
年
)

二
六
四
八
(
資
永
五
年
)

二
六
四
九
(
賓
永
五
年
)

二
六
五

O
(賓
永
五
年
)

二
六
五
一
(
賓
永
五
年
)

二
六
五
二
(
賓
永
五
年
)

二
六
五
三
(
賓
永
五
年
)

ニ
六
五
四
(
賓
永
五
年
)

二
六
五
五
(
賓
永
五
年
)

ニ
六
五
六
(
賓
永
五
年
)

二
六
五
七
(
賓
永
五
年
)

二
六
五
八
(
賓
永
五
年
)

二
六
五
九
(
賓
永
五
年
)

二
六
六

O
(賓
永
五
年
)

二
六
六
一
(
賓
永
五
年
〉

二
六
六
二
(
賓
永
五
年
)

二
六
六
一
二
(
賓
永
五
年
)

二
六
六
回
(
賓
永
五
年
)

二
六
六
五
(
賓
永
五
年
)

二
六
六
六
(
賓
永
五
年
)

二
六
六
七
(
費
永
五
年
)

二
六
六
八
(
賓
永
五
年
〉

二
六
六
九
(
賓
永
五
年
)

二
六
七

O
(資
永
五
年
)

四
月
廿
九
日

五
月
三
日

五
月
三
日

五
月
七
臼

・
五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
一
日

五
月
十
一
日

五
月
十
一
日

五
月
十
八
日

五
月
十
八
日

五
月
十
九
日

五
月
十
九
日

五
月
十
九
日

五
月
廿
一
日

五
月
廿
二
日

五
月
廿
二
日

五
月
廿
二
日

五
月
廿
二
日

五
月
廿
三
日

五
月
廿
一
二
日

五
月
廿
三
日

五
月
廿
五
日

五
月
廿
五
日

松
平
輝
貞
・
松
平
中
ω栄
連
署
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
連
署
書
状

本
多
正
永
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

本
多
正
永
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

本
多
正
永
害
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
著
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

本
多
正
永
害
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
達
署
書
状

徳
川
吉
宗
書
状

徳
川
綱
条
書
状

徳
川
士
口
通
書
状

徳
川
吉
宗
書
状

徳
川
吉
字
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

本
多
正
、
水
害
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
連
署
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
達
署
書
状

二
六
七
一
(
賓
永
五
年
)

二
六
七
二
(
賓
永
五
年
)

二
六
七
三
(
賓
永
五
年
)

二
六
七
四
〈
賓
永
五
年
)

二
六
七
五
(
賓
永
五
年
)

二
六
七
六
(
賓
永
五
年
)

二
六
七
七
(
資
永
五
年
)

二
六
七
八

二
六
七
九

二
六
八

O
(賓
永
五
年
)

二
六
八
一
(
賓
永
五
年
)

二
六
八
二
(
賓
永
五
年
)

二
六
八
三
(
賓
永
五
年
)

二
六
八
四
賓
永
五
年

二
六
八
五
資
永
五
年

二
六
八
六
(
賓
永
五
年
)

二
六
八
七
(
賓
永
五
年
)

二
六
八
八

二
六
八
九
(
賓
永
五
年
)

二
六
九

O
(賓
永
五
年
)

二
六
九
一
(
寅
永
五
年
)

二
六
九
二
〈
資
永
五
年
)

二
六
九
三
(
賓
永
五
年
)

二
六
九
四
(
貧
永
五
年
)

二
六
九
五
(
費
永
五
年
)

五
月
廿
六
日

五
月
廿
六
日

五
月
廿
六
日

五
月
廿
七
日

五
月
廿
七
日

五
月
廿
七
日

六
月
十
一
日

(
記
事
〉

(
記
事
)

六
月
十
五
日

六
月
十
五
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
三
日

七
月
二
日

七
月
二
日

七
月
三
日

七
月
四
日

(
記
事
)

七
月
廿
九
日

八
月
廿
五
日

八
月
廿
八
日

九
月
三
日

九
月
六
日

九
月
七
日

九
月
七
日

大
久
保
忠
増
害
状

本
多
正
永
書
状

松
平
輝
貞
・
松
平
忠
栄
達
署
害
状

徳
川
綱
条
害
状

徳
川
士
ロ
字
書
状

徳
川
吉
宗
書
状

土
屋
政
直
外
三
名
詩
…
連
署
状

吉
賞
、
綱
吉
ニ
謁
ス

島
津
忠
直
、
士
ロ
貴
参
勤
-
一
供
奉
ス

井
上
正
等
書
状

小
笠
原
長
重
害
状

井
上
正
等
書
状

松
平
定
重
書
状

慶
仁
親
王
令
旨

東
山
天
皇
女
房
一
奉
書

平
松
時
方
女
房
奉
書
副
状

松
平
定
重
書
状

吉
貴
増
上
寺
火
ノ
番
ヲ
勤
ム

土
屋
政
直
外
三
名
鰭
…
連
署
状

近
衛
家
照
書
状

平
松
時
方
書
状

別
所
常
治
書
状

近
衛
家
間
関
書
状

徳
川
綱
吉
御
内
書

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
遠
著
書
状
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二
六
九
六

二
六
九
七
(
賓
永
五
年
)

ニ
六
九
八
〈
賓
永
五
年
)

ニ
六
九
九

二
七
O
O
(賓
永
五
年
)

二
七
O
一
(
賓
永
五
年
)

二
七

O
二
賓
永
五
年

二
七
O
三
賀
永
五
年

二
七
O
四
(
賓
永
五
年
)

ニ
七
O
五
賓
永
五
年

ニ
七
O
六
(
賓
永
五
年
)

ニ
七
O
七

ニ
七
O
八
費
永
五
年

二
七

O
九
(
賓
永
五
年
)

ニ
七
一

O

ニ
七
三
費
、
連
河
九
月
廿
一
二
日

二
七
一
二
賓
永
六
年
五
月
二
日

二
七
一
一
二
(
賓
永
五
年
)
九
月
廿
七
日

二
七
一
四
(
貧
永
五
年
)
九
月
廿
七
日

二
七
一
五
(
賓
永
五
年
)
九
月
廿
七
日

二
七
二
ハ
(
賓
永
五
年
)
・
十
月
二
日

二
七
一
七
(
費
永
五
年
)
十
月
九
日

ニ
七
一
八
(
賓
永
五
年
)
十
月
九
日

二
七
一
九
(
賓
永
五
年
)
十
月
九
日

二
七
二

O
(資
永
五
年
)
十
月
十
五
日

(
記
事
)

九
月
十
二
日

九
月
十
二
日

(
記
事
)

九
月
十
三
日

九
月
十
四
日

九
月
十
七
日

九
月
十
七
日

九
月
十
八
日

九
月
十
八
日

九
月

九
月

九
月

九
月
廿
一
日

士
口
貴
、
綱
吉
・
家
宣
ニ
馬
ヲ
献
ズ

大
久
保
忠
増
書
状

本
多
正
永
書
状

屋
久
島
漂
着
ノ
異
人
ヲ
長
崎
へ
送
ル

島
津
久
明
外
三
名
報
連
署
書
状

土
屋
政
直
外
三
名
諮
一
連
署
状

島
津
久
明
外
三
名
鉱
山
港
署
達
書

島
津
久
明
外
三
名
器
連
署
達
書

永
井
直
困
・
別
所
常
治
連
署
書
状

家
老
中
達
書

島
津
久
明
外
閉
名
暫
定
署
申
渡
寄

島
津
久
当
申
渡
書

島
津
久
明
外
四
名
一
都
連
署
・
申
渡
書

異
国
座
申
波
書

島
津
惟
久
替
紋
所

島
津
吉
貴
証
状

島
津
仲
休
覚
書

島
津
久
明
外
三
名
一
四
日
害
者
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

島
津
久
明
外
四
名
鵠
連
署
覚
書

四
度
猿
楽
配
当
米
割
付
状

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
連
署
書
状

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
連
署
害
状

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
連
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
椋
白
書
者
請
書

二
七
二
一
(
安
永
五
年
)
十
月
十
六
日

二
七
二
二
(
賓
永
五
年
)
十
月
廿
日

二
七
二
三
(
賓
永
五
年
)
十
月
廿
二
日

二
七
二
四
(
賓
永
五
年
)
十
月
廿
二
日

二
七
二
五
(
賓
永
五
年
)
十
月
廿
五
日

二
七
二
六
(
賓
永
五
年
)
十
月
廿
七
日

二
七
二
七
(
賓
永
五
年
)
十
月
廿
七
日

二
七
二
八
(
資
永
五
年
)
十
月
廿
八
日

二
七
二
九
(
賓
永
五
年
〉
十
月
廿
九
日

二
七
三

O
(賓
永
五
年
)
十
一
月
五
日

二
七
三
一
(
賓
永
五
年
)
十
一
月
九
日

二
七
三
二
(
賓
永
五
年
〉
十
一
月
九
日

ニ
七
三
三
(
賓
永
五
年
)
十
一
月
十
九
日

二

七

三

四

(

記

事

)

二
七
三
五
(
賓
永
五
年
〉
十
一
月
廿
六
日

二
七
三
六
(
費
永
五
年
)
十
一
月
廿
七
日

ニ
七
三
七
(
賓
永
五
年
〉
十
一
月
廿
九
日

ニ
七
三
八
(
賓
永
五
年
〉
十
二
月
三
日

二
七
三
九
(
賓
永
五
年
)
十
二
月
七
日

ニ
七
四
O
〈
賓
永
五
年
〉
十
二
月
十
八
日

ニ
七
四
一
(
賓
永
五
年
)
十
二
月
十
二
日

二
七
四
二
(
賓
永
五
年
)
十
二
月
十
二
日

ニ

七

四

三

十

二

月

十

三

日

二
七
四
四
(
賓
永
五
年
)
十
二
月
廿
二
日

ニ
七
四
五
(
賓
永
五
年
)
十
二
月
廿
九
日

近
衛
家
照
書
状

島
津
久
明
外
四
名
縁
遠
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
空
港
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
親
連
著
書
状

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
連
署
書
状

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
連
署
書
状

島
津
久
明
外
四
名
競
連
署
書
状

秋
元
喬
親
書
状

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
連
署
書
状

別
所
常
治
害
状

相
良
長
規
異
国
人
警
固
覚
書

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
連
署
書
状

秋
元
喬
朝
書
状

島
津
小
源
太
誕
生

島
津
久
明
外
四
名
均
一
連
著
書
状

近
衛
家
照
書
状

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
連
署
害
状

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
連
署
害
状

島
津
久
明
外
四
名
一
一
連
署
害
状

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
連
署
書
状

土
屋
政
直
書
状

小
笠
原
長
童
書
状

仙
石
久
尚
書
状

触
書
弁
仙
石
久
尚
添
状

小
笠
原
長
重
・
本
多
正
永
遠
著
書
状
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二
七
四
六
資
永
六
年

二
七
四
七
(
賓
永
六
年
)

二
七
四
八

二
七
四
九
(
賓
永
六
年
)

二
七
五

O
(賓
永
六
年
)

二
七
五
一
(
資
永
六
年
)

二
七
五
二

二
七
五
三
賀
永
六
年

二
七
五
四
(
賓
永
六
年
)

二
七
五
五

二
七
五
六
(
賓
永
六
年
〉

二
七
五
七
(
資
永
六
年
)

ニ
七
五
八
ハ
賓
永
六
年
)

二
七
五
九
(
資
永
六
年
)

二
七
六

O

二
七
六
一
(
資
永
六
年
)

二
七
六
二

二
七
六
一
ニ
(
賓
永
六
年
)

二
七
六
回
(
賓
永
六
年
)

ニ
七
六
五

ニ
七
六
六
(
賓
永
六
年
)

二
七
六
七
賓
永
六
年

二
七
六
八
質
永
六
年

二
七
六
九
(
賓
永
六
年
〉

月
(
記
事
)

一
月
十
七
日

一
月
十
八
日

一
月
廿
三
日

(
記
事
)

二
月
五
日

二
月
二
日

(
記
事
)

二
月

二
月
十
六
日

二
月
廿
一
日

二
月
廿
二
日

(
記
事
)

三
月

三
月

三
月
九
日

三
月
十
二
日

(
記
事
)

三
月
十
四
日

三
月
十
四
日

三
月
十
四
日

三
月
廿
一
日

二
日

島
津
吉
貴
名
字
状

梅
そ
の
・
岩
倉
連
署
消
息

徳
川
綱
吉
莞
ス

増
上
寺
火
之
悉
動
方
触

秋
元
喬
朝
書
状

別
所
常
治
・
駒
木
根
政
方
述
著
書
状

吉
賞
、
家
宣
ニ
起
請
文
ヲ
献
ス

島
津
士
口
貴
起
請
文

近
衛
家
照
書
状

士
口
貴
、
琉
使
参
府
ヲ
命
ス

且
津
古
賀
内
窓
口
上
覚

近
衛
家
照
書
状

島
津
吉
貴
書
状

小
笠
原
長
重
書
状

吉
貫
ノ
元
服
記
ヲ
収
蔵
ス

吉
貴
一
九
服
法
式
次
第

島
津
吉
貴
口
上
党

島
津
吉
貴
口
上
党

島
津
仲
休
覚

士
ロ
賞
、
来
大
寺
へ
円
申
立
公
雛
壇
等
ヲ
寄

進
ス

島
津
吉
貴
寄
進
状

島
津
吉
貴
献
舎
利
塔
銘

島
津
吉
賞
献
物
記

島
津
士
口
貴
書
状

二
七
七

O

二
七
七
一

二
七
七
二
(
資
永
六
年

二
七
七
三
(
賓
永
六
年
)

二
七
七
四
(
賓
永
六
年
)

ニ
七
七
五

二
七
七
六
(
資
永
六
年
)

二
七
七
七
(
資
永
六
年

二
七
七
八
(
質
永
六
年
)

二
七
七
九
(
賓
永
六
年
)

二
七
八
O
(賀
永
六
年
)

二
七
八
一
(
賓
永
六
年
)

二
七
八
二
(
資
永
六
年
)

二
七
八
三

二
七
八
四

二
七
八
五
(
賓
永
六
年
)

二
七
八
六
(
賓
永
六
年
)

二
七
八
七

二
七
八
八
(
資
永
六
年

二
七
八
九
(
賓
永
六
年

二
七
九
O

二
七
九
一

二
七
九
二
(
賓
永
六
年
)

二
七
九
三
(
資
永
六
年
)

二
七
九
四
(
賓
永
六
年
)

資
永
六
年

三
月
廿
六
日
島
津
継
豊
命
名

(
記
事
)
吉
賞
室
大
奥
へ
諸
品
ヲ
献
ス

三
月
廿
五
日
)
本
多
正
永
覚
書

川
島
外
二
名
述
箸
消
息

川
島
消
息

つ
ほ
ね
覚
書

つ
ほ
ね
消
息

三
月
晦
日
)
つ
ほ
ね
消
息

四
月
期
日
島
沖
古
賀
室
進
上
目
録

進
上
者
名
書
立

四
月
朔
日
本
多
正
永
書
状

四
月
二
日
奥
村
治
右
衛
門
書
状

四
月
三
日
島
津
忠
休
・
起
子
島
伊
時
速
著
書
状

(
記
事
)
紘
豊
元
服
ス

(
記
事
)
吉
良
、
将
軍
継
統
ヲ
賀
ス

四
月
三
日
品
枠
仲
休
・
種
子
島
伊
時
速
著
書
状

四
月
十
一
日
島
津
仲
休
覚
書

(
記
事
)
吉
貴
室
相
州
湯
本
ニ
湯
治
ス

四
月
十
一
日
)
川
島
外
四
名
連
署
消
息

四
月
十
一
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

(
記
事
)
吉
賞
、
南
泉
院
等
ヲ
建
立
ス

島
津
吉
貴
建
立
仏
寺
書
立

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状
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四
月
十
三
日

四
月
十
三
日

四
月
十
七
日



二
七
九
五
(
賓
永
六
年
)

二
七
九
六
(
賓
永
六
年

二
七
九
七

二
七
九
八
(
賢
永
六
年

二
七
九
九
(
賀
永
六
年
)

二
八

O
O
(質
永
六
年

二
八

O
一
(
賓
永
六
年

二
八

O
ニ
(
賓
永
六
年
)

二
八

O
三

二
八
O
四

二
八

O
五
(
賓
永
六
年

二
八

O
六
(
賓
永
六
年

二
八
O
七
(
資
永
六
年

二
八

O
八
(
賓
永
六
年

二
八

O
九
(
賓
永
六
年

二
八
一

O
(賓
永
六
年

二
八
二
(
賓
永
六
年

二
八
一
二
(
賓
永
六
年

二
八
二
ニ
(
質
永
六
年

二
八
一
四
〈
賓
永
六
年
)

二
八
一
五
(
賓
永
六
年
)

二
八
二
ハ
(
賓
永
六
年
)

二
八
一
七
賓
永
六
年

二
八
一
八
(
資
永
六
年
)

四
月
廿
一
日
井
上
正
与
害
状

四
月
廿
三
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

(
記
事
)
吉
賞
、
将
軍
宣
下
ヲ
賀
ス

五
月
朔
日
)
川
島
外
四
名
連
署
消
息

五
月
二
日
徳
川
家
宣
御
内
書

五
月
十
一
日
)
川
島
外
四
名
速
器
消
息

五
月
十
一
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

五
月
十
三
日
土
屋
政
直
外
五
名
諜
一
連
署
状

(
記
事
)
近
衛
家
久
、
将
軍
宣
下
ヲ
祝
シ
吉
貢

ノ
芝
第
二
到
ル

於
芝
第
近
衛
家
久
饗
応
次
第

五
月
十
三
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

五
月
十
三
日
)
川
島
外
四
名
連
署
消
息

五
月
十
三
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

五
月
十
四
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

五
月
十
四
日
)
川
島
外
四
名
連
署
消
息

五
月
十
四
日
)
川
島
外
四
名
連
署
消
息

五
月
十
六
日
)
川
島
外
四
名
連
署
消
息

五
月
十
八
日
)
川
島
外
四
名
速
署
消
息

五
月
十
八
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
速
署
消
息

五
月
廿
一
日
近
衛
家
久
害
状

五
月
廿
二
日
近
衛
家
照
書
状

五
月
廿
三
日
近
衡
法
照
害
状

六
月
四
日
輪
王
寺
宮
公
弁
法
親
王
令
旨

六
月
五
日
島
津
久
明
・
島
津
仲
休
速
器
害
状

二
八
一
九

二
八
二

O

二
八
二
一

二
八
二
二
(
賓
永
六
年

二
八
二
三
(
賓
永
六
年

二
八
二
四
(
賓
永
六
年
)

二
八
二
五
(
資
永
六
年
)

二
八
二
六
(
賓
永
六
年
)

二
八
二
七
(
賓
永
六
年
)

二
八
二
八
(
賓
永
六
年
)

二
八
二
九
賓
永
六
年

二
八
三

O

賓
永
六
年

二
八
三
一
(
貿
永
六
年
)

二
八
三
二
(
資
永
六
年
)

二
八
三
三
(
賓
永
六
年
)

二
八
三
四

二
八
三
五
(
賓
永
六
年
)

二
八
三
六
(
賓
永
六
年
)

二
八
三
七
(
賓
永
六
年
)

二
八
三
八
(
資
永
六
年
)

二
八
三
九
(
賓
永
六
年
)

二
八
四

O
(賓
永
六
年
)

二
八
四
一
(
賓
永
六
年

吉
貴
帰
国
ヲ
許
サ
レ
、
来
年
琉
伎
ヲ

伴
フ
コ
ト
ヲ
達
セ
ラ
ル

島
津
久
明
、
江
府
留
守
居
役
ヲ
勤
ム

島
津
久
白
、
士
ロ
賞
帰
国
ノ
礼
使
ヲ
勤

ム

七
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

七
日
)
川
島
外
四
名
連
署
消
息

つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

川
島
外
四
名
連
署
消
息

六
月
十
一
日
島
津
吉
貴
書
状

六
月
十
一
日
島
津
吉
貴
畜
状

六
月
十
五
日
松
平
信
庸
書
状

六
月
十
七
日
輪
王
寺
宮
一
口
問
公
弁
法
親
王
御
書

六

月

輪

王

寺

宮

寺

家

制

条

六
月
十
八
日
土
屋
政
直
書
状

六
月
廿
一
日
土
屋
政
直
害
状

つ
ほ
ね
・
笠
原
連
署
消
息

(
記
事
)
吉
賞
帰
国
シ
礼
使
ヲ
馳
セ
シ
ム

梅
そ
の
・
岩
倉
連
署
消
息

六
月
廿
九
日
近
衛
家
久
害
状

六
月
晦
日
近
衛
基
照
書
状

七
月
十
五
日
島
津
吉
貴
幸
一
回
状

七
月
廿
日
龍
松
院
上
人
公
成
害
状

八
月
三
日
土
屋
政
直
外
四
名
講
一
連
署
状

八
月
七
日
)
つ
ほ
ね
・
ひ
て
連
署
消
息

(
記
事
)

-1062-

(
記
事
)

(
記
事
)

月月



二
八
四
二

二
八
四
三
(
賢
永
六
年
)

二
八
四
四
(
賢
永
六
年
)

二
八
四
五

二
八
四
六
(
賓
永
六
年
)

二
八
四
七
(
貧
永
六
年
)

二
八
四
八

二
八
四
九
(
賓
永
六
年
)

二
八
五

O
(賓
永
六
年
)

二
八
五
一
(
賓
永
六
年
)

二
八
五
二
(
賓
永
六
年
)

二
八
五
三
(
賓
永
六
年
)

二
八
五
四
(
賓
永
六
年
)

二
八
五
五
(
賓
永
六
年
)

二
八
五
六
(
賓
永
六
年
)

二
八
五
七
(
賢
永
六
年
)

二
八
五
八

二
八
五
九
(
賢
永
六
年
)

二
八
六
O
(賀
永
六
年
)

二
八
六
一
(
賓
永
六
年
)

二
八
六
ニ
(
賓
永
六
年
)

二
八
六
三
賓
永
六
年

二
八
六
回

(
記
事
)

八
月
十
九
日

八
月
廿
三
日

(
記
事
)

九
月
七
日

九
月
九
日

(
記
事
)

九
月
十
六
日

九
月
十
六
日

九
月
十
八
日

九
月
十
九
日

九
月
廿
二
日

九
月
廿
三
日

九
月
廿
四
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

(
記
事
)

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
六
日

九
月
晦
日

十
月
三
日

(
記
事
)

中
山
王
尚
貞
計
報
時
府
-
一
一
刻
ル

小
笠
原
長
童
書
状

間
部
詮
房
書
状

尚
益
、
使
ヲ
シ
テ
国
司
継
目
ヲ
乞
ハ

シ
ム

徳
川
家
宣
御
内
書

島
津
士
口
賞
紋
所
・
名
字
状

吉
賞
、
使
ヲ
シ
テ
尚
益
ヲ
一
信
フ

島
津
士
口
黄
金
百
状

家
老
座
達
書
写

近
衛
基
照
書
状

大
久
保
忠
増
害
状

近
衛
基
照
害
状

間
部
詮
房
書
状

堀
興
昌
申
付
書

御
勝
手
方
達
書

御
勝
手
方
達
書
写

士
口
貴
琉
使
ヲ
徴
シ
テ
尚
益
継
目
ノ
コ

ト
ヲ
達
ス

近
衛
家
照
害
状

近
衛
家
久
害
状

掘
興
昌
達
書
拘

木
多
正
永
害
状

佐
多
久
達
証
状

島
津
久
一
房
年
頭
ノ
賀
使
ヲ
勤
ム

二
八
六
五
(
賢
永
六
年
)
十
月
四
日

二
八
六
六
(
雪
氷
六
年
)
十
月
四
日

二

八

六

七

十

月

七

日

二

八

六

八

(

記

事

)

二

八

六

九

十

月

廿

五

日

二
八
七

O
(賓
永
六
年
)
十
月
廿
七
日

二
八
七
一
(
賓
永
六
年
)
十
月
廿
八
日

二
八
七
二
(
賓
永
六
年
)
十
月
廿
九
日

二
八
七
三
(
賓
永
六
年
)
十
月
廿
九
日

二

八

七

四

(

記

事

)

二
八
七
五
(
賓
永
六
年
)
十
一
月
四
日

二
八
七
六
(
質
永
六
年
)
十
一
月
十
一
日

二
八
七
七
(
賓
永
六
年
)
十
一
月
十
三
日

二
八
七
八
賓
永
六
年
十
一
月
十
三
日

二

八

七

九

(

記

事

)

二
八
八

O

賓
永
六
年
十
一
月
十
四
日

二
八
八
一
賓
永
六
年
十
一
月
十
四
日

二
八
八
二
賓
永
六
年
十
一
月
十
四
日

二
八
八
三
(
賓
永
六
年
)
十
一
月
十
五
日

二
八
八
四
(
賓
永
六
年
)
十
一
月
十
六
日

二
八
八
五
(
賓
永
六
年
)
十
一
月
十
六
日

二
八
八
六
(
賓
永
六
年
)
十
一
月
廿
五
日

二
八
八
七
(
賓
永
六
年
)
十
一
月
廿
七
日

二
八
八
八
資
永
六
年
十
二
月
朔
日

二
八
八
九
(
賓
永
六
年
)
十
二
月
十
五
日

土
屋
政
百
外
五
名
鵠
州
連
署
状

間
部
脅
房
書
状

徳
川
綱
係
書
状

薩
州
家
再
興
由
来

本
多
正
、
水
害
状

土
屋
政
直
外
五
名
詩
…
速
署
状

本
多
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記

上
卿
職
事
名
覚
書

川
島
外
四
名
連
署
消
息

ひ
て
消
息

ひ
て
消
息

ひ
て
消
息

川
島
外
四
名
連
署
消
息

士
口
阜
県
、
琉
使
ヲ
伴
ヒ
江
府
ニ
赴
ク

琉
使
参
府
始
終
記

ひ
て
消
息

川
島
外
四
名
連
署
消
息

川
島
外
四
名
連
署
消
息

ひ
て
消
息

ひ
て
消
息

吉
貴
設
営
シ
叙
爵
ヲ
謝
ス

秋
元
喬
知
外
三
名
報
開
通
問
者
状

ひ
て
消
息

川
島
外
四
名
連
署
消
息

ひ
て
消
息

川
島
外
四
名
連
署
消
息

島
津
久
貫
外
二
名
縁
遠
署
知
行
目
録

島
津
久
貫
外
二
名
器
速
署
知
行
目
録

島
津
久
貫
・
肝
付
兼
柄
連
署
知
行
目

録
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三
O
三
四
賀
永
七
年
十
二
月
朔
日

三
O
三
五
賓
永
七
年
十
二
月
朔
日

三
O
三
六
(
賓
永
七
年
)
十
二
月
七
日

三
O
三
七
(
賓
永
七
年
)
十
二
月
十
六
日

三
O
一
二
八
(
賓
永
七
年
)
十
二
月
十
六
日

三
O
一
二
九
(
賓
永
七
年
)
十
二
月
廿
七
日

三
O
四
O
(賓
永
七
年
)
十
二
月
廿
七
日

三一

O
四
一
(
賓
永
七
年
)
十
二
月
廿
七
日

一ニ

O
四
二
(
賓
永
七
年
)
十
二
月
廿
七
日

ご一

O
四
三
賀
永
七
年
十
二
月

三
O
四

四

(

記

事

)

三
O
四
五
(
賓
永
七
年
)
十
二
月

三
O
四
六
資
永
七
年
十
二
月
吉
日

一ニ

O
四
七
賓
永
七
年
十
二
月
廿
八
目

立一

O
四
八
(
賓
永
八
年
)

三
O
四
九
貫
永
八
年

三
O
五
O
(賓
永
八
年
)

三
O
五一

三
O
五
二
賓
永
八
年

三一

O
五
三
(
賓
永
八
年
〉

ゴ一

O
五
四
(
賓
永
八
年
)

ゴ一

O
五
五
(
賓
永
八
年
)

三
O
五
六

三
O
五
七

三
O
五
八
(
賓
永
八
年
)

一
月
十
一
日

一
月
廿
一
日

(
記
事
)

一
月

二
月
五
日

二
刈
七
日

二
月
十
三
日

(
記
事
)

(
記
事
)

島
津
久
貫
外
二
名
警
告
者
知
行
目
録

島
津
久
貫
外
二
名
誠
連
署
知
行
目
録

秋
一
五
喬
知
書
状

島
津
吉
覚
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

徳
川
家
宣
御
内
書
・

絵
平
信
庸
書
状

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
書
状

大
田
好
敬
外
二
名
連
署
触
状

家
宣
代
替
リ
ノ
御
判
物
改
苔
ヲ
命
ス

奉
行
所
条
書

島
津
継
豊
経
文
寄
進
状

島
津
久
貫
外
二
名
報
連
署
証
状

か
よ
・
山
石
倉
連
署
消
息

島
津
士
口
賞
吉
舎

島
津
吉
貴
書
状

吉
貴
国
産
ノ
馬
ヲ
献
ス

大
回
好
敬
外
二
名
連
署
触
状

井
上
正
本
書
状

松
平
信
庸
書
状

井
上
正
答
書
状

島
津
久
雄
、
参
内
シ
テ
即
位
ヲ
賀
ス

士
口
貴
、
中
御
門
天
皇
即
位
ヲ
賀
ス

川
島
外
四
名
連
署
消
息

三
O
五
九
(
賓
永
八
年
)

三
O
六
O
(賓
永
八
年
)

三
O
六
一
(
賓
永
八
年
)

三
O
六
二
(
資
永
八
年
)

三
O
六
三
(
賓
永
八
年
)

三
O
六
四

三
O
六
五
(
賓
永
八
年
)

三
O
六
六

三
O
六
七
(
賓
永
八
年
)

三
O
六
八
(
賓
永
八
年
)

三
O
六
九
(
賓
永
八
年
)

三
O
七
O
(賓
永
八
年
)

三
O
七
一
(
資
永
八
年
)

三
O
七
二
(
賓
永
八
年
)

三
O
七
三
(
資
永
八
年
)

三
O
七
四
賀
永
八
年

三
O
七
五
(
賓
永
八
年
)

三
O
七
六
(
賓
永
八
年
)

三
O
七
七

一ニ

O
七
八
(
正
徳
元
年
)

三
O
七
九
(
正
徳
元
年
)

三
O
八
O
(正
徳
一
元
年
)

三
O
八
一

一ニ

O
八
二
(
正
徳
元
年
)

三
O
八
三
正
徳
元
年

か
よ
・
岩
倉
連
署
消
息

川
島
外
四
名
連
署
消
息

ひ
て
消
息

川
島
外
四
名
連
署
消
息

二
月
廿
三
日
井
上
正
等
書
状

(
記
事
)
吉
賞
、
家
宣
ノ
将
軍
宣
下
ヲ
賀
ス

二
月
廿
六
日
松
平
信
庸
書
状

(
記
事
)
吉
賞
叙
爵
ノ
祝
宴
ヲ
催
ス

三
月
四
日
島
津
吉
貴
害
状

四
月
十
二
日
大
久
保
忠
増
書
状

四
月
十
六
日
近
衛
家
照
書
状

川
島
外
四
名
連
署
消
息

川
島
外
四
名
連
署
消
息

か
よ
・
山
石
倉
連
署
消
息

か
よ
・
岩
倉
連
署
消
息

中
御
門
天
皇
女
一
民
奉
書

石
井
行
盟
主
百
状

近
衛
家
久
害
状

正
徳
改
一
見

品
津
吉
賞
害
状

近
衛
家
照
害
状

徳
川
家
宣
御
内
書

士
ロ
賞
登
城
、
家
宣
-
一
一
謁
ス

将
軍
家
上
意
達
書

島
津
仲
休
申
渡
書

四
月
十
八
日

四
月
十
八
日

四
月
廿
二
日

(
記
事
)

五
月
二
日

五
月
二
日

五
月
三
日

(
記
事
)

五
月
十
六
日
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三

O
八
四
(
正
徳
元
年
)

三
O
八
五

一二

O
八
六
(
正
徳
元
年
)

一ニ

O
八
七
(
正
徳
一
元
年
)

ご一

O
八
八
(
正
徳
元
年
〉

三
O
八
九
(
正
徳
元
年
)

三
O
九
O

三
O
九
一
(
正
徳
一
万
年
)

三
O
九
二
(
正
徳
元
年
)

三
O
九
三
(
正
徳
元
年
)

三
O
九
四
(
正
徳
一
五
年
)

三

O
九
五
(
正
徳
元
年

三
O
九
六
(
正
徳
元
年

一ニ

O
九
七
(
正
徳
元
年
)

三一

O
九
八
(
正
徳
元
年
)

一二

O
九
九

三
一

O
O
(正
徳
元
年
)

三
一

O
一
(
正
徳
元
年
)

三
二

O
二
(
正
徳
元
年
)

ご
二

O
一
二
(
正
徳
一
元
年

=二

O
四

竺
二

O
五
(
正
徳
元
年
)

三
一

O
六
(
正
徳
元
年
)

三
一

O
七
(
正
徳
一
初
芝

三
一

O
八
(
正
徳
二
年
)

石
井
行
康
害
状

吉
貴
帰
国
ノ
暇
ヲ
賜
ハ
ル

秋
元
喬
知
書
状

徳
川
家
宣
凶
賜
目
録

島
津
古
賀
害
状

島
津
吉
貴
害
状

満
姑
員
、
将
軍
家
宣
夫
妻
ニ
謁
ス

島
津
久
貴
・
島
津
久
当
脅
迫
著
書
状

か
ハ
し
ま
外
四
名
連
署
消
息

か
よ
・
い
は
倉
連
署
消
息

か
よ
・
い
は
合
連
署
消
息

六
月
廿
七
日
)
川
し
ま
外
四
名
連
署
消
息

六
月
廿
七
日
)
か
よ
・
岩
倉
連
署
消
息

川
島
外
四
名
述
署
消
息

か
よ
'
岩
倉
連
署
消
息

(
記
事
)
家
宣
、
満
女
ヲ
満
君
ト
称
セ
シ
ム

六
月
廿
七
日
堀
正
勝
・
早
川
重
好
連
署
書
状

六
月
廿
七
日
堀
正
勝
・
早
川
重
好
連
署
書
状

六
月
廿
七
日
堀
正
勝
書
状

六
月
廿
八
日
)
河
し
ま
外
四
名
迫
署
消
息

(
記
事
)
吉
賞
帰
国
ス

七
月
朔
日
島
津
吉
貴
害
状

七
月
朔
日
島
津
吉
貿
害
状

八
月
二
日
近
衛
基
照
害
状

八
月
二
日
近
衛
基
照
書
状

五
月
廿
六
日

(
記
事
)

六
月
十
二
日

六
月
十
四
日

六
月
十
八
日

六
月
十
八
日

(
記
事
)

六
月
廿
日

三一

O
九
(
正
徳
元
年
)

三
一
一

O
(正
徳
一
ぶ
年
)

一一一一一一

三
一
一
一
一
(
正
徳
元
年
)

三
一
一
一
ニ
(
正
徳
元
年
)

三
一
一
四
(
正
徳
元
年
)

三
一
一
五
(
正
徳
元
年
)

三
二
六
(
正
徳
元
年
)

三
一
一
七
(
正
徳
元
年
)

三
一
一
八
(
正
徳
一
見
年
)

三
一
一
九
(
正
徳
元
年
)

三
一
二

O
(正
徳
元
年
)

三
二
二
(
正
徳
元
年
)

三
一
一
一
一
一

三
一
二
三
〔
正
徳
元
年
〕

三
一
二
四
正
徳
元
年

三
一
二
五

三
一
一
一
ム
ハ

三
一
二
七
正
徳
元
年

三
一
二
八
(
正
徳
一
万
年
)

三
一
二
九
(
正
徳
元
年
)

三
一
一
二

O
(正
徳
一
五
年
)

三
一
一
二
一
(
正
徳
元
年
)

三
一
一
二
二
(
正
徳
元
年
)

八
月
三
日

八
月
四
日

(
記
事
)

八
月
廿
一
日

八
月
廿
一
日

八
月
廿
五
日

九

月

六

日

九

月

七

日

九
月
七
日

九
月
十
一
日

(
記
事
)

九
月
十
五
日

九
月
十
五
日

(
記
事
)

十
月
四
日

十
月
十
八
日

秋
元
喬
知
外
三
名
器
棚
連
問
者
状

島
津
吉
貴
害
状

協
和
院
死
去
ス

近
衛
家
照
書
状

近
衛
家
久
害
状

久
世
重
之
主
回
状

井
上
正
辱
害
状

徳
川
家
宣
御
内
書

間
部
詮
一
房
・
本
多
忠
良
連
署
害
状

井
伊
直
該
害
状

川
し
ま
外
四
名
連
署
消
息

か
よ
・
岩
倉
連
署
消
息

か
よ
・
岩
倉
連
署
消
息

吉
貴
、
佐
多
氏
ニ
島
津
ヲ
称
セ
シ
ム

某
覚
書

島
津
吉
黄
島
津
称
号
授
与
状

御
流
仕
様
覚
書

久
房
雄
州
一
所
持
格
ト
ナ
リ
島
津
ヲ

称
ス

某
申
波
書

川
島
外
四
名
連
署
消
息

か
よ
・
岩
倉
連
署
消
息

か
よ
・
岩
倉
連
署
消
息

か
よ
・
岩
倉
連
署
消
息

川
島
外
四
名
連
箸
消
息
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三
一
三
三
(
正
徳
元
年
)
十
月
朔
日

三
一
三
四
(
正
徳
元
年
)
十
月
二
日

三
一
三
五
(
正
徳
元
年
)
十
月
三
日

三

一

三

六

(

記

事

)

三
一
三
七
(
正
徳
元
年
)
十
月
六
日

三
一
三
八
(
正
徳
元
年
)
十
月
廿
三
日

三
一
三
九
(
正
徳
元
年
)
十
月
廿
五
日

コ
二
四
O
〔
正
徳
元
年
〕
十
月
廿
六
日

三
一
四
一
(
正
徳
一
元
年
)
十
月
廿
六
日

=
二
四
二
(
正
徳
元
年
)
十
月
廿
七
日

三
二
四
三
(
正
徳
元
年
)
十
一
月
五
日

コ
二
四
四
(
正
徳
元
年
)
十
一
月
五
日

三
一
四
五
(
正
徳
一
万
年
)
十
一
月
六
日

三
一
四
六
(
正
徳
元
年
)
十
一
月
七
日

コ
二
四
七
(
正
徳
元
年
)
十
一
月
七
日

コ

二

四

八

十

一

月

十

三

日

一

三

四

九

(

記

事

)

一
一
二
五

O

正
徳
元
年
十
一
月
十
三
日

コ
二
五
一
(
正
徳
元
年
)
十
一
月

コ

二

五

二

(

記

事

)

一
一
二
五
三
〈
正
徳
元
年
)
十
一
月
廿
日

三
一
五
四
(
正
徳
元
年
〉
十
一
月
廿
二
日

三
一
五
五
正
徳
元
年
十
一
月
廿
六
日

古
二
五
六
(
正
徳
元
年
)
十
一
月
廿
六
日

コ
二
五
七
(
正
徳
元
年
)
十
一
月
廿
七
日

井
伊
直
該
書
状

間
部
設
房
一
・
本
多
忠
良
連
署
書
状

秋
元
喬
知
外
三
名
鰭
一
連
署
状

島
津
椎
久
雌
社
原
宗
家
ヲ
訪
フ

土
屋
政
直
書
状

秋
元
喬
知
書
状

井
伊
直
該
書
状

某
覚
書

土
屋
政
直
書
状

間
部
詮
房
一
・
本
多
忠
良
連
署
書
状

井
上
正
等
書
状

阿
部
正
喬
書
状

井
伊
直
該
書
状

間
部
詮
房
書
状

間
部
章
一
房
・
本
多
忠
良
逮
著
書
状

阿
部
正
喬
書
状

吉
賞
、
氏
族
庶
流
ノ
称
号
ヲ
定
ム

島
津
久
明
外
四
名
楊
害
者
達
書

島
津
氏
族
庶
流
名
字
書
立

島
津
久
明
庶
流
ニ
一
一
一
崎
ヲ
称
セ
シ
ム

島
津
久
達
覚
書

某
覚
書

島
津
久
明
外
四
名
縁
遠
署
達
書

阿
部
正
喬
害
状

井
伊
直
該
害
状

三
一
五
八
正
徳
元
年
十
一
月
廿
八
日

一
一
二
五
九
(
正
徳
元
年
)
十
二
月
二
日

一
一
二
六

O
(正
徳
元
年
)
十
二
月
九
日

三
二
ハ
一
(
正
徳
元
年
)
十
二
月
十
一
日

一
一
二
六
二
(
正
徳
元
年
)
十
二
月
十
一
日

コ
二
六
三
(
正
徳
元
年
)
十
二
月
十
二
日

=
二
六
四
(
正
徳
元
年
)
十
二
月
十
三
日

コ
二
六
五
(
正
徳
元
年
)
十
二
月
十
五
日

一
一
一
一
六
六
(
正
徳
元
年
)
十
二
月
十
五
日

三
二
八
七
(
正
徳
元
年
)
十
二
月
十
六
日

三
一
六
八
(
正
徳
元
年
)
十
二
月
十
六
日

三
一
六
九
(
正
徳
元
年
)
十
二
月
廿
七
日

=
二
七

O

正

徳

元

年

十

二

月

日

三

一

七

一

(

記

事

)

=
二
七
二
(
正
徳
二
年
)
一
月
十
一
日

一
三
七
三
正
徳
二
年
一
月
十
一
日

=
二
七
四
(
正
徳
二
年
)
一
月
廿
二
日

三
一
七
五
(
正
徳
二
年
)
一
月
廿
五
日

一
一
二
七
六
(
正
徳
二
年
)
一
月
廿
五
日

=
二
七
七
五
徳
二
年
一
月
廿
八
日

一
一
二
七
八
(
正
徳
二
年
)
一
月
廿
九
日

一
三
七
九
(
正
徳
二
年
)
二
月
三
日

一
三
八

O
(正
徳
二
年
)
二
月
廿
三
日

一

三

八

一

(

記

事

)

ゴ
二
八
二
(
正
徳
二
年
)
二
月
廿
五
日

島
津
吉
貴
加
冠
仮
名
書
出

間
部
詮
房
・
本
多
忠
良
連
著
書
状

大
久
保
中
議
書
状

井
伊
直
該
書
状

間
部
章
一
房
・
本
多
忠
良
連
著
書
状

大
久
保
忠
増
書
状

大
久
保
忠
増
害
状

井
伊
直
該
書
状

井
伊
直
該
害
状

間
部
詮
房
・
本
多
忠
良
連
署
書
状

間
部
詮
房
・
本
多
忠
良
連
署
書
状

徳
川
家
宣
御
内
書

相
承
院
寛
明
証
状

正
徳
二
年
、
吉
貴
在
国
ス

秋
元
喬
知
外
三
名
誇
連
署
状

島
津
吉
寅
吉
書

井
上
正
等
書
状

井
伊
直
該
書
状

間
部
詮
房
・
本
多
忠
良
速
著
書
状

島
津
士
口
貴
加
冠
仮
名
書
出

大
久
保
忠
増
害
状

間
部
詮
房
書
状

秋
元
喬
知
書
状

吉
賞
、
指
宿
・
佐
多
ヲ
巡
見
ス

宗
義
方
書
状
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二
月
廿
六
日

二
月
廿
七
日

(
記
事
)

七
月
十
二
日

七
月
十
八
日

七
月
十
七
日

七
月
十
八
日

九
月
十
三
日

十
一
月
三
日

十
二
月
六
日

三
月

(
記
事
)

三
月
五
日

三
月
七
百

三
月
十
九
日

三
月
廿
六
日

三
月
廿
六
日

三
月
廿
七
日

三
月
臨
時
日

三
月
晦
日

井
伊
直
該
書
状

間
部
詮
房
・
本
多
忠
良
連
署
害
状

某
覚
書

吉
貴
、
川
船
除
ヲ
旧
例
ニ
復
セ
シ
ム

大
島
忠
宣
口
上
覚

大
坂
川
筋
船
除
由
緒
覚
井
添
状

大
津
屋
勘
兵
衛
害
状

大
坂
町
奉
行
所
記
録

羽
津
元
右
衛
門
害
状

大
島
忠
宣
書
状

大
島
忠
宣
書
状

島
津
久
当
害
状

島
津
仲
休
覚
書

吉
野
関
狩

徳
川
吉
宗
書
状

間
部
詮
房
・
本
多
忠
良
連
署
書
状

駒
木
根
政
方
・
大
岡
清
平
連
著
書
状

阿
部
正
喬
書
状

本
多
正
永
害
状

間
部
詮
房
・
本
多
忠
良
連
著
書
状

井
伊
直
該
書
状

間
部
詮
房
書
状
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